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令 和 ５ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和５年３月６日（月曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後６時23分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 令和４年度沖縄県一般会計補

正予算（第７号）

２ 甲第26号議案 令和４年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補

正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 令和４年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第28号議案 令和４年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計補正予算

（第１号）

５ 甲第29号議案 令和４年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第

１号）

６ 甲第30号議案 令和４年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第

２号）

７ 甲第31号議案 令和４年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計補正予算（第

２号）

８ 甲第32号議案 令和４年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業

特別会計補正予算（第１号）

10 甲第34号議案 令和４年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第

１号）

12 甲第36号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第２号）

出席委員

委 員 長 比 嘉 瑞 己

副委員長 石 原 朝 子

委 員 下 地 康 教 仲 村 家 治

西 銘 啓史郎 大 浜 一 郎

花 城 大 輔 中 川 京 貴

上 里 善 清 照 屋 大 河

比 嘉 京 子 島 袋 恵 祐

瀬 長 美佐雄 國 仲 昌 二

仲 村 未 央 平 良 昭 一

仲宗根 悟 上 原 章

當 間 盛 夫

説明した者の職・氏名

知 事 公 室 長 嘉 数 登

参事兼基地対策課長 古 堅 圭 一

総 務 部 長 宮 城 力

総 務 私 学 課 長 山 内 昌 満

人 事 課 長 知 念 百 代

財 政 課 長 又 吉 信

税 務 課 長 前 本 博 之

管 財 課 長 池 原 勝 利

企 画 部 長 儀 間 秀 樹

交 通 政 策 課 長 山 里 武 宏

地 域 ・ 離 島 課 長 山 里 永 悟

環 境 部 長 金 城 賢

環 境 保 全 課 長 渡 口 輝

環 境 整 備 課 長 久 高 直 治

環 境 再 生 課 長 與那嶺 正 人

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 宮 平 道 子

福 祉 政 策 課 長 榊 原 千 夏

保 護 ・ 援 護 課 長 金 村 禎 和

高齢者福祉介護課長 大 城 行 雄

子 育 て 支 援 課 長 下 地 努

障 害 福 祉 課 長 普天間 みはる

保 健 医 療 部 長 糸 数 公

保 健 医 療 総 務 課 長 古 市 実 哉

医 療 政 策 課 長 井 上 満 男

地 域 保 健 課 長 新 里 逸 子

感染症医療確保課長 國 吉 聡

ワクチン・検査推進課長 平 良 勝 也

農 林 水 産 部 久保田 圭

予算特別委員会記録（第２号）
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流 通・加工推進課長

農林水産部営農支援課長 能 登 拓

農林水産部園芸振興課長 久保田 一 史

農林水産部糖業農産課長 嘉 陽 稔

農 林 水 産 部 島 袋 進
農 地 農 村 整 備 課 長

農林水産部森林管理課長 近 藤 博 夫

農林水産部水産課長 平安名 盛 正

商 工 労 働 部 長 松 永 享

産 業 政 策 課 長 比 嘉 淳

マ ー ケ テ ィ ン グ 本 永 哲
戦 略 推 進 課 長

中 小 企 業 支 援 課 長 小 渡 悟

文化観光スポーツ部 大 城 清 剛
観 光 振 興 課 長

文化観光スポーツ部 平 田 いずみ
観光事業者等支援課長

土木建築部道路街路課長 砂 川 勇 二

土木建築部河川課長 波 平 恭 宏

土木建築部港湾課長 呉 屋 健 一

土木建築部空港課長 奥 間 正 博

土木建築部首里城復興課長 知 念 秀 起

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁

病 院 事 業 経 営 課 長 與 儀 秀 行

教 育 長 半 嶺 満

学 校 人 事 課 長 安 里 克 也

義 務 教 育 課 長 宮 城 肇

3ii4

○比嘉瑞己委員長 ただいまから予算特別委員会を開

会いたします。

本日の説明員として、総務部長及び病院事業局長

をはじめ、関係部局長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、３月２日に決

定いたしました予算特別委員会運営要領に従って行

うことにいたします。

甲第25号議案から甲第36号議案までの補正予算

12件を一括して議題といたします。

まず初めに、甲第25号議案から甲第36号議案まで

の補正予算について、委員会運営要領の５（１）に

基づき、総務部長及び病院事業局長からの概要説明

を聴取し、その後、質疑を行います。

まず、甲第25号議案から甲第35号議案までについ

て、総務部長の概要説明を求めます。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 甲第25号議案令和４年度沖縄県一

般会計補正予算（第７号）及び甲第26号議案から甲

第35号議案までの10件の特別会計補正予算について、

その概要を御説明いたします。

まず、甲第25号議案について、令和４年度２月補

正予算（案）説明資料（全体版）により、その概要

を御説明いたします。

１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、国の補正予算関連経費及び令

和４年度執行状況を踏まえた経費の増減等について、

一般会計で195億8234万2000円を計上するものであり

ます。

２ページをお願いします。

今回の補正により、補正後の一般会計改予算額は

9643億5765万8000円となります。

歳入については、１番上の県税が46億114万8000円、

地方消費税清算金が63億7238万2000円、地方譲与税

が26億9300万円、地方交付税が127億6600万円となっ

ております。

これらの財源を歳出の積立金として基金に積み立

てております。

３ページをお願いいたします。

３ページは、歳入歳出の財源内訳と、参考として、

主要２基金の年度末残高見込額を示しております。

補正後の令和４年度末基金残高は、財政調整基金

が213億9924万3000円、減債基金が398億7483万円と

なり、これらを取り崩して、令和５年度当初予算を

編成することとなります。

４ページは、今回の補正額を部局別にまとめたも

のとなっております。

５ページから46ページは事業の一覧となっており

ます。

その中から主な事業を御説明いたします。

６ページ、９番の事業です。

地方財政法に基づく積立て等に要する経費であり、

令和３年度決算剰余金のほか、先ほど御説明いたし

ました県税や地方交付税などの歳入の上振れ等を基

金に積み立てるための補正であります。

10ページをお願いいたします。

27番は、離島住民等の航空路及び航路の運賃低減

に要する経費であり、財源振替及び航空会社等に対

する運賃低減に係る負担金を追加することから増額

補正をするものであります。

なお、事業番号を丸で囲んでいる事業については、

２月の議案説明会等で配付しました概要版でも掲載

している事業となっております。

14ページをお願いいたします。

48番は、介護サービス施設・事業所などの利用者



－17－

等が新型コロナウイルス感染症となった場合のかか

り増し経費等が当初見込みを上回ることなどに伴い

増額補正をするものであります。

15ページ、52番は、障害児通所支援事業所の子供

の安全対策の強化に要する経費であり、送迎用車両

内に子供の置き去り防止装置等の導入を支援するた

めの補正であります。

なお、当該施設以外にも認可外保育施設、私立幼

稚園、県立特別支援学校及び公立幼・小・中学校に

おいて、同様の支援を実施するための補正もござい

ます。

16ページ、56番は、新型コロナウイルス感染症対

策のための認可保育所等に対する保育補助者などの

配置が当初見込みを上回ることに伴い増額補正をす

るものであります。

21ページをお願いします。

81番は、中学校卒業までの子供に対する医療費が

当初の見込みを上回ったことから増額補正をするも

のであります。

24ページ、96番は、含蜜糖製造事業者等における

製造コストの不利性を補正するために要する経費で

あり、次期製糖を円滑に操業するための増額補正で

あります。

98番及び99番は、国の補正関連予算として、農地

の区画整理の実施や高機能化整備を実施するための

増額補正であります。

31ページをお願いいたします。

131番は、国の支援の対象外となった県内の特別高

圧受電契約の事業者に対し、国が実施する事業と同

等の支援を実施するための補正であります。

34ページ、148番は、国の令和２年度補正予算分に

ついて、新型コロナウイルス感染症の影響等により、

キャンペーンの利用が想定を下回ったこと等により

減額補正をするものであります。

35ページの153番と154番は、報得川において浸水

被害が頻繁に生じている状況にあることから、緊急

的な維持管理や被害の軽減対策を検討するための増

額補正であります。

一般会計歳出事業の概要は以上となります。

47ページから51ページまでは、繰越明許費に関す

る補正であります。

予算成立後の事由等により、年度内に完了が見込

めない事業について、翌年度に繰り越して実施する

ため計上するものであります。

52ページは、債務負担行為に関する補正となりま

す。

高等学校の学校建設費及び県立高等学校における

端末購入を補助するため計上するものであります。

以上が、甲第25号議案令和４年度沖縄県一般会計

補正予算（第７号）の概要となります。

続きまして、甲第26号議案から甲第35号議案まで

の特別会計について御説明いたします。

53ページの１番の小規模企業者等設備導入資金特

別会計は、元利収入見込額の減に伴う減額補正であ

ります。

２番の下地島空港特別会計は、地方債利子の支払

いに伴う増額補正であります。

３番の母子父子寡婦福祉資金特別会計は、申請相

談の増に伴う増額補正であります。

４番の沿岸漁業改善資金特別会計は、貸付け需要

低迷に伴う減額補正であります。

５番の中城湾港マリン・タウン特別会計は、不動

産鑑定料の減額等に伴う減額補正であります。

54ページ、６番の中城湾港（泡瀬地区）臨海部土

地造成事業特別会計は、工事に係る現場技術業務の

実績減に伴う減額補正であります。

７番の公債管理特別会計は、長期債利子の減額等

に伴う減額補正であります。

８番の国民健康保険事業特別会計は、過大交付分

の償還等をするための補正であります。

その下の表は、特別会計の繰越明許費に関する補

正となっております。

このうち、２段目の中央卸売市場事業特別会計と

３番目の宜野湾港整備事業特別会計は、歳入歳出を

伴わない繰越明許費のみの補正となっております。

以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算

の概要の説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○比嘉瑞己委員長 総務部長の概要説明は終わりまし

た。

次に、甲第36号議案について、病院事業局長の概

要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 令和４年度沖縄県病院事業

会計補正予算案について御説明いたします。

お手元の資料の１ページを御覧ください。

まず、１の補正予算の考え方について御説明いた

します。

今回の補正予算案は、旧県立南部病院土地につい

て、令和４年度中に処分する必要が生じたため、こ

れを売払いにより処分するものであります。

本件土地の処分につきましては、地方公営企業法
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第33条第２項及び同法施行令第26条の３の規定に基

づく重要な資産の処分に該当し、予算で定める必要

があることから、補正予算を編成するものでありま

す。

次に、２の補正予算案の概要について御説明いた

します。

（１）収益的収入予算の補正については、収益的

収入において、特別利益を３億3151万8000円増額補

正し、これを既決予定額に加え、補正後予定額を691億

8122万円とするものであります。

また、（２）資本的収入予算の補正については、資

本的収入において、固定資産売却代金の項を設けて

１億4232万2000円を計上し、これを既決予定額に加

え、補正後予定額を45億1047万6000円とするもので

あります。

以上で、令和４年度沖縄県病院事業会計補正予算

案の概要説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○比嘉瑞己委員長 病院事業局長の概要説明は終わり

ました。

これより、甲第25号議案から甲第36号議案までの

補正予算に対する質疑を行います。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、資料の該当

ページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いい

たします。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いしま

す。

また、マスクをしていますので、なるべく声を大

きく答弁していただきますようお願いします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

下地康教委員。

○下地康教委員 まず、歳出のほうからいきたいとい

うふうに思っております。

27番、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業に

ついて、２億1516万5000円の増というふうになって

おりますけれども、この理由としては財源振替及び

航空会社に対する運賃軽減に係る負担金を追加する

ための補正となっておりますね。その内容をお伺い

いたします。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

県では離島住民等の交通コストの負担軽減を図る

ために、航路では約３割から７割、航空路では約４割

の運賃低減を図っているところであります。今回の

コロナの行動制限緩和の影響に伴ってですね、想定

以上に航空路の利用実績が大きく増加しているため、

増額の補正を計上しているものでございます。

ちなみに、航空路の場合の事業スキームとしまし

ては、年度当初である４月１日に負担金協定書を県

と航空会社で締結しまして、毎月の旅客数、実績に

応じまして、四半期ごとに負担金の概算払いを行っ

ているところでございます。

○下地康教委員 コロナという話ですけれども、コロ

ナにおいて航空機を利用する、船舶も含めてですけ

ど、逆に実績が下がっていると考えられるんですけ

ど、その辺りはどうなんですか。

○山里武宏交通政策課長 すみません、お答えします。

まず、コロナの前の令和元年度の利用実績として航

空路ですけども、年間約53万人いました。それがコ

ロナ禍でですね、令和２年度に31万人に落ち込み、

令和３年度に36万人という形で、ちょっとやっぱり

伸びてきている状況があると。令和４年度の予算も、

やはりコロナ後の回復、ちょっと見込みが難しかっ

たんですけども、最高値であるこの令和元年度では

なくて、過去の平成30年とか29年の平均値を捉えて

ですね、数字を計上していたところでございます。

ところが、その想定以上に旅客が戻って伸びたとい

うこともあって、実績が伸びるということで見込ん

で、増額補正に至ったところでございます。

以上です。

○下地康教委員 令和４年度の予算を組む時点でコロ

ナの影響があったということで、少なめに当初予算

を組んだという理解でよろしいですか。

○山里武宏交通政策課長 例年だと過去の実績となる

んですけども、やはり最高値である令和元年度の数

字は参考にしないで、ちょっと様子を見ていたとい

う状況でございます。

○下地康教委員 分かりました。

それでは、まず現在の離島の航空運賃は離島割引

制度で軽減をされていますね。離島割引が適用され

ている離島をちょっと教えてください。

○山里武宏交通政策課長 まずですね、沖縄県のこの

離島交通コスト負担軽減事業の適用は、12航空路ご

ざいまして、那覇－石垣、那覇－宮古、那覇－久米

島、石垣－宮古、石垣－与那国、那覇－与那国、那
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覇－南大東、那覇－北大東、南大東－北大東、宮古

－多良間などがございます。

○下地康教委員 この離島割引制度が非常に功を奏し

ているというのは航空運賃が非常にその効果が現れ

ているのかなというふうに思っておりますけれども、

この事業の原資は一括交付金でありますよね。それ

で、沖縄県は航空会社、これ今、航空と航路があり

ますけれども、まず、航空に関してちょっと質問し

てみたいと思います。沖縄県は航空会社について、

おおよそ何％ぐらいの補塡を行っているのか伺いた

いと思います。

○山里武宏交通政策課長 交通コスト事業が約４割の

低減を行っております。

○下地康教委員 具体的にですね、宮古－那覇間でい

うと、これ軽減率と金額はどうなっていますか。

○山里武宏交通政策課長 宮古－那覇間ですけども、

負担軽減としてはですね、まず現行運賃として１万

3150円があって、コストで負担している額が4900円

ということで、減した後の運賃として8250円という

形になります。

○下地康教委員 それではですね、航空会社へのこの

負担金を確定する手続の内容をちょっと分かりやす

く説明していただけますか。

○山里武宏交通政策課長 この負担金の協定書なんで

すけども、航空会社と結びまして、例えば、期間は

当然年度間ということ、あるいは割引運賃の設定と

か、その減収補塡、あとは対象路線とか、あるいは

対象者――これは離島住民カードの交付を受けてい

る者とか、そういったものを協定書の中で定めてお

ります。

あと、負担金の支払いとして３回の概算払い、あ

と精算払い等々の記載等々があります。

その中で各路線の負担額の運賃の金額を定めて締

結するというような協定書の中身になっております。

○下地康教委員 今回、補正後が25億7900万円余りと

なっていますけれども、前年度と比較してですね。

まず最終的に今補正を令和４年で組むんですけれど

も、最終的な金額と、どのぐらい増減があるのか、

ちょっとこれを伺います。

○山里武宏交通政策課長 まずですね、当初予算が23億

6442万1000円でした。

これに対して今回２億1516万5000円で、改予算と

して25億7958万6000円の予算という形です。

○下地康教委員 これはやはりコロナの影響で、令和

３年度はちょっと少なめにという理解でよろしいで

すか。

○山里武宏交通政策課長 そのように見ております。

○下地康教委員 それでは、令和４年度はコロナがそ

の影響が回復しつつあるというところでこれぐらい

の利用件数が伸びているという理解でよろしいです

ね。

○山里武宏交通政策課長 はい、そのとおりです。

○下地康教委員 ＪＴＡとＲＡＣの中でもですね、最

も利用頻度が高い、この離島割引利用件数は、宮古

－那覇間なんですね。

それで宮古－那覇間の航空会社が提示している料

金は、先ほど答弁していただいたとおり片道で１万

3150円、そこで約４割の負担金が入って4900円の減

額がなされてると。それで我々利用者としては8250円

で、離島運賃の割引が活用されているということで

すね。

これ一つの例でありますけれども、離島割引制度

がない――つまり一括交付金の制度が適用されてな

い10年ほど前と比較した場合は、例えば宮古－那覇

間を年に５回往復をしたとしますね。そうすると交

通費というのは、年間で約13万1500円なんですね。

それで、離島運賃の割引が適用されると、年間同額

の13万1500円の航空運賃を使うとなるとですね、往

復８回、約1.6倍飛行機を利用することになるんです

ね。つまり、航空会社としては離島割引運賃が導入

されることによって、売上げが約1.6倍伸びるという

ことも十分予想されます。

そこで、この離島割引制度によって航空会社も離

島住民もですね、十分な恩恵を受けているというふ

うに私は理解をしています。離島住民にとっては、

離島の不利性解消が実感できるありがたい制度であ

るというふうに思っておりまして、また、離島に住

み続けることができる重要な制度であるというふう

に認識しています。そこで伺います。

ＪＴＡとＲＡＣが、今年の４月18日より航空運賃

を約９％から15％値上げするというのが新聞に掲載

をされております。今回の９％から15％の値上げを、

県としてはどのように捉えているのか伺います。

○山里武宏交通政策課長 航空会社の離島割の値上げ

についての運賃額の設定については、航空会社の独

自の判断により設定するものではあります。なので、

航空会社によるとコロナによる今回の旅客数の減、

あるいは昨今の円安で物価高騰等の影響があるもの

と聞いております。 そのようなやっぱり状況がある

ものだというふうに考えております。

○下地康教委員 値上げに対して航空会社の事情があ

るということは、それは私も理解できますよ。
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しかしながら、ここで注目したいのはですね、こ

の９％から15％の値上げ分を県はどのように捉えて

いるのか、これ交付金として交付する考え方がある

のかどうか、それが一番興味があるところなんです

ね。それを伺います。

○山里武宏交通政策課長 やはり県としてもですね、

この離島住民を対象にした離島割で航空運賃の約

４割を今までも負担軽減を実施しております。なの

で、令和５年度の当初予算においても、値上げ幅の

約４割を追加で同様に負担して対応することを今検

討しており、離島住民の負担軽減に努めることとし

ております。

○下地康教委員 それでは、これＪＴＡ、ＲＡＣのほ

うなんですけれども、来年度４月から、９％から15％

上げるというその値上げ分に対しても、約４割の負

担金を県としては考えているという理解でよろしい

ですか。

○山里武宏交通政策課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 これは非常に重要なことだと思いま

すので、ぜひしっかりと実施をしていただきたいと

いうふうに思います。

次に移ります。43番、海岸漂着物等地域対策推進

事業について。これが、１億8046万2000円の減額と

なっております。その理由としては、軽石漂着量が

当初見込みより少なかったと、そこで補正減という

ふうになっていますけれども、そもそも海岸漂着物

の処理費は、各地域で不足している状況なんですね。

なので、この軽石対策費が減額をしたからといって、

果たして減額をしていいものかどうか、それをお聞

きしたいと思います。

○久高直治環境整備課長 お答えします。

本事業は、国の地域環境保全対策費補助金を活用

して、海岸漂着物の回収、発生抑制対策、市町村補

助等の事業を実施するものとなっております。今回

の減額補正の要因としましては、軽石漂着量が当初

の予算の編成時の見込みよりも少量であったことに

伴い、１億8046万2000円の減額補正するものとなっ

ております。

○下地康教委員 これは、幾らかでもその従来の漂着

物費用に活用できなかったのか、それはどうなんで

すか。

○久高直治環境整備課長 県が回収した軽石につきま

しては、県が設置した北部広域仮置場及び南部広域

仮置場で一時保管しながら、農地の改良や敷地の整

地、用材の活用を希望する方に対して、これまでお

おむね350立方メートルを譲渡してまいりました。ま

た、市町村が回収した軽石についても同様に、希望

する住民への配布が行われております。回収した軽

石は、令和４年度中に処理をする計画としているこ

とから、令和４年12月以降は鉱山跡地へ埋め戻し等

として処理しております。

○下地康教委員 今年度、この軽石対策費が減額とい

うふうになっているということは、これ事業が完了

したという理解ではないと思いますけれども、次年

度にもその軽石対策というのは組むことが考えられ

ますか。

○久高直治環境整備課長 この補助金の終了は今年度

中ということになっておりますので、まずは今年度

中の一応完了を目指して、今事業を行っているとこ

ろです。おおむね完了しているんですけども、おっ

しゃるように、やはり自然現象ですので、少量では

ありますけども沖合に出ているものがまた漂着する

というのを繰り返しているような状況がございます

ので、そこら辺を注視しながら、次年度にも影響が

あるようでしたら、それはまた国とも調整していき

たいと考えております。

○下地康教委員 じゃ、次に移ります。

96番、含蜜糖振興対策事業費について。これが２億

7663万円増となっております。理由としては、製造

コストと販売コストの増があって、次期製糖事業の

円滑化を図るための支援というふうになっています

けれども、その内容をちょっと詳しく説明いただけ

ますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

含蜜糖振興対策事業費につきましては、含蜜糖地

域の製糖事業者及びサトウキビ生産農家の経営安定

を図ることを目的に、生産条件不利補正対策事業、

気象災害等影響緩和対策事業、製造合理化対策事業

等に必要な経費を一部助成するものとなっておりま

す。今回の増額補正については、含蜜糖製造コスト

と製品の販売価格との差額相当分を助成する含蜜糖

生産条件不利補正対策事業に対応するもので、令和

３、４年期における製造コスト及び販売コストの増

額に加え、販売価格が低下したこと等を踏まえ、今

期の製糖を円滑に操業するために必要な支援額を確

保するために補正が必要となっております。

以上です。

○下地康教委員 分蜜糖振興対策には、糖価調整制度

というものがありますけれども。ごめん、含蜜糖振

興対策ですね。分蜜糖にはどのような振興策があり

ますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。
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分蜜糖におきましても、分蜜糖振興対策事業費と

いうことで、製造合理化などに県としては支援して

おります。

○下地康教委員 これ、含蜜糖のように糖価調整制度

みたいなのはあるんですか。同じようなといいます

か、目的として。

○嘉陽稔糖業農産課長 委員がおっしゃる糖価調整制

度というのは、分蜜糖の中で行われている糖価調整

制度になります。含蜜の場合はそういった法律の制

度がないものですから、県のほうで一括交付金でこ

ういった製造コストとの差額を支援しているという

ことでございます。

○下地康教委員 それでは次に移ります。

98番と99番を一括して質問したいんですけれども、

要は、98番は９億1800万円余りの増、99番は６億

5000万円の増。これは理由としては理解はするんで

すけれども、その増額の内容と工事箇所、それと年

度末にそれだけの増額をされていますから、執行に

問題はないのかどうか伺います。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

まず、農地整備事業からお答えします。農地整備

事業とは、農地の区画整理により、農道や排水路な

どの整備を一体的に実施することで農業生産性の向

上と農業経営の安定化を図ることを目的に行うもの

です。令和４年度の２月補正では、国の経済対策の

予算増で、全て宮古島市であるんですが、５地区で

追加整備する予定となっております。

続きまして、水利施設整備です。

水利施設整備事業は、農業用水源の開発、畑地か

んがい施設の整備を実施することで、農業生産性の

向上と農業経営の安定化を図ることを目的に行うも

のです。令和４年度の２月補正では、先ほどと同じ

国の経済対策によって、宮古島市で３地区、伊江村

で１地区を追加整備する予定となっております。

なお、今回、２月補正での議決を待って実施する

ことになりますので、全て繰越しということで調整

はしていますが、来年３月の年度内には終わる予定

で今進めています。

○下地康教委員 しっかりと執行をよろしくお願いい

たします。

最後に、119番、燃油費緊急支援事業ですね。これ

減額となっていますけれども、その理由をお伺いし

ます。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

燃油費緊急支援事業につきましては、国の臨時交

付金を財源に、漁業に利用される燃油費の一部を補

助するものとなっており、統計資料を基に沖縄県内

の漁業者を対象とした予算を計上しております。

しかし、市町村においても類似の事業が実施され

たことや、想定よりも燃油価格が上昇しなかったこ

となどにより、申請数や所要額は当初の見込みを下

回り、不用が生じております。

○下地康教委員 答弁で市町村も同様な臨時交付金を

活用しているというふうにしていますけれども、こ

れ市町村と県との連携はどうだったんですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

この事業につきましては市町村とも連携をしなが

ら事業立てをして進めたところなんですが、国の補

助事業でありまして、市町村においても同じような

事業に取り組みたいということで、そういうところ

につきましては市町村が対応して事業を執行したと

いうことであります。

○下地康教委員 やはり市町村も財源は厳しいので

ね、やはり同じ臨時交付金を使うんであれば、まず

は県のほうからしっかりと使っていただいて、その

後足りない分を市町村がというふうな考え方がある

と思うんです。これ同時にその交付金の事業が始まっ

たということで、ちょっとその辺の混乱があったの

かなというふうに思いますけれども、今後、そういっ

たものは連携をしっかりとやっていただきたいとい

うふうに要望して、私の質疑を終わります。

○比嘉瑞己委員長 下地康教委員の質疑は終わりまし

た。

石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。

では私のほうは、病院事業会計のほうから質疑さ

せていただきます。今回、この補正予算は旧県立南

部病院の土地の処分についてですけれども、経緯と、

それから糸満市への処分となった理由、そして土地

の売買価格の算出方法等を説明お願いいたします。

○我那覇仁病院事業局長 旧県立南部病院土地につき

ましては、昭和54年に当時の松下電器産業から県民

の福祉に役立つようにと無償譲渡を受け、県では昭

和57年から平成18年３月まで県立南部病院用地とし

て活用を行ってきました。

平成18年４月からは友愛会南部病院用地として活

用がなされてきましたが、令和２年８月に診療機能

が別病院に移転したため、ほとんど活用がなされて

いませんでした。

その後、糸満市では、同土地について福祉政策や

地域をつなぐ新たな交流を生む拠点として市民ふれ

あいセンターの設置や、それからウエルネスリゾー
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トホテルなどの誘致をする構想を持っており、その

実現を図るため、同土地の取得を行うものでありま

す。なお、同土地につきましては、令和５年２月13日

に糸満市土地開発公社との間で譲渡に係る仮契約を

締結したところでございます。

○石原朝子委員 その土地の売買価格の算出はどのよ

うな方法でやられましたでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 土地の売買価格の算定

に当たりましては、不動産鑑定評価を入れておりま

す。これにつきましては、病院事業局、それから買

受けのところの糸満市の土地開発公社、それぞれか

ら不動産鑑定評価を入れまして、その不動産鑑定評

価に基づきまして、沖縄県病院事業局固定資産管理

規程第44条というのがあるんですけども、そちらの

ほうを根拠としまして、この売払いする土地のうち

の福祉、それから道路に関係する部分については、

減額して価格のほうを決定しております。その価格

の決定額というのが予算書にあるとおり、約４億

7300万円というふうになっております。

○石原朝子委員 今回のこの糸満市のほうに処分され

ますけれども、糸満市のほうは、福祉、市民ふれあ

いセンター、あとはウエルネスリゾートホテルを誘

致する構想を持っているということで決定になった

ということなんですけれども、その土地で個人向け

の分譲住宅とか、そういった説明もありましたでしょ

うか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今回の旧県立南部病院土地に係る利活用方法につ

きましては、糸満市のほうからは市民ふれあいセン

ターゾーン、それから企業誘致推進ゾーンいう形で

利活用をするという説明のほうを受けております。

それ以外の説明については承知しておりません。

○石原朝子委員 分かりました、ありがとうございま

す。では、一般会計のほうに入ります。

歳出のページ、８ページになりますけれども、

17番、庁舎維持管理費について、物価高騰等による

執行困難とありますが、庁舎運営に支障はないのか、

どのような応急対応をしているのか、お聞かせ願い

ます。

○池原勝利管財課長 お答えします。

まず、当該ごみ処理設備の概要でございますが、

ごみ処理設備は本庁舎の各課から集められたごみを

貯留、圧縮し、収集車へ積込みを行うごみの搬出の

ための装置となっております。これは本庁舎に今２基

設置されております。今回の予算措置は、ごみ処理

設備の２基中１基の取替えを行うための予算を計上

したものでございますが、現在ごみ処理設備は老朽

化し、一部機能が低下しているものの、特に庁舎運

営に支障は出ていないという状況がございます。

○石原朝子委員 これは次年度予算には、また計画さ

れていますでしょうか。

○池原勝利管財課長 まず物価高騰によって、なかな

かその額が固まっていなかったことから、予算のや

りくりでまず考えたところなんですが、そのうちに

半導体の納入等でちょっと納期のほうも延びるとい

うことで、現在は次年度の当初予算ではなく、まず、

メンテナンスを行いまして、それについては関係業

者等とも調整しながら今後検討していきたいと考え

ているところです。

○石原朝子委員 間に合っているっていうことであれ

ば、１基で十分ということですよね。

○池原勝利管財課長 失礼しました。基本的には、や

はり２基の稼働でこれまで対応をしていますので、

まず２基のほうでメンテナンスをしながら対応して

いきたいと考えております。まずは、どうしてもそ

ういう形でちょっと故障等が起こった場合は、委員

御指摘のとおり１基ででも対応していきたいと考え

ているところでございます。

○石原朝子委員 分かりました。

ぜひ必要であればしっかりと予算を取ってやって

いただきたいと思いますね。

32番、11ページの企画部の職員費についてなんで

すけれども、また同じく子ども生活福祉部のほうで

も職員費、そして、土木建築部の職員費、教育委員

会での教職員の給与費、そしてまた、公安委員会で

の職員費の減額補正があります。人件費全体で約25億

円の減額補正となっていますけれども、それぞれど

ういった要因がありますでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、減となっているこの25億円の主な内訳です

けれども、給料のほうで約９億4000万の減、職員手

当のほうで約11億9000万の減等となっております。

給料における減の主な要因は、教育委員会において、

教員の未配置の影響による積算人数の減ということ

で、これが約６億9000万。それと、職員手当におけ

る主な要因は、期末勤勉手当の支給率が4.45月から

4.40月に改正されたことに伴う減というふうになっ

ております。

以上です。

○石原朝子委員 主にこの教育委員会の教員の未配置

が大きな金額になってるわけですね。このことは教

育長はどのようにお考えでしょうか。
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○半嶺満教育長 この未配置の問題については、本会

議でもいろいろ御質問をいただきました。

やはり学校に職員が配置されないことによって、

まずは生徒への影響が一番大きいと思いますが、ま

た、その他の職員についてもそのケアをするために

業務負担等の影響が生じている状況にあります。現

在、様々な方法で職員の臨時的任用職員等の確保に

努めておりますので、早急に改善するように努めて

いきたいと思います。

○石原朝子委員 この未配置分なんですけれども、教

育委員会のこの未配置分の人数は何人になっていま

すか。

○安里克也学校人事課長 令和５年１月時点でありま

すが、小学校53人、中学校42人、高等学校24人、特

別支援学校15人の合計134名となっております。

○石原朝子委員 すみません、中学校の人数をもう一

度。

○安里克也学校人事課長 中学校は42名となっており

ます。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

ちなみに、この教育委員会だけではなく、この企

画部から公安委員会まで、普通退職とか、病気休職

で、職員、休まれた方も何人かいるのであれば答弁

お願いいたします。

○知念百代人事課長 今の御質問の中で、病気休職で

すとか、退職などによって影響があるかといったと

ころの質問だということだと思いますが、まず、退

職した、病気休職が出たからといって、その分の人

件費が下がった、あるいは、退職者が出て退職手当

が発生したから増額となったというような、一概に

その要因については申し上げることは難しいところ

です。給与制度に基づく人件費の影響について、ど

ういった要素があるかと申しますと、まず、退職が

生じた場合というのは、人件費というのは、その分

給与がなくなりますので、減額される要素がござい

ます。それから、退職に伴いまして、それが欠員と

なっていきますので、その欠員を補充するための職

員の給与といったところで、増額の要素が出てまい

ります。また、当初見込んでいた退職者数よりも多

くなってしまったとか、あるいは、また少なくなっ

てしまったといったような場合には、その退職手当

の増減が発生してまいります。休職者も同様に休職

が出ましたら、その方の休職が減額になる要素、そ

してその休職者を補充するための職員の給与が増額

していくといったようなことがありますので、それ

も要素として考えられるというところでございます。

各任命権者、その各部局においては、そういった総

合的な様子を見て積算をしているといったところで

ございます。

以上です。

○石原朝子委員 ちなみに、この年度内に、普通だっ

たら３月までですけれども、途中で普通退職された

職員もいらっしゃいますでしょうか。

○知念百代人事課長 普通退職ございます。

２月15日現在で申し上げますと、26名となってい

ますが、今年度３月でまた増える見込みとなってお

りますので、例年、昨年と同様の普通退職者が出る

ものと思います。ちなみに、昨年度は48名となって

おります。

以上です。

○石原朝子委員 普通退職が26人も出ているんですけ

れども、部局としてはどちらのほうでしょうか。

○知念百代人事課長 すみません、今ちょっと手元の

ほうに部局ごとのものは持ち合わせておりません。

○石原朝子委員 後ほどまた資料として頂きたいと思

います。

ありがとうございます。

続きまして、15ページになりますけども、52番、

57番、こどもの安心・安全対策支援事業というのが

ありますけれども、今回の補正の理由としては、ど

ういった理由でしょうか。また、この財源はどのよ

うな――国が100％なのか、そこら辺を説明お願いい

たします。

○宮平道子子ども生活福祉部長 こどもの安心・安全

対策支援事業でございますが、今２つございまして、

まず、52番目が障害児通所支援事業所に係る送迎用

の車両の安全装置の改修支援をするための経費とい

うふうになっております。今現在479施設において

862台分の安全装置についての経費を計上させていた

だいているところでございます。あわせまして、障

害児通所支援事業所の登園管理システムの導入につ

いても同じく予算を計上しているところでございま

す。54番目の同じく安心こども基金事業でございま

すが、こちらについては、ごめんなさい、54番目も

ですよね。

○石原朝子委員 52番の、54番は質問していませんけ

ども。

○宮平道子子ども生活福祉部長 失礼しました。

52は、ごめんなさい、今、御説明をいたしました

とおり障害児通所支援事業に係る安全装置等の費用

ということでございます。これは国の予算を活用し

まして、事業を実施するということになってござい
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ます。

○石原朝子委員 この事業は、国の補助金100％の事

業でしょうか。それとも、県の持ち出しはございま

すか。

○普天間みはる障害福祉課長 こちらに52番に計上し

ております補助事業については、細事業が３つござ

いまして、それぞれ……。ちょっとお待ちください。

財源は厚生労働省の補助金でして、こどもの安心

・安全対策支援事業となっております。

細事業について３つございまして、１つは障害児

の送迎用のバスの安全装置の装備支援については国

庫10分の10、ほかの２事業については、ＩＣＴを活

用した子供の見守り支援が５分の４、そして、登降

園管理システムの支援についての補助率が５分の

４となっております。

○石原朝子委員 分かりました。

ちなみに、この認可保育所、認定こども園と、そ

れから、学童クラブに対してはそういった事業はな

いんでしょうか。

○下地努子育て支援課長 今、お話がありました認可

保育所等につきましては、市町村のほうが実施主体

となっておりますので、そちらのほうで予算措置を

しまして、実施することとなっております。

○石原朝子委員 認可保育所、認定こども園、学童ク

ラブに関しては、市町村が直接国に請求、申請をす

るということですね。

○下地努子育て支援課長 はい、そのような事業のつ

くりになっております。

○石原朝子委員 分かりました。

では、続きまして、17ページの64番なんですけど

も、これは今年新規事業として計上されていた事業

ですけれども、事業の内容、そして、今回のこの国

庫内示減に伴う減額補正の理由を説明お願いいたし

ます。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

当該事業については、国の経済対策を踏まえ、令

和４年２月から９月分までの介護職員等の賃金引上

げを等行う介護事業所を対象に補助する事業であり

ます。補助申請のありました2298事業所に対する交

付決定額は７億1394万1266円となっております。今

回の補正の減については、当初12億で予算計上して

いましたけども、事業費の減が見込まれることから

減額補正を計上したところであります。

○石原朝子委員 この事業費の減となった理由という

のは、どういったものが主になっていますか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 今回は、対象事業者

2915事業所のうち、先ほど答弁しました2298事業所

の78.8％の対象事業者が申請しております。ある程

度の申請はありますけども、申請していない事業所

については、国からの調査等によりますと、事務作

業が煩雑とか、介護職員のそういった申請について、

なかなかすぐ書類を提出するのが難しいという事業

所も中にはあるというふうに聞いております。

○石原朝子委員 事務手続上、現場のほうが大変だっ

たということなんですけれども、次年度もこの事業

は継続されていくと思うんですけれども、そこら辺

の県の事業所に対しての支援等は考えておられます

でしょうか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

委員おっしゃるように令和５年度以降も予算計上

を今上げておりますけども、この改善事項として様

式等をちょっと見やすく、簡略化したものを検討し

ていまして、その辺の周知を図っていきたいという

ふうに考えております。

○石原朝子委員 やはり、この介護職の処遇改善です

ね、とても重要なことだと思いますので、やはり県

もそこら辺、事業所の支援をしていただきたいなと

思っております。

ありがとうございます。

続きまして、18ページの70番、放課後児童クラブ

支援強化事業についてなんですけれども、整備計画

の変更の詳細を伺います。

○下地努子育て支援課長 施設整備計画変更の詳細に

つきましては、学校工事との一体的整備による工期

の前倒しにより、令和３年度末に着工する必要があ

り、事業主体が単費で整備することになったものが

１件、予定していた土地の確保ができなかったため、

次年度以降の実施に計画を見直すこととなったもの

が１件、クラブ団体の整備から複合施設へと整備計

画を再検討することになったものが２件と、当初の

見込みから計４件の取下げがありました。計画を前

倒しして単費で整備中の１件を除き、いずれも計画

を見直すこととなり、次年度以降に整備を検討する

こととなっております。

○石原朝子委員 ちなみに、今年度、学校併設で施設

整備が取り組まれた件数は何件でしょうか。

○下地努子育て支援課長 本年度、併設型の施設整備

としては、１件となっております。

○石原朝子委員 この学校併設型の施設整備は進んで

おりますでしょうか。どういう状況でしょうか。

○下地努子育て支援課長 現状としましては、単体整

備のほうがやはり多い数字にはなってきているんで
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すけど、近年には合築も徐々に増えてきているとい

う形になっております。

○石原朝子委員 増えていると言っていますが、どの

程度、件数等が増えていますか。今何件ございます

か。

○下地努子育て支援課長 合築につきましては、令和

２年度は２件、令和３年度は３件、令和４年度は２件

となっております。

○石原朝子委員 これは県内の学童クラブの施設割合

としては、何割程度が学校の併設型になっています

か。全体としまして。

○下地努子育て支援課長 今、いただいた質問の真意

とちょっと違ってくるかもしれないですが、合築で

はないんですけれど、例えば公的施設を利用した整

備という形でありまして、学校の余裕教室等を使っ

たりとか、敷地内の専用施設を使ったりですとか、

児童館とかを使った形の整備となりますと、令和４年

度で203件、全体総数の34.8％となっております。

○石原朝子委員 分かりました。

最後になりますけれども、35ページになります。

153番、河川維持費、そして154番一般河川改修事

業費についてです。報得川の件ですけれども、改め

て、今後の緊急しゅんせつ、浸水対策のスケジュー

ルはどうなっていますでしょうか。

○波平恭宏河川課長 報得川の浸水被害の緊急的な対

策費用としまして、河川維持費で8000万円、一般河

川改修事業費で2500万円の補正予算を計上しており

ます。梅雨の時期までに対策効果が発現できるよう、

３月から河川維持費による雑木除去やしゅんせつを

行うとともに、一般河川改修事業費により、その他

の対策工法の検討を行うこととしております。

整備区間につきましては、浸水被害が頻発してお

ります東風平中学校付近を中心に下流側の世名城橋

までを予定しているところでございます。

○石原朝子委員 令和５年度以降は、どのような整備

計画を持たれておりますか。

○波平恭宏河川課長 令和５年度につきましては、

ハード交付金で9000万円を計上しておりまして、世

名城橋付近の護岸整備に着手するほか、座名地橋か

ら赤田橋までの500メートルにつきまして詳細設計を

行うこととしております。引き続き報得川の早期整

備に向けて八重瀬町と連携しまして、必要な予算額

の確保に取り組んでいきたいと考えております。

○石原朝子委員 地元も、中学校の子供たちやまた保

護者も大変期待をしておりますし、来年度はそういっ

た浸水騒ぎにならないように、ぜひとも早めの対応

をしていただいて、報得川の河川改修ついても、予

算が大変厳しい状況でありますけれども、ぜひとも

予算を確保していただいて改修事業を進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 石原朝子委員の質疑は終わりまし

た。

先ほどの石原委員の質疑に対する答弁に関し、人

事課長及び高齢者福祉介護課長から訂正したいとの

申出がありますので、発言を許します。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

先ほど、石原委員のほうに、介護職員処遇改善事

業補助金については令和５年度の当初予算でも計上

しているというふうにお答えしましたが、誤りでし

て、これについては令和４年度限りの補助金でして、

令和４年10月以降は介護職員等ベースアップ支援加

算として介護報酬において賃金改善の支援が継続さ

れているということであります。そういうことで、

おわびして訂正したいと思います。

○知念百代人事課長 石原委員の先ほどの質問の中

で、普通退職者数を26名、２月15日時点と申し上げ

ましたけれども、時点が誤っておりました。１月末

時点ということで、おわびして訂正いたします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 まず、５ページの２番、基地対策調

査費なんですけども、減額になった理由が、韓国の

地位協定調査の実施が遅れたという形になっている

んですけども、その明確な説明をお願いしたいです。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

韓国における地位協定の調査につきましては、数

年前から予定をしておりましたけれども、委員も御

承知のとおりコロナの関係で延び延びになっており

ました。韓国の受入体制が整った段階で、できるだ

け早期に地位協定の調査をしようということで考え

ておりましたところ、昨年の11月に調査をしたとい

うところが現状になっております。

○仲村家治委員 この減額補正前が5507万、かなりの

額なんですよ。地位協定の調査をするために、こん

なに大きな予算を投入したんですけども、その調査

の内容というのは、どんな内容なんですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県のほうでは、韓国調査まで全て終了した段階で、

国内外の有識者を招きまして国際シンポジウムとい

うのを計画しておりました。地位協定の抜本的な見

直しの必要性に関する理解を促進するためのシンポ
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ジウムを予定しておりましたけれども、これがかな

わなかったということで、今回、減にするというこ

とでございます。

○仲村家治委員 地位協定の改定というのは、今に始

まったことではない。ましてや、有識者、大学の先

生方がこの地位協定の問題点をかなり指摘されて、

ある程度、論点はもう整理されていると僕は思って

いるんですね。特に神奈川県の本間先生とかいろい

ろな著名な方が、ある程度、日本の日米地位協定の

課題、問題点は出し尽くされている中で、ヨーロッ

パの地位協定、あと韓国は、若干歴史の生い立ちも

違うので、いろいろ指摘があります。国内法を優先

しているヨーロッパとかですね。ですから、こんな

に5000万円もかけてまで、それを調査する意味が今

あるのかと。それをもうちょっと地ならしして、予

算をもうちょっと圧縮して、シンポジウムはぜひやっ

てほしいと思っておりますけども、そろそろこの辺

の無駄なことよりも、実の成る――何が問題なのか、

何が課題なのか、歴史的に何が違うのか、アメリカ

政府、アメリカ議会とのこの辺の課題がいつも言わ

れていますよね。政府がオーケーしても、アメリカ

議会は地位協定を断固ノーという話もありますので、

この辺はもうちょっと県民に対して告知していかな

いと、ただ単に地位協定を変えろ変えろと言うだけ

じゃ、論点が見えてこない部分がありますので、ぜ

ひこの辺はもうちょっと整理して、予算を有効活用

していただきたい。あと、研究論文の引用等もこの

中で活用されているんでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県のほうではドイツ、イタリア等、欧州４か国、

それからオーストラリア、フィリピンの調査結果に

つきまして、全国知事会や渉外知事会と共有して、

知事会におきましては、これまで２度米軍基地負担

に関する提言を全会一致で決議され、知事会として

その実現を政府に求めているところであります。

また、全国知事会の提言を契機としまして、各地

の地方議会においても日米地位協定の見直しを求め

る意見書が可決されておりまして、参議院におかれ

ましては同院が受理した主な意見書の項目として紹

介をされております。

また、報告書につきましては、平成31年４月に欧

州編、それから令和３年12月にオーストラリア・フ

ィリピン編を公表しておりまして、県のホームペー

ジで掲載しております。そのほか、知事のトークキャ

ラバンで配布するなどして、県内外で活用されてい

るところでございます。

以上です。

○仲村家治委員 特に基地渉外の知事会もあります

し、ましてや低空飛行の問題は沖縄だけではなくて、

東京の都心でもあるし、神奈川でもあるし、あと山

間部で低空でＦ15が訓練しているというのは、もう

沖縄だけの問題じゃないんですね。ですから、この

辺はもっと知事会とか渉外知事会とかだけじゃなく

て、皆さんが言うように、広く全国民的な議題にす

るためには、もう少し掘り下げてやる部分と、一般

市民・県民が分かりやすいような部分とかというの

は、やっぱり告知していかないと。漠然としている

んですよ、地位協定の改定って何だろうかと。小学

生が分かるようなことぐらいまで掘り下げていかな

いとなかなか難しくなりますので、この辺は知事公

室長ね、ぜひもう少し分かりやすい部分と専門的な

部分というのを分けてやっていかれてはどうでしょ

うか。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

先ほど来委員からあるようにですね、地位協定に

ついてはこれまで調査されてこなかったのかという

と、いろんなところで調査されているのは事実だと

いうふうに思っておりますけれども、今回その我々

がやった国内法の適用とか、管理権、それから訓練、

演習、さらには航空機事故はどうなっているかとい

う部分までの調査というのは、かなり我々としては

突っ込んだ調査はさせていただいたというふうに

思っております。その結果を受けて、全国知事会の

ほうにも、それについては取り上げていただいて、

この日米地位協定の見直しを求める意見書というも

のが可決されておりますし、参議院においては同院

が受理した主な意見書の項目として紹介もいただい

ていると。それから委員御指摘のとおり、この地位

協定というとなかなか取っつきにくい部分があるか

と思います。そこは、本当にそうですね、学生でも

一般県民の中身が分かるような、どういう項目を求

めているかというところについては工夫していきた

いというふうに考えております。

○仲村家治委員 以上です。

よろしくお願いします。

続きまして、同じページの３と４の教育振興費、

私立専修学校等の減免とかがありますけども、これ

はどのような基準で対象となるのか。それと、当初

見込みより増加した理由は何か。３、４をそれぞれ

お答えいただけますでしょうか。

○山内昌満総務私学課長 お答えします。

まず、３番目の私立学校等教育振興費につきまし
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て、この補正で計上している事業の内容につきまし

ては、奨学のための給付金であります。これは県内

の生活保護受給世帯、または住民税非課税世帯等低

所得世帯に対して、授業料以外の教育費――内容と

しましては、教科書費ですとか、教材費ですとか、

そういうのに充てていただきたいという趣旨で支給

することによりまして、私立学校に在籍する生徒の

経済的負担軽減を図る事業であります。今回の補正

につきましては、当初予算で見込んでいたより対象

者数につきまして、186人増加というのが見込みに

なっておりまして、それに要する経費1370万8000円

を補正計上したというところでございます。

次に、４番目の事業で、私立専修学校授業料等減

免事業につきましては、住民税非課税世帯及びそれ

に準ずる世帯、いわゆる家計急変によって住民税非

課税世帯相当になった事情がある世帯に属する生徒

に対しまして、入学金及び授業料を減免する専修学

校に補助を行う事業であります。

今回の補正につきましては、対象者数が当初見込

みを126人上回るという見込みでありまして、それに

要する費用、6377万4000円を増額するということで

計上しているものであります。

以上です。

○仲村家治委員 分かりました。

この辺は人数の件ですので、多少誤差とか、そう

いうのが生じると思うので、引き続きそういう子供

たちには充実した学校生活を送れるように、ぜひお

願いします。

続きまして、11ページの34番、那覇空港のターミ

ナル再編や機能強化等に要する経費。那覇市船だま

り整備事業の計画変更に伴う減額補正とありますけ

ども、この事業の概要と事業計画はどうなっている

でしょうか。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

船だまり整備事業については、事業主体は那覇市

なんですけれども、令和４年度の事業計画として船

だまり本体工事に係る公有水面埋立申請及び岩礁破

砕等許可申請を行い、各種許可を取得後10月から本

体工事に着手する予定でした。岩礁破砕等の許可は

令和４年11月に取得できたものの、公有水面埋立免

許については、申請手続に時間を要して、今年度に

予定していた工事等の工期確保が難しくなったため

予算執行を見送ったことから、今回那覇市への補助

金を減額補正するものであります。

以上です。

○仲村家治委員 これは瀬長島のすぐそばの船だまり

だと思うんですけれども、那覇市が主体なので、こ

れは那覇市とまた漁協との話があると思うので、鋭

意支援をお願いいたします。

続きまして、12ページの37番、沖縄・奄美の運賃

低減に要する経費ですね。これも当初より下回ると

いうことで減額補正しているんですけども、その理

由は何でしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 お答えします。

沖縄・奄美連携交流促進事業ですが、本県と様々

な分野で交流が行われている奄美群島とさらなる交

流促進を図るための事業でございまして、具体的な

沖縄県と鹿児島県の予算折半によりまして、沖縄と

奄美群島間を就航する航空路４路線、航路８路線の

運賃を低減するものとなっております。御質問のあ

りました補正の理由ですが、昨年７月に世界自然遺

産の登録もありまして、鹿児島県との協議によりま

して、ある程度旅行者数が回復を見せた場合でも対

応できるように予算を計上しておりましたが、その

見込み値に対しまして、４月から11月までの実績で

計画値に対して、航空路の利用が約１割届かない。

航路に関しましては約３割届かない状況が見られま

したので、依然として、コロナウイルス感染拡大の

影響があるということで減額の補正をさせていただ

いております。

○仲村家治委員 これもコロナの影響だと思うんです

けども、世界自然遺産の件もあるので、うまく鹿児

島県と連携を取りながら――この観光客の誘致もデ

リケートな部分があるとは思うんですけども、うま

く事業が軌道に乗るように、今後ともぜひ鹿児島と

一緒になってやっていただきたいなと思うんですけ

ども、その点について部長どうでしょうかね。

○儀間秀樹企画部長 今、委員おっしゃいましたとお

り、世界自然遺産にも登録されて、これから交流も

活発になるということで、奄美、あるいは鹿児島県

と連携してですね、しっかり取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。

○仲村家治委員 よろしくお願いします。

続きまして、13ページの44番。

県の公用車を率先してＥＶ・ＰＨＶに転換し、電

動化に向けた基盤整備に要する経費として、かなり

の減額になっているんですけども、その理由は何で

しょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 本事業の主な減額理由と

しましては、世界的な半導体不足等の影響による自

動車生産台数の減産を受けて入札不調が発生したた

め、当初64台の電動車の導入を計画していたものが、
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最終的に16台の導入となったことによります。これ

により、備品購入費で約２億円の不用が生じており

ます。

○仲村家治委員 この半導体の件は、一般のディー

ラーさんも発注してから１年待ちとかという話をよ

く耳にしますので明確な理由であるんですけども、

今後この計画はぜひ率先してやっていかないといけ

ないと思いますので、この辺ですね、メーカーさん

とかディーラーさんとかとある程度――64台が16台

なんで、あとかなりの台数確保しないといけないん

ですけど、その辺の話合いというのはどんな感じで

すか。

○與那嶺正人環境再生課長 メーカーの生産台数等に

ついては、事前にメーカーともかなり密に調整して

きたんですけれども、もう時間とともに台数が読め

ないということでですね、直前になってメーカーか

ら入札に参加できないという連絡があったという状

況になっております。

○仲村家治委員 これは世界的なものなので、ぜひで

すね、この辺はしっかりとした形で計画台数に達成

するように努力していただきたいなと思っておりま

す。

20ページ、76番の生活保護援護費ですけども、こ

の減額になった理由は何でしょうか。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。

まず、事業概要ですけど、生活保護援護費でござ

いますが、被保護世帯への各種扶助費の支給に要す

る経費となっております。減額の理由としましては、

その扶助費のうち、医療扶助費において所要見込額

が当初見込額を下回ったということで減額をするこ

とになっておりますが、これはコロナの影響等によ

る診療控えなどが要因ではないかというふうに考え

ております。

以上です。

○仲村家治委員 本県における生活保護世帯の状況は

どうなっていますか。

○金村禎和保護・援護課長 令和４年12月末現在でお

答えしますと、被保護世帯数が３万1775世帯、被保

護人員数が３万9384人となっておりまして、いずれ

も過去最多となっております。

○仲村家治委員 この原因としてやっぱコロナと因果

関係というのはあるんですか。

○金村禎和保護・援護課長 失礼いたしました。

まず、コロナの影響等は、それほど影響というの

は我々のほうから見られないんですけど、これまで

被保護世帯数、それから被保護人員ともですね、増

加傾向で推移をしておりますが、この要因としては

高齢者の増加に伴うものであるというふうに考えて

おります。

○仲村家治委員 多分それだと思いますけどね。

若干ほかの、今回コロナの経済的な支援もいろい

ろあったので、そこに至らなかったという部分もあ

るのかなと思ってはいるんですけども、実は那覇市

は中核市なので独自でやられていて、あとのほかの

市町村が県と事務所でやっているらしいんですけど

も、常に沖縄の場合はですね、車社会ということで

すが、生活保護を受けている方は車持っちゃいけな

いんですよね。その辺の実際に生活をするというか、

働くにしても、かなり厳しいような環境に置かれて

いる方々が多いと思うんですけども、実際そういっ

た声は聞こえていると思うんですけど、皆さんとし

てどう考えていらっしゃいますか。

○金村禎和保護・援護課長 まず、ちょっと生活保護

法の説明させていただきますけど、生活保護法の第

４条第１項におきまして、利用し得る資産、それか

ら能力、その他あらゆるものを活用するということ

が保護の要件になっております。自動車は生活保護

法上、資産に該当するというところがあって、原則

としてはその保有が認められていないというところ

です。その上でですけど、公共交通機関の利用が著

しく困難な地域に居住する者が自動車で通勤する場

合、それから障害者の方が通所、通院、通学のため

に自動車を使用する場合などには、例外的に自動車

の保有を認めているというところでございます。

○仲村家治委員 これは難しい部分があると思うん

で、これは全国的にこの車の所有の件はあるみたい

ですから、また関係機関と相談して、沖縄県だけじゃ

ないと思うんだけども、ぜひ実態に合った部分でで

すね、制限をつけて所有を認めるとか、いろいろや

り方あると思うので、一律に法律がこうですから駄

目ですと切ってしまうと、前向きに生活保護を卒業

したいと思っている方々にですね――要は職業の選

択権を失う部分が出てくると思うんで、この辺はと

ても難しい部分があると思うんですけど、ぜひこの

辺は皆さん検討していただきたいと思いますけども、

担当部長どうでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 本県においても車の

所有については、相談事例というのも幾つかあると

いうふうに聞いております。

個々の事例に即して必要性等、また、生活保護の

制度との整合等も含め検討してまいりたいと思いま

す。また、その取扱いについては担当する福祉事務
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所等とも十分な調整をしてまいりたいというふうに

考えております。

○比嘉瑞己委員長 仲村家治委員の質疑は終わりまし

た。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郞委員 よろしくお願いいたします。

まず、この令和４年度２月補正は第７号になるか

と思います。これまで令和３年度は22号ということ

で､いろんな意味で補正の多い年度だったという理解

をしております｡細かい事業に入る前に大きいところ

で確認をしたいんですけども、補正予算を組む目的

といいますか、理由といいますか、それをちょっと

簡単に御説明お願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

補正予算については、当初予算で計上できなかっ

た事業、特殊な事情変更とかですね、そういうもの

に対応するために組まれる予算となっております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 今回も増額補正、減額補正ありま

すけれども、特にこの２月補正というものは減額を

する事業が多いと思いますけども、その理由を説明

願います。

○又吉信財政課長 お答えします。

特に今回の減額で一番大きかったのはＧｏＴｏ

キャンペーンの90億というのがありますけども、こ

れについては利用者がですね、想定を下回ったとい

うようなことが原因となっています。それ以外に例

えば、国庫補助を活用した公共事業等については、

当初予算編成時には箇所ごとの補助金が確認できな

いという事業が幾つかございまして、それについて

は夏頃国へ要望した額を計上したまま、結果的に国

庫の内示が減ったというようなところで、そういう

ものをまとめて２月補正で減額するということから

減額が多くなっているということでございます。

○西銘啓史郞委員 減額には減額なりの理由があり、

増額には増額なりの理由があると思います。

その中で外的要因、先ほど国庫補助とかいろんな

関係、それとよくこの事業の中身を見ていますと見

込みが下回った、見込みを上回ったという表現が幾

つかありますよね。

ですから、これは予算の制度、例えば直前で増額、

減額されている事業とか、全部見比べていませんけ

ども、要は予算の制度にもいろいろ影響されている

かどうか、それちょっと教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

今、委員おっしゃったとおりですね、それぞれ事

業によってやはり増額する――例えば、国庫が追加

内示があったとか、国の補正予算があったとか、そ

ういうふうな増額のものがあります。先ほど話した

ような形で国庫の内示減、それ以外には入札等を行っ

た入札の残とか、そういうものが減の要因という形

になっております。

あと、事業によっては例えば土木辺りで、今回の

国の２次補正でついた事業があるんですけども、そ

れとは別に当初予算で計上した別の箇所が減額にな

る形で事業の中でも増があったり減があったりとい

う形で、それぞれの事業によっても様々な要因があ

るというところでございます。

○西銘啓史郞委員 その理由は理解します。特に２月

補正というのは、もう次の今年度の決算にも影響し

ますんで、不用額を出さないようにやるとかそういっ

たことも含めて理由があると思います。それでちょっ

と伺いますけれども、令和４年度の改予算額9643億

円、これもちろん支出予定額、それから不用額、繰

越額、まだ確定じゃないんですけども、どのぐらい

で見込んでいるか、もし分かれば教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

今回、決算に近い形で最終予算を組んだんですけ

ども、歳出予算というのはこれが上限という形にな

ります。やはり最終の額を見込んだんですけども、

今からまたいろんな――例えば国庫補助金であれば

精算するとか、委託料についても額を確定していく

中で不用等が出てくるというところで一定の不用額

が出てくると見込まれますけども、それが幾らにな

るか、ちょっと決算を締めてみないと分からないと

いう状況でございます。

○西銘啓史郞委員 それはもちろんそうだと思います

けれども、この２月の補正を組む理由が先ほど不用

額も減らさなきゃならないと。事業の精査をして、

これは返金、または財源の振替をしたりもしていま

すよね。ですから、そういったある程度のものが見

えないと減額補正もできないんじゃないかと思うん

ですけど、不用額が全く見えなくて、もともと不用

額が仮に1000億ありました。これを今回減額するこ

とで補正を組むことで200億に圧縮しますと、また繰

越しも含めてやりますというのが見えないで、補正

を組んでいるという理解でいいですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

見えないというよりも、ある程度各部局のほうに

おいて事業を見込んでおります。ただ、今年度につ

いては６月以降の価格高騰とか、電気料の高騰とか

という形で今までなかった事業を補正で組んでいま
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すので、そこの執行状況によっては、今まで以上に

そういう事業については不用が出る可能性があると

いうふうに考えております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 あんまり何か理解できないんです

が、次に行きたいと思います。

資料の２ページ、歳出のところの積立金267億円が

ありますけれども、その配分先というのは３ページ

を見ると、財調とそれから減債に、６ページには県

有施設整備基金で15億ありますけども、残り18億円

はどこにつながっているか教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

14ページの49番の地域医療介護総合確保基金事業

の積立金で13億積み立てております。

それと次の15ページの54番、安心こども基金のほ

うに５億という形になっております。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

次ですけども、今、財調の話が出たんで財政調整

基金、今回積立てによって213億に、２月補正が見込

まれていますけども、財調の適正額というのは県と

してはどのように見解を持っていますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

一般の年は特に定めがないというふうに考えてお

ります。

財調について言いますと、財調の目的が年度間の

財政調整、または災害発生に伴う不時の支出等に対

応するためにということで設置されておりますので、

この目的を達成するために、今後の財政需要に応じ

て対応できる規模が必要だというふうに考えており

ます。

○西銘啓史郞委員 財務省が出している資料を幾つか

見たんですけども、財務省としてはいろんな地方の

基金の残高の積立て等、国の財政からするといろん

な見解を出しているようですが、その資料の中に総

務省が調べたものによると、理想的には２割――こ

の中身でいうと標準財政規模の２割ぐらいが適正

じゃないかというようなアンケートの結果もあるよ

うですが、県の標準財政規模はどのぐらいになるか

お答えください。

○又吉信財政課長 沖縄県の標準財政規模は令和元年

度が3830億円、令和２年度が3903億円、令和３年度

が4100億円となっております。割合の話がありまし

たけども、令和３年度で言いますと財政調整基金が

５％、減債基金が10％、合わせて15％というふうに

なっております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 ということは、今の財調は総務省

のアンケート結果によると２割に行ってないんで、

県としてはまだ少ないほうだと――全国的に見て、

47都道府県に見て少ないという理解でよろしいで

しょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

先ほども答弁しましたけども、この財調がですね、

年度間の財政調整とか、あるいは災害発生等に伴う

不時の支出に対応するためということですので、そ

の理由については多分各都道府県の事情が異なって

いると思います。沖縄県は沖縄県に合ったですね、

今後の財政需要に対応できるような規模が必要だろ

うというふうに考えております。

○西銘啓史郞委員 この全体的な質問で最後にします

けど、財調と減債基金の全国、九州平均と沖縄の数

字をちょっと直近の数字で教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和３年度決算の状況で見ますと、沖縄県の財政

調整基金が決算後、当初予算編成前ですけど465億と

いう形で、全国平均では９位で、全国平均が東京を

除いたものが392億となっています。全国平均を上

回っているということでございます。

減債基金については、これも当初予算編成前、決

算後なんですけども406億という形で、全国で11位、

全国平均が283億というところでございます。

○西銘啓史郞委員 それで一般会計の補正予算事業に

ついて質問したいと思います。これも今、資料では

208の事業がありますけれども、内訳を見ると減額が

142、増加が59、それから増減はないけども７事業が

財源を振り替えていますね。この財源が国庫から一

般財源、一般財源から国庫というふうになっている

んですが、このルール、法的な何かあれば教えてく

ださい。

○又吉信財政課長 お答えします。

この財源の振替についてはですね、２月補正にそ

れぞれ各事業の事情において必要に応じて行ってい

ると。例えば、２月補正においてソフト交付金につ

いて、一部国庫から一般財源に振り替えているとい

うところでございます。これは令和２年度の石垣の

乳業施設高度化整備事業に関する過年度支出という

形で国庫が10億ほど目減りしましたので、それを国

庫10億を一般財源8.7億に振り替えることを行ってお

ります。それ以外に23ページの95番でワクチン・検

査パッケージ等活用促進事業がありますけども、こ

れについては、毎月国と協議しながら無料でできる

かどうかという形でやる事業でしたから、分からな
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い部分については一般財源で措置していたと。それ

で国と協議した結果、今年度中は国庫10分の10で認

められるということから、その一般財源で計上した

ものを国庫に振り替えると。それと、41ページの185番

の県単離島空港整備事業においては、起債対象事業

費の増という形で――起債がもっと入れられるとい

うところで一般財源から県債に振り替えるという形

で、各事業の事情に応じて振替を行っているという

ところでございます。

○西銘啓史郞委員 これは、県で単独でこれ決めてい

るのか、それとも国の法律にのっとってやっている

のか、それを教えてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

これは県の裁量でできるというところでございま

す。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

では、一般会計の補正事業の中身に入っていきた

いと思いますけども、まずですね、14ページの46、

生活福祉資金貸付事業、これは補正後で64億になっ

ていますけれども、令和３年度の２月補正の数字を

ちょっと教えてもらっていいですか。同事業の令和

３年度の額を。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

令和３年度の補正額、４回行いまして、合計総額

で約331億円でございます。

○西銘啓史郞委員 それに対して執行額は幾らだった

んですか。最終的に。

○榊原千夏福祉政策課長 こちらのほうは、県社協へ

の補助事業となっておりまして、全額執行となって

ございます。

○西銘啓史郞委員 じゃ、今の件で質問しますけども、

今年度の補正後は64億ですよね。

令和３年度は331億で、すごい額の差があって気に

なるんですが、その理由と、特に問題がないかどう

か、どういう算出根拠なのか教えてください。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

本コロナ特例貸付の緊急小口資金につきまして、

令和４年９月30日までは貸付けの事業のほうを実施

してございました。その後、今年度10月以降は貸付

けのほうを終了してございますので、今回の60億等

につきましては、今後の債権管理事務費が主な事業

の内容となってございます。令和３年度までは貸付

けの原資のほうもございましたので、そちらの要因

があるかと思います。

○西銘啓史郞委員 では、22ページの88番に行きます。

この減額の理由が、国の通知により間接補助から直

接補助に変わったとありますが、この通知っていつ

頃あったのか、もし分かれば教えてください。

○新里逸子地域保健課長 お答えします。

当該事業につきましては、国からの市町村への交

付金の支出について、当初県で一度、国庫支出分を

受け入れた上で、県負担分と合わせて市町村へ交付

する間接補助としておりましたが、令和５年１月24日

付の通知において、国から市町村に直接交付する直

接補助への変更が示されました。

以上です。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

次行きます。30ページの130番の事業、信用保証の

件ですけども、この内容のところに、契約に基づき

損失補償ってありますね。これ令和４年１月から12月

分までの代位弁済した分の一部についてとあります

けども、契約はこれ令和４年１月、12月で事後処理

になるんですか、年度じゃなくて。どういう契約な

のかちょっと教えてください。

○小渡悟中小企業支援課長 お答えいたします。

信用保証の損失補塡については、毎年１月から12月

までの損失補償に代位弁済した額について、１月か

ら３月までに支払うというふうな契約になっており

まして、年度ごとに契約を結ぶ内容となっておりま

す。

○西銘啓史郞委員 これは額の一部についてとありま

すよね。ですから総額、この契約の中にちゃんと明

記しているのかですね、この１億2300万というのは、

契約に基づいて１月から12月までの分を損失補償す

るための補正ですよね。ということは、ちゃんと契

約に基づいているんですかという確認だけです。

○小渡悟中小企業支援課長 信用保証協会が代位弁済

を行った際には、県のほかに日本政策金融公庫であ

りますとか、日本保証協会連合会のほうからも損失

補塡がされる内容となっています。その損失補塡さ

れた以外の部分について、県が融資メニューごとに

損失補塡の率は違うんですけど、その内容に沿って

損失補塡をしている内容となります。

○西銘啓史郞委員 ありがとうざいました。

じゃ、次に行きます。31ページの131番、この補正、

特別高圧受電契約の件ですけども、４億8400万補正

組んでいますけども、これは何月分からの支援とい

うふうに理解したらよろしいでしょうか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

特別高圧受電契約事業者の支援事業については、

支援対象期間を今年１月から９月までと予定してお

ります。そのうちの１月から３月については２月補



－32－

正予算で、４月から９月については令和５年度の当

初予算を計画しております。

以上です。

○西銘啓史郞委員 ということは、この４億8400万と

いうのは、３か月分というふうに理解してよろしい

ですよね。この算出根拠、４億8400万というのは、

多分3.5円掛けるこの電気量キロワットアワーだと思

うんですが、その総キロワットというのは幾らで計

算していますか。

○比嘉淳産業政策課長 申し訳ないです、今手元にな

いので、後で資料で提供したいと思います。

○西銘啓史郞委員 確認したいのは、算出根拠がある

わけですよね。この特高の――私、電気代が何社適

用されて何千万円か分かりませんけども、この１キ

ロワットアワー3.5円というのは、普通の一般と合わ

せた単価って書いていますよね。3.5も準備するのは

大変だったと思いますけれども、3.5が本当に適正と

いう言い方じゃおかしいですけども、ほかの電圧と

比べて高いのに、逆に10.5円じゃない理由が何なの

かとか、もちろんいろいろあるんですが、その辺の

根拠をぜひ資料として提出いただければ、お願いし

ます。何％がカバーできるのかというのがちょっと

見たいんで、よろしくお願いいたします。

続いて、よろしいでしょうか。34ページのＧｏＴ

ｏキャンペーン、先ほどありました90億の減額で、

国庫に全部返還ですかね。この補正後に332億残りま

すけれども、この部分は次年度への繰越しという理

解でいいのか、お答え願います。

○大城清剛観光振興課長 現行予算として422億円が措

置されておりますけれども、そのうち、令和４年度

当初予算で計上した377億円は、国の令和２年度補正

予算を財源としております。残りの約45億円は、国

から追加の交付決定を受けた国の令和３年度補正予

算を財源としておりまして、去る11月補正において

措置しております。377億円については、国の事故繰

越予算となっており、翌年度に繰越しすることがで

きない財源となっていることから、執行残として見

込まれる額を今回減額するものであります。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

じゃ、最後に１点だけ。この職員費の中に、ちょっ

と確認したかったのは、質問状ができたときに少し

話はしたんですけども、海外に勤務する方々がいらっ

しゃいますよね。その方々は多分円建てで給与をお

支払いしているというふうに聞きました。

例えば、為替がこれだけ変動すると、海外に勤務

する方は、ドルで受け取った場合には目減りするわ

けですけども、その辺の補正があるのかということ

をちょっと確認したいんですけども、お願いします。

○知念百代人事課長 まず、海外に勤務する職員の給

与についてなんですが、給与そのものは地方公務員

法の規定の中で、通貨での支給をすることになって

おります。通貨とは何かというと、円建てというこ

とになります。ただし、海外事務所のほうで勤務す

る職員については外国勤務手当というものがござい

まして、これは、国のほうで定めております在外公

館に勤務する公務員の給与に関する法律の規定を、

県のほうが適用した形で準じて支給をしております

ので、そうすると原則として円建てということでの

支給にはなるんですが、住居に関する手当などは現

地の通貨建てで支給をしているというところでござ

います。

○西銘啓史郞委員 今の課長の答えだと、外国勤務手

当があるんで、これでもうカバーするしかないとい

うふうに聞こえるんですけども。もちろん円高、円

安、12年前は、１ドル75円のときもありました。で

すから、円高のときに、もうかるって言い方は変で

すけど、給与としては大分使い勝手がいいものが―

―その分じゃ返還してくれとは多分県も言わないと

思うんですけどね。だから、変動すべきではないと

は僕は言いませんけども、要は、今まさに生活する

方々、海外で勤務する方々は円安の影響、またはい

ろんな光熱費ももろもろ上がる中で、生活は苦しい

はずですよ。それを外国勤務手当だけで賄えるかど

うか、私は額も知らないので、その辺は何かいい方

法というか、実際にしっかり声を聞いて、補正に入

れるかどうかも、流用でできるかどうか分かりませ

んが、その辺もちょっと目を配ってはいただけない

のかなという、これは要望というか思いだけです。

以上です。

○知念百代人事課長 すみません、追加して申し上げ

ますと、この外国勤務手当の中に、急激な為替相場

の変動に伴って、国のほうでも改定を行っていると

ころです。今年度は３回行っておりますので、これ

に準じて県のほうも改定を行って増額をしていると

ころです。

○西銘啓史郞委員 分かりました。

ありがとうございます。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 西銘啓史郎委員の質疑は終わりま

した。

休憩いたします。

午後０時７分休憩
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午後１時20分再開

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

まず、ちょっと歳入の件について最初にお願いし

ます。

地方交付税が127億余りの増額になっております

が、この理由を少しお聞かせください。

○又吉信財政課長 お答えします。

２月補正において計上している地方交付税の増額

につきましては、昨年11月の国の補正予算第２号に

おいて国税収入のほうで補正があったということで、

地方交付税が49億円増額されております。そのうち

25億円については11月補正で活用しております。そ

れと、県の当初予算で計上した地方交付税の額より

も、交付決定額が約104億円増額したことによるもの

となっております。

一方で、地方交付税の不足のために発行する臨時

財政対策債については、国から示された発行額より

県予算で計上した額が大きかったことから、これは

逆に50億円の減額補正ということで対応をしており

ます。

○大浜一郎委員 この補正増になった分に関してです

ね、積立金にも行くんでしょうけれども、どのよう

な使い方をしようかという、どういう検討をなされ

ましたか。

○又吉信財政課長 お答えします。

通常、この２月補正については当初予算の編成の

時期と重なりますので、当初予算の不足額等を見越

して考えております。ですので、この交付税の上振

れ分については、財政調整基金等に積み立てた上で、

令和５年度当初予算の財源として活用するというふ

うに考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 じゃ、寄附金の件についてもちょっ

とお伺いしますけれども、この土木費寄附金につい

ては、これは首里城の歴史文化継承基金への積立財

源になっているということでありますけれども、基

金はこの事業でどういうところに活用されるのかお

聞かせください。

○知念秀起首里城復興課長 この寄附金の活用につき

ましてですけれども、令和５年度以降、首里城に係

る伝統的な建築等技術の人材育成や首里城周辺の歴

史まちづくり推進に係る事業に充当していく方針で

あります。

○大浜一郎委員 この寄附金は基金としてこれを使う

んでしょうから、これで間に合う――例えば何かこ

れには補正が必要というようなことも今後あるんで

すか。

○知念秀起首里城復興課長 こちらにつきましては、

現在のところ寄附金のみの充当で行っていきたいと

考えております。

○大浜一郎委員 もう少し具体的にどういうところな

のかというのを、ちょっとイメージが湧かないので

もう一度お願いします。どういうふうに使っている

のか。

○知念秀起首里城復興課長 お答えいたします。

具体的な事業としまして、令和５年度の新規事業

としまして、伝統的な建築等に係る人材育成事業と

して、首里城歴史文化継承基金事業780万円を計上し

ております。

また、首里城周辺歴史まちづくり推進につきまし

ては、すいむい（首里杜）地区整備基本計画に掲載

されました県事業、中城御殿整備等に充当していき

たいと考えておりますが、具体的な事業や活用方法

は検討中であります。

○大浜一郎委員 寄附金のところで、これはふるさと

納税もあるというふうに思いますけど、個人版も含

めて、企業版も含めて、どういう状況になっている

かちょっと教えてください。

○前本博之税務課長 お答えします。

個人版についてでございますけれども、本県のふ

るさと納税の令和３年度の実績につきましては、

677件、約3885万円となっておりまして、令和４年度

の１月末時点での実績につきましては、387件、約

4203万円となっております。総務部のほうで所管し

ております美ら島ゆいまーる寄附金、これは一般財

源として充当されますけれども、この寄附金につき

ましては高額の寄附など特殊要因を除きますと、お

おむね3000万円台から4000万円台の範囲内で推移し

ているところでございます。ちなみに、令和元年度

と令和２年度につきましては、首里城火災や新型コ

ロナウイルス感染症拡大があったことから、高額の

寄附も寄せられたため、ふるさと寄附金の全体とし

て大きく伸びたところでございますけれども、令和

３年度以降は例年並みの水準に落ち着いているもの

と考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 市町村ではふるさと納税は意外と活

用されているようなんですけど、ちょっと少ないよ

うな感じするけどね。実績が振るわない理由は何か



－34－

ありますか。それに向けた取組はどういうことを考

えていますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

個人版につきましては、先ほども申し上げました

とおり、おおむね3000万から4000万の範囲で推移は

しておりますけれども、沖縄をふるさととする方の

みならず、観光客ですとか、沖縄ファン等、沖縄を

応援したい方々に広く美ら島ゆいまーる寄附金をＰ

Ｒしまして、重要な自主財源となる寄附金の確保を

図るために、来年度、令和５年度に広報宣伝事業を

実施することとしております。具体的に申し上げま

すと、広報ツールとして、沖縄県の魅力を伝えるツー

ル、動画、パンフレットなどを作成しまして、イン

ターネット、ＳＮＳを活用した情報発信やパンフレッ

トと併せて県産黒糖を県内観光施設ですとかホテル、

あとは県外での観光ＰＲイベント等において配布し

まして、寄附機会の拡大と県産黒糖のＰＲ、両方の

推進に努めたいと考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 思った以上に少ないものですから、

実績向上の取組、しっかり頑張ってくださいね。

次に移ります。

支出に関してですけど、支出項目で減額補正が多

いわけですよね。先ほど西銘委員のときも説明があ

りましたけど、やっぱり減額補正がどうして、大き

くなってしまったというのを、もう少しイメージが

できるようにもう一度説明できますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、減額補正といったら、いろんな要因がある

と思います。例えば先ほど、午前中にあった本庁舎

のごみ処理のもののような形で入札が困難だという

ことで、事業を取りやめるもの。あるいは、電動自

動車のものの形で、外的な要因で一部計画を変更し

て執行したために残が生じるもの。

あるいは、先ほども申し上げましたけど、国庫補

助金を活用した公共工事について、12月から１月に

かけては国の予算は確定しているんですけども、当

初予算編成時は箇所がはっきりしないという形で、

県分のどの事業に幾らというのが分からないという

ことで、夏場に国と調整した額を県予算として計上

せざるを得ないと。ところが、国の予算のほうで実

際その分つかなかったという形で、結果的に内示減

になると。様々な要因があるものと考えております。

○大浜一郎委員 となってくると、西銘委員が言った

ように、当初予算の組み方の精度の問題がやっぱり

ちょっとあるかなと、何かそういう感じがしますね。

今後、こういったいろんな不用額がぼんぼん出てく

ると――次に振興策をやる際のいろんな意味におい

て、この不用額が大きくなってくると影響受けない

かなと思いますよ。どうなんですか、その辺は。

○又吉信財政課長 お答えします。

先ほど話したように、やはり様々な要因があって、

一定程度不用額というのは、これはどんな事業でも

出るものだと思っております。そのため、その辺り

については、できるだけ不用額をまずはなくすよう

な形で、２月補正はなるべく決算に近い形で入れる

と。ただ、それでも、今から執行していくものに対

しても、最終的に補助金の交付額が決定したり、あ

るいは、委託料の額が確定したりすると、不用が出

てくるというところが、決算のほうで不用という形

で出てくると思っています。

それと振興予算については、特段の関係はないと

いうふうに考えております。

○大浜一郎委員 もういずれにしろ、不用額が出てく

るのはあまりよくない話なので、予算の精度を高め

ておいていただきたいなというふうに思っています。

それと27番ですけど、下地委員のほうでも御説明

がありましたけど、この事業に関しては、要するに、

その場その場でフレキシブルに対応できるような予

算というふうなイメージを持っていていいですか。

需要に関して。

○山里武宏交通政策課長 この交通コスト事業なんで

すけども、これも一括交付金を財源に活用した事業

でございます。

県としては、このコスト事業を安定的かつ永続的

に実施することが重要であるのかなと感じていまし

て、今、実施しているところではございます。

○大浜一郎委員 これね、下地委員からも午前中にあ

りましたけど、これＪＴＡとＲＡＣからは値上げが

来ているけど、ＡＮＡからはまだそういう答申がな

いんですよね、ＡＮＡのほうからはね。

その辺のところの取扱いは今どうなっていますか。

○山里武宏交通政策課長 今、ＡＮＡ等については検

討中というふうに聞いております。

○大浜一郎委員 ということはあり得る、上がる可能

性があるということで理解していいですか。

○山里武宏交通政策課長 そうですね。

この辺はまだ、まさに検討中なものですから、上

げないという話ではないのかなというふうには聞い

ております。ただ、検討中としか、すみません、確

認しておりません。

○大浜一郎委員 分かりました。
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この事業は、とにかくこれは一括交付金が適用さ

れないと継続できる事業じゃないんですよね。

この離島の不利性は、農林水産の不利性解消事業

と同じなんですけれども、ちょっと総務部長か企画

部長のどちらかに、これは一括交付金がなくなった

際に、この事業を継続できますか。

○宮城力総務部長 この交通コスト負担軽減事業は、

一括交付金の導入を機に創設した事業でございます。

一括交付金が今、減少傾向にありますけれども、

充当率８割ではなくて、もう少し落としながら、で

も総額を確保して、一括交付金が減額される中にあっ

ても、この不利性解消事業等にあっては、ほぼ同水

準を維持してきたところでございます。

一括交付金なかりせばという話ですが、非常に厳

しいと言わざるを得ませんが、県としまして、一括

交付金を確保した上で、この交通コスト負担軽減事

業も継続していきたいという考えでございます。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員から明確に答弁するよう

要望があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 一括交付金の財源が全くなくなれ

ば、非常に難しいと考えます。

○大浜一郎委員 ちょっと関連しますけど、これは農

林水産の不利性解消事業も同じじゃないですか。

どうなんですか。

○宮城力総務部長 農林水産物の不利性解消事業も同

じく一括交付金の創設を機に事業を展開したもので

ございます。一部実証等でやっていた部分もありま

すが、これについても数十億円の規模で事業を実施

しておりますので、一括交付金がなくなれば、事業

の存続も非常に厳しいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 ですので、この事業をとにかく大事

に育てていかなければいけないというのと、これを

今度は５年後に見直しがありますよね。その際にね、

一括交付金だけ、いわゆる振興策の中の事業という

んではなくて、ちょっと外出しをして新たな制度設

計をして、この存続を目指すというような形もして

いかないと、10年後に終わりますよと、一括交付金

が終わったら終わりますよということでは、これは

要するに県が手当てできないんですから。そういっ

たことも視野に入れつつ、この事業をしっかりと推

進して、とても大事な事業だということに育てても

らうというか、執行をしっかりしてもらうというふ

うに私は思うんですけどね。その辺はどうなんです

か。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

今回のビジョン基本計画につきましては、実施計

画で３年、３年、４年というふうに区切っておりま

す。

一方で、改正の沖振法の中では５年以内の見直し

ということがうたわれておりまして、県としては、

まずは３年の実施計画を実施し、その実施計画の中

で様々な検証――毎年ＰＤＣＡも回して取組の改善

も図っていくわけですけれども、前期の実施計画を

実施する中でしっかりと検証し、その５年以内のタ

イミングで制度要望ということも視野に入れながら

検討していきたいというふうに思っております。

○大浜一郎委員 これ、とっても大事なことだと思い

ますので、その取組も同時にイメージしながら、お

願いをしたいというふうに思います。

92番の医師派遣推進事業なんですけど、これ申請

額の減に伴う減額補正なんですけど、この理由は何

ですか。

○井上満男医療政策課長 お答えいたします。

医師派遣推進事業でございますが、離島・僻地に

医師を派遣する県内外の医療機関から、県内の離島

・北部といったところに医師を派遣する際に、その

派遣元の医療機関に対しまして逸失利益の相当額を

補助する事業となっております。減額になった理由

としましては、この派遣に伴う県内の医療機関とそ

の派遣元の医療機関との間で、診療科の医師の派遣

調整がうまく整わなかったこと、あるいは県内の医

療機関のほうで別途人員を確保することができた。

そういったことなどによって、当初予算段階では15医

療機関を積算していたわけなんですけれども、実績

として12の医療機関になったということで減額と

なったということでございます。

○大浜一郎委員 いろいろな中核病院、八重山病院な

んかは常々医師が足りないというようなこととかを

聞いてるわけですよ。それでも減額になっていると

いうのは、どういう問題が本質的にあるのかなと思っ

たりもします。今の説明とちょっと違うような感じ

がしますけど、どうなんですか、そこは。

○井上満男医療政策課長 八重山病院を含めて、県内

の離島あるいは北部の医療機関というのは、委員おっ

しゃるように医師が不足している状況にあるという

ことで、県のほうでは様々な方策を用いて、そういっ

た地域の医師確保に努めているところでございます。

基本的には琉球大学の地域枠だったり、自治医科大

学といったところの医師の派遣だったり、病院事業
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局と連携した医師確保といったものをやっているわ

けなんですけれども、それでもなお、診療科によっ

てはやはり短期的だったり、そういった期間的な問

題で診療科の医師が確保できないというような問題

もございます。この医師派遣推進事業は、そういっ

た診療科によって短期なり、あるいは中長期なり、

そういった期間というのはあまり問うてないんです

けれども、派遣調整が整ったものに対して、その派

遣をしていただく医療機関に対して逸失利益を補助

するような形になっておりますので、トータルとし

てはそういった医師確保策全てをうまく組み合わせ

ながら医師確保を図っているというような現状と

なっております。

○大浜一郎委員 この事業のイメージするところの実

態がしっかりと反映できるような取組をしてもらい

たいと思います。ここは大丈夫ですか。

○井上満男医療政策課長 我々、保健医療部としまし

ては、離島や北部のそういった医師確保のニーズと

いうのは、これは毎年調査もしておりますし、医師

の量的な問題以外にも診療科の偏在というものもご

ざいますので、そういったところではうまくこういっ

た事業も組み合わせながら、量的あるいは質的なと

ころを確保してまいりたいというふうに考えており

ます。

○大浜一郎委員 特に離島医療に関しては、今般いろ

いろな問題がありましたから、この事業も含めて、

しっかりと形があって見える化できるような実態を

つくってもらいたいというふうに思います。

次に移ります。99番の水利施設整備事業ですけど、

これは事業規模が増えたことによる増額補正だとい

うふうに思いますけど、事業採択が増えた地域につ

いて、先ほどの答弁で石垣の問題がなかったんです

けれども、その辺はどうなんでしょう、国営のほう

はうまくいっているんですけど。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

先ほどは、補正の対象地区について申し上げたと

ころなんですが、令和５年度新規採択地区に関しま

しては全部で４地区あるんですが、石垣が３地区、

宮古が１地区になっています。

以上です。

○大浜一郎委員 事業採択が今までできなくて、なか

なかこれ出航ができなかったっていうところがある

んですけど、じゃ、うまく事業採択ができていると

いうふうに考えていいですか。この工夫したところ

をちょっと教えてください。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

特に工夫したところは、県と石垣市、土地改良区、

また地元の推進員の皆さんが一緒になって――やは

り通常やっていることなんですが、特に石垣は力を

入れていただきまして、なかなか今までできなかっ

たところに関しても理解をいただき、事業採択にも

進んでいるところです。

○大浜一郎委員 頑張って事業採択を増やして、どん

どん事業を進めてもらいたいと思います。

112番、肥料価格高騰緊急対策事業ですけど、これ

見込みを下回ったっていうのがちょっとイメージで

きないんですよね。この理由は何ですか。

○能登拓営農支援課長 お答えいたします。

本事業の今回減額をする理由として、時期的にサ

トウキビ農家の皆さんからの申請が少なかったとい

うことで、件数が見込みを下回っているというのが

１つございます。

もう一つあるのが、事業の補正をした段階では、

まだ国のほうから肥料価格の上昇率が示されていな

かったために、県である程度見込んで価格の上昇率

を設定していたところなんですが、その後、国から

発表された価格の上昇率が当初の見込みよりも低く

なったといったことから、今回の減額ということに

なってございます。

○大浜一郎委員 例えば、この事業の説明不足という

こともあったと思いますか。何か、そんな感じがし

ないでもないけど。

○能登拓営農支援課長 本事業の周知という部分につ

いてお答えをさせていただきますと、９月に県内の

市町村ですとか関係農業団体を対象に説明会を実施

したほか、大口の取組の実施者となりますＪＡ沖縄

ですとか花卉農協さんといったところとは個別に調

整を進めさせていただいて、事業の円滑な実施に向

けて準備を進めたというところでございます。

それから、県庁ホームページでの募集内容の公表

ですとか、県内紙への新聞広告の掲載、それから、

報道機関へのブリーフィングなどを通して農業者向

けの周知を図ってきたところでございます。

○大浜一郎委員 これ、繰越し対応が可能だという理

解でいいですか。

○能登拓営農支援課長 本事業については、昨年６月

から10月に購入した分を秋肥分として現在執行して

いるところですけれど、11月以降に購入をされた春

肥と言ってますけれど、これについては国のほうに

期間の延長を認めていただきましたので、この分の

必要な額を繰り越しまして、執行していきたいとい

うふうに考えております。
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○大浜一郎委員 現場へ行くと肥料価格の高騰の件

は、もう会う人会う人に聞くんですよ。しかし、こ

れ申請が見込みを下回るっていうのは、理由として

ちょっとよく分からない部分があるので、繰越財源

が可能であったら、もう県単費も含めてしっかり対

応するようにしてもらいたいというふうに思うんで

すけど、どうですか。

○能登拓営農支援課長 いずれにしましても、今後、

春肥分の申請が随時始まってまいりますので、より

多くの農家の皆さんに支援が行き届くように、引き

続き周知の徹底などには努めてまいりたいと考えて

おります。

○大浜一郎委員 じゃ、114番、鳥獣被害防止総合対

策事業ですけど、これ実態の把握はできていますか

ね。実際の被害額と市町村から上がってくるのと相

当乖離があるというふうに思っているんですけど、

これが何で被害額がこんなに減額になっているのか、

よく分からない。

○能登拓営農支援課長 鳥獣被害防止総合対策事業に

ついてお答えいたします。まず、鳥獣被害の状況の

把握につきましては、鳥獣被害防止特別措置法に基

づきまして各市町村で調査を実施し、県のほうに報

告をいただきまして、県はこれを取りまとめて国へ

報告をするということになってございます。

一方で、特に石垣市さんにおいては、この特別措

置法に基づく調査とは別に、農家の皆さんへのアン

ケート調査などを実施しておりまして、このアンケー

ト調査に基づいて、法に基づく調査結果とは異なる

被害額が算出をされているという状況でございます。

そういう状況がございますので、現在、県と石垣市

でより精度の高い調査の在り方などについて意見交

換を実施しているところでございます。

○大浜一郎委員 これは、億単位での差異が出ている

んですよ、実際、現場に行くと。こんな差があって

はいかんと思うんですよね。だから緻密な調査をや

らないと、これそのまま置いておくと本当に農産物

の被害が相当出ますよ、実態的に。そこはちゃんと

やっていただきたいんですけど、その取組も併せて

お願いしたいんですけど、どうですか。

○能登拓営農支援課長 特に石垣市においては、イノ

シシの被害などが顕著に出ているということについ

ては我々も把握をしているところでございます。

一方で、国の法に基づく調査というのが、調査方

法などについて国から細かく示されているという部

分もありますので、そういった内容をきちんと石垣

市とも共有しながら、より精度の高い被害額の把握

に努めたいと考えております。

○大浜一郎委員 119番の燃油費の緊急支援ですけど

ね、これ市町村がやっているから減額補正になった

というような理由になっているわけですけども、現

場においては、この燃料費の高騰というのは当然こ

れからも続くはずなんですけど、今後の対策として

はどうなのか。これは繰越しができるというふうに

理解していいのか、その辺のところも教えてくださ

い。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

本事業につきましては、財源である国の交付金が

繰越明許費に位置づけられたことを受けまして、令

和４年８月１日から令和５年２月28日までの補助対

象期間を令和５年３月末まで延長できるように、繰

越議案としても本議会に提出しているところです。

令和５年度につきましては、燃油価格の動向や国の

予算措置の状況を注視しながら、必要な支援につい

ては検討していきたいと考えております。

○大浜一郎委員 特にこれ漁業者ですからね、燃油の

みならず、それに関係するものにも予算ができるよ

うにしてくれたらいいのではないかな。漁場に行く

と小売の値段とかが相当上がっているというような

話もあるから、それにも充当できるような、何か制

度設計みたいなのを拡大ができますか、どうですか。

○平安名盛正水産課長 お答えします。

すみません、繰り返しになりますが、国の予算措

置の状況等は注視しながら、必要な支援については

今後検討していきたいと考えております。

○大浜一郎委員 じゃ、最後になりますけど、137番、

稼ぐ県産品支援事業なんですけど、これは申請額が

見込みを下回る状況というのがちょっと理解できな

いんですよね。やはり県産品をもって稼ぐ力をやっ

ていくというのは、これは県にとって重要な政策で

あるはずですし、部長もそういう答弁をしていたん

ですけど、これは申請の段階で工夫とかＰＲとかね、

何か申請のやり方が難しいとかね、そういったもの

でこういうことになっているのか、少しここを御説

明ください。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 お答えします。

今年度本事業では６月と８月に２度公募を行って

おり、目標の採択件数15件に対し約２倍の29件を採

択しております。しかし、そのうち26件が補助上限

額に満たない額での申請となっており、これが申請

額が低い要因となっております。

以上です。

○大浜一郎委員 申請はあったけど、満たないからも
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うこれだけ下回っちゃったっていうことだと。これ

どういうふうに、じゃ、今後この事業を展開してい

くの。

○本永哲マーケティング戦略推進課長 お答えします。

下回った主な原因としましては、春から秋にかけ

て新型コロナウイルスが拡大したことにより、沖縄

フェアや物産展、展示商談会等の催事について中止

や規模縮小などの各種制限があったことが背景にご

ざいます。

以上です。

○大浜一郎委員 部長。これね、稼ぐ県産品を支援し

ようということなんだから、しゃくし定規に考えた

らそうなんだろうけれども、どういうふうにしてこ

の支援事業を生かして稼ぐ力をつけていくかという

のは、これは当然やる中で、申請状況を見ながらフ

レキシブルに考え方を訂正してもよかったんじゃな

いかなと私は思うんですよ。

その辺は次年度にはどういうふうに取り組んでい

きますか。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

この稼ぐ県産品支援事業につきましては、適切な

マーケティングと利益率向上に主眼を置いた商品開

発でありますとか、あるいは、販路拡大を総合的に

支援することで、県民所得の向上を図るというとこ

ろを目的としている事業でございます。

具体的に言いますと、専門家によるセミナーであ

りますとか助言、また、プロモーションを展開した

り、県外の販売チャネルやマッチング機会を活用し

て県産品の販路拡大に向けた総合的な支援を行って

いくという事業でございます。

補正の減額の理由につきましては、先ほど課長の

ほうから申し上げましたとおりですけれども、新型

コロナウイルス感染症の影響等によりまして、県外

で開催される展示商談会、あるいは、沖縄フェアが

開催規模の縮小でありますとか、あるいは、参加自

体を見送るなどのような補助事業者の事業規模が、

補助上限額を下回ってしまったというところでござ

います。

ただ、委員がおっしゃるように、やはりこの周知

を強化すると、皆さんにそれを知ってもらうという

ところは、とても重要なことでありますので、次年

度に向けては、事業者へ対する周知を強化していっ

た上で県産品の販路拡大を支援して、県産品の県外

への移出を促進していくということで、県内製造業

の活性化を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○大浜一郎委員 稼ぐ県産品支援事業というすばらし

いネーミングがありますからね、ぜひそれが実にな

るように取組をお願いをしたいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 大浜一郎委員の質疑は終わりまし

た。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 私が準備していた質問は、ほとんど

西銘委員がやったんで、同じ質問を繰り返したいと

思います。うそです。

まず、資料４の歳入と歳出のところからなんです

けれども、私これ最初に見たときに、歳入金額合計

が結構大きくなっているなというふうに見えました

けれども、これは例年について、今年度の補正額に

ついては、どういうふうに捉えているのか、説明を

お願いしたいというふうに思います。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、昨年度２月補正では、約511億円の補正予算

を計上していて、今年度が196億円ですので、315億

円減となっております。今年度の歳入の主な内訳の

補正内容なんですけども、地方交付税が128億円の増、

地方消費税清算金が64億円の増、県税が約46億円の

増などの増額補正となっております。

○花城大輔委員 昨年比では、大分減っているという

ことでありますけれども、いずれについても、この

当初予算の額の見立てが適当ではなかったのかなと

いう感想は持ちますけれども、大体これぐらいの誤

差というのは生じてもしようがないというふうに理

解してよろしいんですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和３年度、今年度もそうなんですけども、基本

的には、国の地方財政計画というのがございます。

国がそれを定めて、それに基づいて、地方交付税と

か計算されるんですけども、この国の試算が小っちゃ

かったと、経済成長が国が考えるよりも大きかった

ということなのかなと思っております。そのために

令和３年度が511億、今年度が196億という形で少し

大きめになっているのかなというふうに考えており

ます。

○花城大輔委員 もし、そういうことであれば、ほか

の方の質問にもありましたけれども、新規事業など

の振替は可能ではなかったかなというふうなことは

やはり思うわけであります。総務部長、昨年の決算

のときのことを思い出していただきたいんですけど

も、私、同様のことを申し上げました。このような

多額の過去にないような金額を財調に盛り込むので
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あれば、観光関連を助けるような新規事業が可能で

はなかったかと。そのときに、総務部長は、国に返

還するような類いの予算があるので、準備しないと

いけないというような答弁でありました。その内容

が今回の補正にどう関連されているのか、説明を求

めたいと思います。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、今回計上した歳入の予算なんですけども、

例えば県税について言うと、主要な税目の税収規模

――年間の見通しが把握できるのが12月中旬以降と。

地方譲与税については、11月末頃という形で、11月

補正までにはちょっと計上できなかったと。地方交

付税については、昨年11月に追加交付が決定された

ということで、49億円のうち25億円については、11月

補正で活用したところです。

恐らく花城委員が言っていた昨年の決算委員会の

話は、決算の実質収支の中に国庫の返還金が入って

いるということだと思います。それについては、10億

ほど入ってございますが、それについては、感染症

予防事業費などのコロナに関する入院費とか、あと

エイズとかの発生動向調査に係る経費、それを余計

と言ったら変ですけども、それを多めにもらったと

いうことで、それについては返還しないといけない

というところが10億ほどあるという形で答弁したも

のだと思っております。これについては、今後、国

との調整が整い次第、償還金という形で予算に計上

して、返還していきたいというふうに考えておりま

す。

○花城大輔委員 今の説明を受けても、やはり県の税

金の取扱いの性質のことを考えると、支出する可能

性を残しておくべきではなかったかというふうにや

はり思います。内部留保をメインにする経営者は多

くいますけれども、そういったものとまた違うのか

なという感想は引き続きあるので、それは申し伝え

ておきたいというふうに思います。

そして、歳出の部分なんですけれども、財政調整

基金、減債基金について、先ほども説明ありました

けれども、いつも答弁で聞くのは、ないからという

ことは困ると。ただ、幾らあるから大丈夫というこ

とでもないという、そんな性質の予算だというふう

に説明を受けてきました。先ほど西銘委員の答弁の

中では、財調については、全国平均以上で９位だと、

または、減債基金については、同じく全国平均以上

で11位だというふうな答弁がありましたけども、そ

の前にまた、各都道府県で状況や性質が違うという

ことも説明の中であったわけです。そうであれば、

沖縄県の目安というものを設定する必要があるので

はないか、改めて伺いたいというふうに思いますけ

ど、いかがでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

財政調整基金については、先ほども申し上げまし

たけども、年度間の財政調整、または災害発生等に

伴う不時の支出増に対応するために設置されており

ます。

減債基金については、県債の償還に必要な財源の

確保に充てるということになっております。

特に財政調整基金については、今後またいろんな

物価高騰とか電気料高騰のいろんな対策があります

ので、その対策については、各都道府県によって対

応する内容とか規模が違うと思っております。その

ため、それらに対応できるような形で、それぞれの

都道府県において判断した上で、一定程度の規模を

確保する必要があるんじゃないかというふうに考え

ております。

○花城大輔委員 ですから、目安を設定する必要があ

るのではないでしょうかというふうに聞いているわ

けですよ。例えば昨年のように500億、今年のように

200億、そういった予算があればできることは山ほど

あるはずですよね。そのときに、目安のようなもの

があれば、これはもう何とかして、時間もないけれ

ども、みんなで頑張って、県民のためや企業のため

に、ちょっと頑張ってみようやという空気もできる

かと思うんですよね。やはりこのような予算のとこ

ろに、がって入ってくるというのは、あまりよろし

くないのではないかというふうな感想はあります。

そして、今回のこの基金の振り分けについてなんで

すけれども、財政調整基金、減債基金にそれぞれ積

立分が入っております。これは、積立てに回す金額

の案分の方法などは、規則としてあるんでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、財政調整基金のほうから先に考えておりま

す。令和５年度当初予算の編成時期が一緒ですので、

そのときの収支不足を見込んで、当初予算で財政調

整基金は119億円ほど取り崩さないといけないという

のが１点。それとコロナ禍前に、大体当初予算編成

後に50億程度残っていたというところで、それを一

定の目安にしております。それと令和３年度の普通

交付税のときに税収増があって、それに伴って、向

こう３年間で精算するという制度がございまして、

それが令和６年度に37億円精算されるということで、

これらの３つを踏まえまして、214億円ほど確保する

必要があるということで、今回、財政調整基金につ
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いては141億円を積み立てたと。その上で、減債基金

のほうも見つつ、令和４年度末の残高が約398億円と

いうふうになるんですけども、前年度末が406億円で

したので、これも若干減っているという形で考えて

予算編成したところでございます。

○花城大輔委員 今は補正後の見込額を、いわゆる

ゴール設定して積立基金を決めましたという説明だ

というふうに理解しましたけれども、この補正後の

見込額を設定する根拠というものは説明できますで

しょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

補正後の見込額というよりも、当初予算の編成と

一体となってやっていますので、どちらかというと

当初予算編成後の基金残高をベースにして――先ほ

ど申し上げましたけども、コロナ禍前であれば大体

の50億程度あって、その後の補正予算に対応したと

いうところです。今回については、この50億プラス

地方交付税の精算分の37億程度があるという形で当

初予算編成後に財政調整基金が約95億残るというこ

とで、それから逆算して２月補正については141億を

積み立てたというところでございます。

○花城大輔委員 この辺については引き続き勉強をさ

せていただきたいなというふうに思っております。

その次に、歳入の中の市町村たばこ税県交付金、

これ少なく見積もっていましたら予想よりも多く

入ってきましたというふうな補正になると思います

けれども、この県税のほうのたばこ税はどのように

推移していますでしょうか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

令和４年度の県たばこ税の収入見込額につきまし

ては、19億7344万4000円となっておりまして、当初

予算よりも金額で１億2044万4000円、率で6.5％の増

を見込んでおります。

以上です。

○花城大輔委員 すみません、増を見込んでいるとい

う話ですか。

○前本博之税務課長 はい、そのとおりでございます。

○花城大輔委員 すみません、これが増えていくとい

うようなのは、どのような根拠でそういうふうな見

立てをしているんでしょうか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

確かに国による禁煙を推進する取組の強化等がご

ざいまして、近年は調定本数は若干減少傾向でござ

いましたけれども、令和４年度におきましては、当

初見込みより調定本数が増加する見込みとなってお

ります。理由としましては、新型コロナウイルス感

染の拡大に伴いまして、生活様式の変化や行動制限

によるストレスが増加したことですとか、あとは在

宅勤務によりたばこを吸いやすい環境が増えたこと

などが要因と考えております。

以上です。

○花城大輔委員 委員長が笑っている理由は後で教え

てほしいと思います。実は、この件についての我が

国の納税者に対する取扱いは非常に冷たいものがあ

るなというふうに思ってましてですね。この前、東

京で高級ホテルに泊まって下界を眺めておりました

ら、喫煙所の前にガードマンが立っているんですよ。

雨の中、この喫煙所に屋根もついてないのに入場制

限かけているんです。これじゃ、もうたばこ吸う人

やめるよなと思いながら見ていました。沖縄の那覇

市でも、昼休みになるとある場所に400人ぐらい集ま

るらしいですね。この機会損失というものもそうで

すし、この納税をしてたばこ吸う人の取扱いが非常

に悪いと。もちろん受動喫煙を発生させないという

考えは非常に重要だと思いますけれども、この税金

が今後も上がっていく可能性があるならば、守って

いく方針なのか、それともいずれなくなる税金だか

ら納税者を放っておいてもいいという考えなのか、

考え方を聞かせていただきたいと思います。

○前本博之税務課長 お答えします。

委員おっしゃるように、現在、国において望まな

い受動喫煙対策の推進ですとか、今後の地方のたば

こ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、屋外分

煙施設等の整備が考えられるとしておりますけれど

も、分煙施設の設置につきましては、施設管理者に

おきまして、望まない受動喫煙を防ぐための設置場

所の状況に応じた適切な措置を行う必要があると考

えております。

以上です。

○花城大輔委員 ゴルフ税もそうですけれども、全部

一般財源として溶けてしまう予算があって、その財

源となるものについては社会の変化によって変わっ

ていく。県はこの予算を守るのかどうかという姿勢

は出すべきであってほしいと。また、守るんであれ

ば、そのような健康を害しないような予算はかける

べきだというふうに、私は思います。

それでは、次の質問に移りますけれども、事業別

の質問を16ぐらい出してありますけれども、この調

子では２つとか３つしかできないと思うので、どう

かお許しください。

まず、事業番号167番、泡瀬工区の道路の件なんで

すけれども、これマイナス補正ですけれども、なぜ
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このような状況になっているのか、説明をお願いし

ます。

○呉屋健一港湾課長 これはですね、内示減というこ

とになりますけれども、当初予算が31億円余りつい

ていたものに対しまして、内示減で２億5000万円の

減となりました。その後に４年度の２次補正をいた

だきまして、２億1900万いただいておりますので、

２億5000万のマイナスと２億1900万が相殺されまし

て、3100万の内示減となっております。

○花城大輔委員 この件についてはですね、年末年始

もいろんな会合に出て、沖縄市民、また中部に住ん

でいる海が好きな人たちの思いとして、非常に工事

が遅れていると。いつになれば全体像が見えてくる

のかという声がありますけれども、その中でも特に

県分の工事、または埋立てが遅々として進んでいな

いというような話をよく耳にします。実際のところ

どうなんでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬地区埋立事業の全体の進捗

としましては、３年度末時点で国は埋立面積ベース

で70％、県事業は事業費ベースで約59％となってお

ります。この県事業といいますのは、緑地の整備事

業であったり、橋梁の整備事業であったりとか、そ

れをもろもろ含んで59％となっておりますけれども、

埋立部分の９ヘクタールについては、予算のつき具

合というのがちょっと減少しつつありますので、当

初計画よりは遅れている状況にあります。

○花城大輔委員 先日沖縄市の経済界や市長等からの

要請を受けていると思います。今、進捗率が59％と

いうふうにありましたけれども、どれぐらいの進捗

を求められているんでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 当初９ヘクタールの埋立ては令

和７年度末を予定しておりましたけれども、令和11年

度末を埋立ての完了の予定としております。

○花城大輔委員 ４年延びるということは、かなり遠

い話になりますね。沖縄市長は県に対して、先日す

ごい語気を荒らげて要請をしたというふうなうわさ

もありますけれども、表立っては県がというふうに

責任を押しつけるつもりはなくて、一緒にやってい

きたいんだという話もされておりましたので、何と

かこの令和11年、スピードアップしてやっていただ

きたいなと。そして、マイナス補正が起こらないよ

うに、しっかり進めていただきたいなというふうに

思います。

それでは次に、43番の海岸漂着物の件であります。

これは、県内の北部と南部に県の集積された軽石が

あって、それをこの３月――年度内に全て解消をさ

せていくというお話でありましたけども、今どのよ

うになっていますでしょうか。

○久高直治環境整備課長 お答えします。

港湾・漁港・海岸における国県市町村等における

軽石の回収量は、令和５年１月31日時点で約10万

4000立方メートルとなっております。このうち市町

村による回収は２万立方メートルとなっております。

また、県では市町村とも連携しながら軽石問題に

対応しており、情報共有、回収費用の補助、県広域

仮置場の確保、市町村が回収した軽石の処理などを

行ってまいりました。現在の状況としましては、波

や風の影響により、軽石が再漂着することは時折見

られるものの、以前のように大量に漂着し、影響が

生じるような状況にはないものと考えております。

○花城大輔委員 終息しているわけではないものの、

落ち着いてきているような感じはありますね。これ

について県内の企業等から、この軽石の再利用、ま

た、あらゆる要請などは受けておりますでしょうか。

○久高直治環境整備課長 いろいろ釉薬だとか、あと

はテトラポットなどへの利用ということで提案はあ

ります。それで、県としましては、アイデアを募集

しまして、88のアイデアをもらいまして、昨年末に

それをホームページに掲載しているところでござい

ます。

○花城大輔委員 じゃ、14番をお願いします。

これは一般質問でも、昨年石垣や宮古に赴任した

教職員の方が非常に困っているというふうに質問が

ありましたけれども、そのようなお困り事があるに

もかかわらず、マイナス補正されているというのは

どのように理解をすればよろしいでしょうか。

○知念百代人事課長 本会議のほうで議論されていた

ものについては、自己負担が生じているといったこ

とでの議論がなされていたかと思います。

今回の赴任旅費は1800万ほどの減額補正となって

おりますけども、この赴任旅費の性質的なものとし

ましては、人事異動、それから採用といったものに

伴う、職員が県外・離島へ赴任する場合に要する経

費として費用を賄うものというふうになっておりま

す。

したがいまして、今回のこの補正減の要因として

は、１つ目には、実際の人事異動によって実費の支

給状況が変わってくる――各職員によって家族の構

成であったりだとか、人事異動する職務給であった

りとか、そういったことで変わってきますので、こ

れは例年変動があるものというふうに考えておりま

す。
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２つ目の要因として大きなものが、近年その引っ

越しの費用が非常に高騰しておりまして、それに伴

いまして定額の移転料だけでは賄えないといった職

員が一定数おりました。そういったことを踏まえま

して、今年度から移転料の実費支給というのを認め

たところであります。その実費支給を認めるに当たっ

て想定していた数――どれぐらいが実費支給になる

んだろうかといったところをアンケートを元にやっ

ていたんですが、それよりもちょっと下回って実際

には少なかったといったところが原因となっており

ます。

○花城大輔委員 今新しく実費支給を講じているとい

うお話がありましたけども、これは使いづらさとい

うものが既に出てきてないでしょうかね。先ほどの

質問の中にも、海外赴任の手当に関しては年に３回

考える場面があるというような話もありましたけれ

ども、例えば観光もキャンペーンが当たらなければ、

予算終わってもそれが同じ観光であっても別の事業

に使えなくなるというような事情がありました。こ

れも予算はあるんだけれども、その使いづらさがあ

るがゆえに、必要なところに予算が回っていないと

いうことがあれば、これも見直す必要があるんだろ

うというふうに思っています。

この辺も改善していかないと、非常に地域で何と

かガチャという言葉がありましたけれども、仕事の

中にも出てくれば、それはもう不公平と言わざるを

得ないというふうに思います。ぜひ検討をしていた

だきたいと思います。終わります。

○比嘉瑞己委員長 花城大輔委員の質疑は終わりまし

た。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 じゃ、質疑を行います。

今日午前中、総務部長の概要説明を受けましたけ

れども、当初予算を組んで事業が執行できなくて、

補正予算減になっていると。もちろん事業は、事業

をしての事業残高減というのが補正予算減になるの

は当然ですが、そこでお聞きします。当初予算を組

んで、またさらに増額補正をして、２月補正で減額

になっている事業はありますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

減額補正を計上した137事業のうち、これまでの補

正予算で増額した事業で減額するものが、７部局16事

業となっております。主な要因といたしましては、

例えば、37ページの164番の土木建築部の高規格ＩＣ

アクセス道路整備事業、これは国の２次補正予算を

受けて、６号補正予算で国の補正関連予算として計

上をしたんですけども、それとは別の要因で、当初

予算で計上した箇所、工事箇所に係るところが国庫

の内示減を受けたところで、差引きでマイナスになっ

ているものなどが６事業ございます。それと、続き

まして、34ページの149番の文化観光スポーツ部のも

のなんですけども、これについては補正予算を計上

した後、実施していくと実績を下回ったと、こういっ

た４事業とか、そういういろんな要因でなっていて、

先ほど申し上げましたとおり、全体で７部局16事業

というふうになってございます。

○中川京貴委員 この７部局16事業について、今２か

所については説明を受けましたけども、国の国庫補

助金との絡みがあると思っています。しかしながら、

予算の在り方においては当初予算を組んで、また増

額補正を組んで、最終的に事業が執行できない、補

正減になるということは、やはりいかがなものかと

思いますが、部長どう思いますか。

○宮城力総務部長 今財政課長から説明があった要因

のほかにも、国の補正予算に関連して予算を計上し

たんだけれども、その後、年を明けた後に、これは

国から直接市町村に交付する、県を経由しないとい

うような減額補正もございます。また国の制度の関

連で、令和２年度の繰越予算なので、これ以上繰越

しできないというようなＧｏＴｏキャンペーンの事

業もございます。様々な要因が相まって減額が生ず

るところではございます。

県としては例年、不用を少なくするために減額補

正としているところですが、特に令和になってコロ

ナ禍があって、コロナ対応関連経費の見極めも非常

に難しい、加えてコロナの影響で人流の見極めも難

しい。様々な財政需要を見極めるのが今、非常に難

しいという状況もございます。ただし、そうは言っ

ても不用をできるだけ少なくするように、予算編成

に当たっては的確に見積もっていきたいというふう

に考えているところでございます。

○中川京貴委員 この補正減額になった事業は、沖縄

振興予算と関係している事業も結構あると思うんで

すが、どれぐらいありますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

すみません、額を含めた事業数が今手元にないん

ですけど、ハード交付金については、それに合わせ

た形で予算計上しておりますので、基本的にあると

したら入札残等となります。

それ以外のハード交付金の経常補助金については、

先ほども申し上げましたが、工事箇所を沖縄総合事

務局のほうと確認したところ、当初予算編成時には
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分からないというところで、国直轄なのか、あるい

は事業がどこになるか分からないという形で要望額

のまま計上した。その結果、国のほうとしては予算

がなかったということで、それで今回、内示減になっ

ているというふうなものが幾つかあるというふうに

考えております。

○中川京貴委員 先ほど、西銘委員、大浜委員からも

質疑が出ておりましたが、再度確認したいんですが、

この不用額や、また補正減額が出ると、大浜委員か

らもありましたけども、沖縄振興予算との関係がな

いですかという質問に対して、課長はないと答えて

おりましたが、部長どう思いますか。

○宮城力総務部長 先ほどは全体的な不用ということ

で答弁したと考えております。沖縄振興予算、特に

一括交付金については、執行率等を原因として減額

されたという経緯もございます。執行率の上昇、そ

れから繰越額、不用額の圧縮、特に一括交付金につ

いては、これは努めなければならないというふうに

考えます。

○中川京貴委員 部長も御承知のとおり、これまでの

沖縄振興予算は、沖縄歴代の国会議員の皆さんをは

じめ、知事も政府に要請しながら、我々自民党会派

としても直接要請しながら取り組んできた事業なん

ですが、そこでやはり不用額が出たり、予算減額に

なったりすると、予算を使い切れないのかという間

違った国に対するメッセージを送ることにならない

のか、懸念されるところなんですよね。そういった

意味では、それが年々予算の減少につながっていな

いかなと思いますが、部長どう思いますか。

○宮城力総務部長 平成24年度来、それまで、一括交

付金、特にソフト交付金800億円台で推移してきたと

ころ、29年から、がさっと減額された。この要因が、

執行状況が悪いということでございました。それを

踏まえて、県ではソフト交付金、ハード交付金――

庁内の連絡会議の回数を多くしたり、不用のところ

から、あるいは増額を必要とするところに事業の流

用を行ったり、事業課で流用を行ったり、様々な取

組を行ってきました。引き続き執行率の向上に向け

て全庁的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○中川京貴委員 部長、先ほどの、ちょっと戻ります

けども、この沖縄振興予算には関係しないというこ

とを聞いて少しびっくりしているんですが、これを

決めるのは沖縄県じゃなくて、国じゃないんですか。

○宮城力総務部長 今まで、沖縄振興予算のそのもの

の執行率等については議論されてきたと記憶してお

ります。県予算全体の不用額であったり、繰越しと

いうものはなかなか内閣府とも話し合ってこなかっ

たものですから、全体としての不用額等については

関係ないという趣旨のお答えをいたしましたけれど

も、沖縄振興予算――中でも特に一括交付金につい

ては、執行率が非常に重要な要素になるというふう

に考えております。

○中川京貴委員 部長、ぜひ沖縄県のみならず、全国

的には、限られた財源で最大の効果を出すために県

職員が頑張っていると思っていますので、引き続き

努力していただきたいと思います。

次の質問に移ります。13ページの海岸漂着物等地

域対策推進事業。本当は私、この質問をやるつもり

じゃなかったんですが、少し答弁を聞いて、再度確

認をしたいと思っています。この当初予算がたしか

５億8000万あったと、しかし、１億8000万が事業執

行ができなくなったので国庫補助金がもらえないと。

この予算は、海岸漂着物等地域対策事業なんですけ

ど、この軽石以外には使えないんですか。

○久高直治環境整備課長 海ごみについても活用が可

能となっております。

○中川京貴委員 この事業は県管理のみに使えるんで

すか。先ほど、市町村からもメニューがあれば予算

措置できると言っておりましたが、市町村以外――

例えば国有地、防波堤、そこの瓶または発泡スチロー

ルといった漂着ごみにも活用できないんですか。

○久高直治環境整備課長 県と市町村が行うものにつ

いては補助が可能となっております。

○中川京貴委員 私のみならず、恐らく48名の県議会

議員の皆さんが沖縄の海岸を歩いたときに、誰もが

そこに海岸漂着物を見ていると思っています。それ

を、こんないいチャンスのときに、この１億8000万

を執行できないというのはいかがなものでしょうか。

○久高直治環境整備課長 本事業につきましては、市

町村とか関係機関、海岸管理者等と協議を重ねなが

ら進めているところで、それにプラスして軽石のほ

うの除去をしながらやっておりますが、この、今１億

8000万ございますけども、これについて市町村等と

も協議して、ちょっと要望がなかったというところ

で減額補正となったというところでございます。

○中川京貴委員 部長、これは一般質問、与野党を問

わずいろんな方々から、特に伊是名村、伊平屋村か

らも港湾施設、漁港に山積みになっていると、これ

を何とかしてほしいという要望がたくさん出ていま

したが、これは全て解決済みと判断してよろしいん

ですか。
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○金城賢環境部長 お答えいたします。

まず、今回１億8000万も減額をしている中にあっ

て、通常の海岸漂着物について使うことはできなかっ

たのかという御質問でございますけれども、これに

つきましては委員の御指摘のとおり、市町村からの

要望額、例えば令和３年度におきましては２億1600万

要求がございますけれども、実際の交付額は１億

1700万ということで、大体ここ二、三年は、市町村

の要望額に対して６割程度の交付となっております。

そういう意味で言えば、今回補正減をするものをそ

の分に回せなかったかという、質問でございますけ

れども、これについては、先ほど課長から答弁させ

ていただきましたけれども、６月と10月に市町村に

対して追加の要望がないかということを確認してお

りますけれども、その時点で要望がなかったという

ことで、今回、減額補正という形になっております。

一方で、市町村において、じゃ、漂着ごみは解決

されているのかという御質問でございますけれども、

私もこの間、宮古、石垣に行って海岸における漂着

ごみの状況を確認しましたけれども、かなりの量が

あって、この解決には時間がかかるという印象を持

ちました。令和３年度もこの漂着物の予算を使って

量にして550トン、立米で言いますと4000立方メート

ルの漂着ごみを回収しておりますので、この分につ

いては、県としても、引き続き国とも連携しながら、

この解決に対応していく必要があるというふうに認

識をしております。

○中川京貴委員 当初予算で５億8000万予算組んで、

この１億8000万を執行できない、また要望等がなかっ

たということを、ボランティアで海岸清掃している

方々とか、また、この沖縄の海をきれいな海にした

いと思っている方々が聞いたら、ショックを受ける

と思っていますよ。こういった国庫予算があるのに

もかかわらず、この皆さん方との話合いとか調整は

なかったんですか。

○久高直治環境整備課長 このボランティア団体につ

きましては、市町村を通して補助金を交付すること

が可能となっております。県では、このボランティ

ア団体とも協議会を開催しておりまして、毎年そう

いったボランティア団体からもお話を聞きながら進

めているところでございます。

○中川京貴委員 部長、もう先ほどから答弁を聞いて

いるとね、市町村から要請がなかったからこの不用

額が出たんだという説明に聞こえるんですが、いか

がでしょうか。

○金城賢環境部長 予算は単年度執行が原則でござい

ますので、先ほど申し上げたとおり、今年度につき

ましてはこの予算を今後執行するに当たって、どれ

ぐらい使用見込額が必要かということを市町村等の

意見も聞いた上で、今回１億8000万の減額補正をし

たということでございます。

○中川京貴委員 部長、実はですね、たしかおととし

だったと思っていますが、この軽石問題が出たとき、

我々は自民党会派として直接、党本部、政府に要請

したときに、茂木幹事長にも、また、官房長官に対

しても、これは沖縄の問題じゃないですよと――こ

の軽石問題が出たときに、世界中から日本の海洋関

係に対する意識を試されているんだと。ですから、

予算措置をしていただきたいということで、我々は

直接要請してきたんです。そしたら、茂木幹事長は

うるま市、北部のほうに現場視察までしていただい

て、謝花副知事もヤンバルの国頭の現場調査に来て

いました。僕らは同じ日でしたからね。これはもう

沖縄県の予算では無理だと、国の支援を受けるべき

だということで、国から支援を受けてきた予算だと

思っているんですよね。これは沖縄でしっかり陸揚

げをして軽石対策をしないと、これが本土に行くと、

本土からまた世界中にばらまかれるんです。それを

沖縄で止めるというぐらいの気持ちで我々は考えて

いるんだと言って予算措置をしてきたのに、この５億

8000万から１億8000万が執行できないというのは大

変ショックなんですよね。この辺は、私は今後そう

いうことがないようにもっと連携を組んで、これは

環境だけじゃなく、農林水産部など各部署とも組ん

で、この金あるから何とかできないかということの

旗振りをすべきじゃなかいと思いますが、いかがで

しょうか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、軽石に限ら

ず、県内における海岸漂着物ですね、ペットボトル

を参考にして、その割合をちょっと調査しているん

ですけれども、約50％が中国からになっています。

それ以外に韓国とかベトナムとか含めますと、約６割

が国外からのごみということで、このことについて

は九州地方知事会でありますとか全国知事会から、

国に対して、やはり国際レベルでの対応が必要だと

いうことで相手国に対して、この海岸漂着ごみ問題

についての解決を求めておりますし、私も昨年５月

ですかね、環境省の担当局長にお会いしまして、沖

縄の西表、特に状況を説明した上で、これはもう沖

縄県だけの問題ではないですということで、国レベ

ルでの解決をお願いしたところでございます。あわ

せて、九州各県の部長に対しても共同した形での国
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への要請という形でも少し相談させていただいてお

りますので、引き続き海岸漂着ごみの問題にしっか

りと取り組んでまいりたいというふうに思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 中川京貴委員の質疑は終わりまし

た。

上里善清委員。

○上里善清委員 じゃ、よろしくお願いします。

取りあえず、歳入のほうで、この上振れ要因とい

いますか、多分当初予算組んだときに下振れされた

ら困るので、低く見積もるという方法だと思うんで

すが、その考え方でいいんでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

歳入予算の編成に当たりましては、まず、あらゆ

る手段を取ってその的確に把握する必要があると。

とりわけ過大見積りの回避には努める必要がとても

重要だというふうに考えております。

そのための各歳入の性質に応じて、地方財政計画

でありますとか、地方債計画、政府予算内容、ある

いは過去の実績等の資料を勘案し、見込んでいると

ころでございます。

○上里善清委員 じゃ、個別にちょっと聞きます。３年

間コロナ禍でですね、事業者も雇用者もみんな苦し

い状況で、この県税が増えたというのはちょっと私

理解できないんですよ。これ要因としてどんなのが

挙げられますか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

まず、令和４年度の県税歳入当初予算につきまし

ては、直近の収入見込額ですとか、税制改正の影響、

あと、日銀短観等の経済指数を参考にするとともに、

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ

経済の回復傾向を踏まえまして、1412億5900万円を

見込んでおりました。しかしながら、ウクライナ情

勢、円安に伴う仕入価格や物価上昇の影響から、法

人２税につきましては減少していますけれども、そ

の一方で、ウイズコロナの考え方の下、社会経済の

正常化が進んだことによりまして、個人県民税、地

方消費税、それから自動車税などの主要税目の収入

実績が当初見込みを上回って推移していることから、

補正増を今回上程しているところでございます。

以上です。

○上里善清委員 県税の推移といいますか、２年ぐら

いでいいんですが、コロナが起こった頃からの比較

でいいんですけどね。県税、大体どれぐらいあった

んですか。

○前本博之税務課長 お答えします。

まず、コロナ禍前の――例えば令和元年度の決算

でございますけれども、1362億2000万余りとなって

おります。それから、一番コロナの影響を受けまし

た令和２年度につきましては1329億4000万余り、そ

れから令和３年度につきましては1402億4200万余り

と、昨年度はこれまでの最高を記録しているところ

でございます。

以上です。

○上里善清委員 あまりコロナと影響はないというふ

うに理解できますね。分かりました。

あと、皆さんからもいろいろと出ているんですけ

ど、予算を立ててですね、私たち県民からすると、

全額使っていただきたいというのが、多分願望だと

思います。特に一番大きいのは、多分ＧｏＴｏキャ

ンペーンのほうだと思うんですよ。この事業は昨年

10月からでしたかね、始まったのが。ですよね。今

年１月までで、１月以降また始まるということで３月

末までですか。90億という金額は、もうこれ業者に

とっては非常にありがたい事業ですのでね。この事

業、やり方がちょっとまずかったんじゃないかと私

は見ているんですよ。よく聞く話は、こういった事

業があるというのは分からない人が多いんですよ、

実を言うと。だから、宣伝が不足していたと私は思っ

ているんですが、その辺どうなんですか、部長。

○大城清剛観光振興課長 キャンペーンのＰＲが足り

なかったんじゃないかというお問合せでありますけ

れども、おきなわ彩発見キャンペーンＮＥＸＴの認

知、利用を促進するため、県としては特設キャンペー

ンサイトをいち早く立ち上げ、ＳＮＳやインターネッ

ト検索エンジン、民放公式テレビ配信サービスＴＶ

ｅｒを活用した各種デジタル広告の展開を行ってお

ります。また、航空会社及び大手旅行会社ＯＴＡと

の共同広告、新宿エイサーまつりやツーリズムＥＸ

ＰＯのほか、関連イベントと連動したプロモーショ

ンを展開するなど、あらゆる機会を活用してキャン

ペーンの告知、利用促進を図ってまいりました。そ

の結果、全国旅行支援が開始された10月以降の国内

観光は、順調に推移しており、10月から12月の国内

観光客数はコロナ禍前の令和元年同月比を上回るま

でに回復しております。４月以降も切れ目なく観光

事業喚起策を実施できるよう、令和５年度当初予算

に約161円を計上しており、引き続き回復基調にある

観光客の旺盛な需要を確実に取り込んでまいります。

○上里善清委員 間違っている。

○大城清剛観光振興課長 すみません、先ほどですね、

161円と申し上げましたけども、正式には161億円で
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ございます。訂正いたします。

○上里善清委員 できるだけ不用を出さないというの

が基本原則だと思うので、来年度もまたしっかりと

事業に取り組んで、不用率を減らしていただきたい

というふうに思います。これ要請として言っておき

ましょうね。

あと、個別の事業で、事業の番号46番、緊急小口

資金の貸付けなんですけどね。この返済というのは、

多分今年から始まると思うんですが、直近ですぐ返

さなさないといけないというのは、たしか１月から

でしたかね。ですよね。とてもじゃないけども今返

せる状況じゃないということで、減免を求めている

率といいますか、その辺分かるのであれば、ちょっ

と言ってください。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

特例貸付につきましては、令和５年１月末に一番

早い償還が始まります。こちらにつきましては、実

績を申しますと、緊急小口資金が５万6009件、107億

2720万2000円。また、総合支援資金が４万6136件、

244億8126万円。合計10万2145件、325億846万2000円

が償還の開始の対象となっております。このうちで

すね、この特例貸付につきましては、住民税非課税

世帯等を対象としました償還免除の制度がございま

す。こちらの免除申請につきましては令和４年６月

に、対象の借受人全世帯へ免除案内の申請書を送付、

郵送しておりまして、その結果現在ですね、償還免

除が決定しました件数につきましては４万3821件、

金額が153億8115万3000円――件数のほうが42.9％、

金額のほうが43.7％となってございます。

以上です。

○上里善清委員 ４割以上の方が、一応償還免除にな

るんですかね。

○榊原千夏福祉政策課長 償還開始前に免除の申請を

なされた方につきましては償還免除となってござい

ます。

○上里善清委員 分かりました。あとですね、何ペー

ジなのかな、皆さんが出した資料４から見ているん

ですけど、こどもの安心・安全対策支援事業なんで

すけど、例のバスの中に園児を取り残して死亡させ

たという事件以降だと思うんですけどね。この送迎

車に設置するシステムはどのような器具なんですか。

どういう器具なのかちょっと説明できますか。

○下地努子育て支援課長 バスに導入されるシステム

という形でよろしいでしょうか。そちらにつきまし

ては、降車時確認式の装置――エンジン停止後運転

手さんの車内の確認を促すための車内放送が始まり

まして、運転手等が置き去りにされた子供がいない

か確認しながら車内を移動し、車内後部の装置を操

作することで、警報解除で確認することであります

とか、あとは、自動検知式装置の作動とありまして、

エンジン停止から一定時間後にカメラ等のセンサー

により車内の検査を開始することによって置き去ら

れた子供がいる場合は検知します。それで、車外向

けの警報を発するというような装置になっておりま

す。

○上里善清委員 おおよそ何台に設置するんでしょう

か。

○下地努子育て支援課長 現在対象となる施設としま

しては、認可外保育施設で14施設、29台、私立幼稚

園で22施設、49台であります。

○上里善清委員 96番ですね、含蜜糖振興対策事業な

んですけど、このシステムちょっとよく分からない

ので、毎年、年明けに国と交渉しますよね。１トン

当たり幾らにしましょうとかいう交渉をして、今年

は１トン当たり幾らですというのが決まりますよね。

この事業のことを指しているでしょうかね、ちょっ

と内容を教えてください。

○嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

今、委員がおっしゃっているのは分蜜糖の国の交

付金単価になります。毎年11月末に三役と一緒に国

のほうに要請に行きまして、12月初めに生産者への

支援金、１万6860円という交付金単価が公表されま

す。それは分蜜糖地域の生産者に対して、国のほう

が直接農家のほうに交付金として支払うものになり

ます。

今回のこの含蜜糖振興対策事業につきましては、

午前中もお話ししましたけど、糖価調整制度という

のは分蜜糖地域にだけ適用されますので、含蜜糖地

域については適用除外となっていますから、この含

蜜糖振興対策事業で一括交付金を使いまして、どの

地域に住んでいても同じような支援が受けられるよ

うに含蜜糖地域の方には条件不利性の中に、生産者

からの買取り金額も含めての交付、支援という形に

なっております。

○上里善清委員 分かりました。この資料からやりま

しょうね、高規格ＩＣアクセス道路整備事業なんで

すけど、幸地インターのほうだと思うんですけど、

この用地買収というのはほぼ終わっていますか。

○砂川勇二道路街路課長 お答えいたします。

幸地インター線の用地買収ですけども、筆数ベー

スで言いますと約98％、面積で言いますと約94％が

完了となっております。
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○上里善清委員 うちの西原も期待している事業なも

ので、完成はいつ頃になりますか。

○砂川勇二道路街路課長 予算の状況もございますの

で、確定的なところは申し上げることがちょっと難

しいんですけども、今のところ2020年代中頃を目標

に事業を推進しているところでございます。

○上里善清委員 2020年の中頃というのは2026年度と

いうことになるんだね。

○砂川勇二道路街路課長 中頃ですね、25から27とか、

そういうイメージで思っていただければいいかと思

います。

○上里善清委員 西原もとても期待している事業です

ので、早く開通できるように頑張ってください。お

願いします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 上里善清委員の質疑は終わりまし

た。

先ほど上里委員の質疑に対する答弁で榊原福祉政

策課長から答弁を訂正したいとの申出がありますの

で、発言を許します。

榊原千夏福祉政策課長。

○榊原千夏福祉政策課長 先ほど、令和５年１月末時

点の償還開始対象の金額のうち、352億と申し上げる

ところを325億と説明してしまいましたので、おわび

して訂正いたします。

○比嘉瑞己委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。

質疑をさせていただきますが、まず、全体版の資

料からお聞きしたいと思います。今さっき、上里委

員が14ページの46番の事業について質問をされまし

た。私ちょっと補足的な質問をさせていただきたい

と思います。先ほどこの１月から償還がされる予定

のものというのが、非課税については免除になると

いうお話がありました。今、本当にコロナが落ち着

きつつあるわけですけれども、それで仕事を失った

場合とか、それからコロナに追い打ちをかけて、い

わゆる物価高騰という状況があります。そういうこ

とを踏まえて、非課税のみならずですけれども、２期

の貸付けも始まっていますよね。２期という言い方

がよくないですけれども、令和５年度からの貸付け

の延長等もあるかと思いますけれども、この非課税

以外の方々についての対応策というのはあるんで

しょうか。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

まず１点目といたしまして、貸付けに関しまして

は令和４年９月30日で終了してございます。また、

償還に関します免除につきましてですけれども、非

課税の判定以外にも、生活保護の受給でありますと

か、また身体障害者等の手帳の保持の方々につきま

しても、免除となられる判定になっております。ま

た、免除要件には該当しないものの、返済が困難で

あられる借受人の方に対しましては、個々の状況に

応じまして、償還の猶予ですとか、分割納付などの

対応を行っているところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

同じページの48番についてお聞きしたいと思いま

す。新型コロナウイルス感染症対策事業の高齢者福

祉についてですけれども、この事業の補正の目的に

ついてお伺いしたいと思います。

○大城清剛観光振興課長 お答えします。

まず最初に、事業の概要をちょっと説明させてく

ださい。当該事業については新型コロナウイルス感

染症が発生した介護施設等に対するサービス提供体

制確保に係る経費を補助する事業でありまして、そ

ういったマスクやガウンなどの衛生資材等の購入費

用、職員の割増賃金等や施設内療養者の増加に伴う

増額補正であります。補正の理由としましては、特

に、昨年の夏場以降に県内全体で感染が拡大したこ

とに伴いまして、高齢者施設内療養者数が増加した

こと等により、所要額が当初の見込みより上回るこ

とによる補正の増というふうになっております。

以上です。

○比嘉京子委員 ここで使われている、かかり増しと

いうのは、今言う、消耗品等の増ということの見込

みという理解でよろしいんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長 そういったマスクとかガウ

ンとかですね。あと、特に施設内療養のほうが多かっ

たものですから、それに係る経費のほうが大きな理

由であります。

○比嘉京子委員 分かりました。

では、16ページの58番、お願いいたします。

子どものための教育・保育給付費というところで、

１億4274万2000円の増額がありますけれども、まず、

その補正の事業の内容についてお願いします。

○下地努子育て支援課長 事業の内容につきましては、

本事業は市町村が保育所等へ支給する施設型給付費

等、運営費などに要する費用について、子ども・子

育て支援法の規定に基づき、県がその４分の１を負

担するものです。

○比嘉京子委員 もう少し詳しく事業内容をお願いし

ます。
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○下地努子育て支援課長 子ども・子育て支援法の規

定に基づきまして、市町村が支弁する施設型給付等

に要する費用及び施設等利用給付に要する費用の一

部を県が負担及び補助することにより、子供が健や

かに成長するよう支援する事業となっております。

○比嘉京子委員 この公定価格は、国、県、市町村の

割合を教えてください。

○下地努子育て支援課長 国が２分の１、県が４分の

１、市町村が４分の１の負担割合となっております。

○比嘉京子委員 加算は何の加算でしょうか。そして、

その割合は幾らぐらいでしょうか。

○下地努子育て支援課長 主な補正内容としましては、

加算としましては、令和４年２月から９月までの間、

経済対策として臨時にされていた保育士の処遇改善

加算措置が令和４年10月以降制度化され、公定価格

に新たな加算項目が設置されたことに伴う増額補正

となっております。

具体的には、保育士等の収入を月額9000円程度引

き上げる内容となっております。

○比嘉京子委員 国の――これは県としてですけれど

も、今までにもいろんな加算をやってきたと思うん

ですね。本質的なところが変わらないので、なかな

か、１人当たり9000円にはいかない現状があるかと

思いますが、それについては理解されておりますで

しょうか。

○下地努子育て支援課長 ただいまの9000円について

ですけれど、公定価格に見合う――いわゆる配置を

している方々、例えば10名なら10名という形の方々

が、それぞれ9000円上げるような形のほうでの公定

価格の支払いをします。ところが、園において、そ

の10名では仕事が回らないということで、13名とか

12名とか雇ったりしたとします。そうすると、その

分――10名であれば9000円だったところが、13名に

なりますと１人当たり7000円ぐらいのアップという

形のものになりまして、結果として、みんながみん

な9000円上がるという状況にはなっていないと理解

しております。

○比嘉京子委員 これまでの加算についても問題がか

なりあると思うんですけれども、園によっては、極

端な場合は、もううちは要りませんという園もかつ

て――キャリア７年以上の４万円という問題等も

あったと思うんですね。このこともそうなんですけ

ど、１人当たり9000円アップするといったときに、

園が申請をしてやると思うんですけれども、この

9000円がきちんとその一人一人の保育士に届いてい

るかどうかのチェックをするというやり方というの

は、何か国から指摘といいますか、助言があったん

でしょうか。

○下地努子育て支援課長 その一人一人に渡っている

かということにつきましては、市町村のほうで審査

することとなっております。

○比嘉京子委員 これは県に言うことではないかもし

れませんけれども、今、厚労省は保育所に11時間開

所ということを提案していて、実際に11時間以上、

皆さんの仕事の実態としては11時間、12時間の勤務

環境になっているわけです。厚労省が言う配置基準

からすると、８時間労働分しか公定価格に入ってい

ないわけです。８時間労働分の人数しか入っていな

いところに、その人数分のベースアップが来るわけ

です。でも、現場はどうなのかというと、ほぼ８時

間労働では人が回せないわけです。その回せない理

由として約1.5倍から1.6倍、人材確保を余儀なくさ

れているわけです。しかし、公定価格には人数分し

か来ていないんです。そうすると、どうしても頭割

りでシェアしていくので、保育士の給与は他の産業

に比べて安いんだということを言うわけです。その

安い上に、人数分しか来ない9000円があるわけです。

そうするとどうなるかということなんです。いわゆ

る、国に皆さんが訴えていくべきことは、きちんと

それが回るように、11時間労働ではいけないという

ことを声に出して言っていく、知事会等にも出して

いく。こういうことをやらない限り、私は保育の問

題は片づかないと思っておりますが、部長いかがで

すか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 保育士の処遇改善に

つきましては、これまで公定価格の見直し等により

まして、また加算等によりまして、ちょっと今数字

は持っておりませんけれども、この数年間で、かな

りの額の改善がなされてきたというふうに認識をし

ているところでございます。ただ、今、委員がおっ

しゃられたように、全産業に比べるとまだ低いとい

う状況がございます。今般、9000円の処遇改善につ

きましては、当初は補助金という形で交付をしてお

りますけれども、この後は公定価格の中で交付をさ

れるということになっております。これについては、

確実に人件費として個々の給与に反映されるように

ということで、指導監査等において確認をしていき

たいと思います。また国に対しても、公定価格であ

るとか、保育士の配置基準を含めて、全国知事会と

連携しまして、要請をしていきたいというふうに考

えております。

○比嘉京子委員 根本的なところを解決せずに、加算
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であるとかいうようなことの繰り返しを、ぜひとも

見直すということです。そのちょうど上のほうにあ

りますように、56番で、ここは保育士の資格を持た

ない人の補助者をといったときには、８億余りの予

算がオーバーになって要求されているわけですが、

後ろのほうを見ますと、19ページにあるように、認

可外保育所の問題にはマイナスになるというような

状況があるわけです。これは全て、根本的な問題に、

保育士資格を持つ者を公募しようとするとなかなか

いないけれども、保育士資格を有さない者で補助的

な人を集めようとすると人が集まるという、この状

況を根本的に変えていかなければ、事件、事故等踏

まえて、バスの置き去りであるとか、いろんなとこ

ろにいくということを、ぜひとも沖縄県から声を出

していくということをお願いをしたいと思います。

では次、25ページの101番、最後にやりたいと思い

ます。きのこの生産資材導入支援事業についてお聞

きしたいと思います。金額的には716万3000円ですけ

れども、まずこの補正の内容についてお聞きします。

○近藤博夫森林管理課長 本事業につきましては、生

産資材の価格高騰によるキノコ生産者の経営への影

響を緩和するため、次期生産に必要な資材の導入費

の支援を行うということで補正予算を計上している

ところでございます。

○比嘉京子委員 そもそも論で申し訳ないんですが、

どのような資材が必要なんでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 具体的な資材としましては、

次期生産に必要な菌床、種菌、おが粉、それから培

地基材とか、あと培地袋、それから栽培瓶、そういっ

たものが資材の支援の対象となっております。

○比嘉京子委員 私は、あまり大きな自然に左右され

ないキノコ栽培、前からぜひ100％の自給率を目指し

ていったらどうかなということをずっと思っており

ましたので、今回質問させていただいていますけれ

ども、沖縄県のキノコ栽培の現状といいますか、生

産自給率、それから種類等についてお聞きしたいと

思います。

○近藤博夫森林管理課長 まず生産自給率ですけども、

40％となっております。

それから、すみません、ちょっと前半のほうが聞

き取れずに申し訳ありません。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、森林管理課長から質疑内容の確認

があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

近藤博夫森林管理課長。

○近藤博夫森林管理課長 種類につきましては、菌床

シイタケ、アラゲキクラゲ、エノキタケ、ブナシメ

ジ、エリンギ、クロアワビタケが生産されておりま

す。

○比嘉京子委員 もっともっと広げていただいて、で

きるだけ、マッシュルーム等もかつてはやっていた

時期があったと思うんですね。やっぱりこれだけ観

光客が多く入ってくる中において、フレンチやイタ

リアン等、様々な食材としても非常に重宝で、時価

も高いんですよね。そういうものをもっともっと沖

縄県で栽培を展開していくことを望んでいる者の一

人ですけれども、今後の方向性はどうでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 我々としましては、委員が

おっしゃいましたように、県産キノコの安定生産、

それからあと増産体制の構築を目的に、生産施設整

備の資金の貸付け、そういったものを支援していき

たいというふうに考えています。また、先ほど40％

と、自給率を申し上げましたけども、我々としては

もっと自給率を上げていきたいということも思って

いますし、また新たなキノコについても、沖縄県と

して有望なキノコについても、今後開発していきた

いと思っておりまして、当面、我々としては県産キ

ノコの認知度向上と、それから消費拡大を目的とし

まして、沖縄キノコのロゴマークを商標登録してお

りまして、生産者に対してロゴマークの使用を積極

的に働きかけていきたいと。また、各種イベント、

ＳＮＳ等を活用して、普及ＰＲ活動を行って県産キ

ノコのブランド化に向けて取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

○比嘉京子委員 これからも質問していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 比嘉京子委員の質疑は終わりまし

た。

島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

私からは、まず、新型コロナの対策についての関

連で質問したいと思います。本当に、2020年からコ

ロナが発生をして、今年で３年。もう、ずっとコロ

ナの対策で、執行部の皆さんも本当に御苦労された

と思います。感染拡大が今減少しているような状況

でもあるんですけれども、やはり引き続きこの対策

というものはやっていかなきゃいけないという立場

でもあります。そこで伺いますけれども、新型コロ

ナ対策関連は、今補正予算、いろいろ提出されてい

ますけれども、特徴を教えていただけますか。
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○又吉信財政課長 お答えします。

２月補正では、全体としては12事業なんですけど

も、プラスマイナス両方ありまして、総額としては

マイナス28億7700万円を計上しております。増の要

因としては、生活福祉資金貸付事業のほうで約34億

円、それと先ほどありました新型コロナ感染症対策

――高齢者施設等でサービス継続するためのもので

約13億円、それと医療機関における病床確保に対す

る支援に要する経費の不足が見込まれることに伴う

増額で8.5億円というような増額を計上しておりま

す。一方で、ＧｏＴｏおきなわキャンペーンのほう

でマイナス90億、それとおきなわ事業者復活支援金

のほうで約６億の減額補正というような内容となっ

ております。

○島袋恵祐委員 分かりました。

それで、今回、最終の補正という形になるかなと

思うんですけれども、今年度のこの新型コロナ対策

関連予算額の執行状況と見込みも分かれば教えてい

ただけますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

今年度７次にわたって補正予算を組んでおりまし

て、総額で1804億円のコロナ関連の予算を計上して

おります。流用等も含めて１月末の負担行為ベース

の執行率なんですけども、約88％というふうになっ

ております。

○島袋恵祐委員 ちょっと細かく聞くんですが、保健

医療部関連のコロナ対策関連予算額の執行状況と見

込みを教えてください。

○古市実哉保健医療総務課長 保健医療部におけます

新型コロナウイルス関連予算についてお答えします。

保健医療部の新型コロナウイルス感染症対策関連予

算としましては、当初予算額で申しますと247億

8748万1000円で、補正等予算額で456億3952万5000円、

計で704億2700万6000円となっております。参考に、

執行率で申しますと、80.5％ということになってお

ります。

以上です。

○島袋恵祐委員 今年度も、波はあったんですけれど

も、やっぱり流行もある中で、補正も組んで対策を

講じてきた流れかなというふうに思うんですけれど

も、この執行状況とかも、全体では88、保健医療部

としては80％を超えているところなんですけど、皆

さんのその評価というものはどうなんでしょうか。

○糸数公保健医療部長 お答えいたします。

新型コロナウイルス、特に医療提供体制、あるい

は検査等に関する予算は、当初予算もそうでしたけ

れども、３か月区切りでずっとその感染状況等を見

ながら、適宜増減をしながら要求しています。そう

は申しましても、令和４年度の前半部分はかなり増

えましたので、どんどん増えていく入院患者、ある

いは検査需要等に対応するために予算をずっと組ん

できているところです。今は減少基調となっており

ますけれども、令和５年５月７日まではまだ同じよ

うな取扱いですので、次年度の当初予算も含めて、

必要な額についてしっかりと確保して、医療逼迫等

が起きないようにしていきたいというふうに考えて

います。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ちょっと事業のほうからも聞いていきたいと思う

んですけれども、事業で新型コロナ感染症受入病床

確保事業なんですが、事業の概要と今年度の実績を

教えてもらっていいですか。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

受入病床確保事業につきまして、この事業は、国

の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を

活用して、コロナ患者を受け入れるために、空床と

なった病床等に対して、病床確保料を補助する事業

となっております。令和５年２月末時点で２月補正

前の予算額242億4008万7000円に対して、交付決定額

242億3277万9000円、執行率99％を交付決定しており

ます。このうち実績が確認できた165億7785万8000円

について支出の手続まで済ませております。

以上です。

○島袋恵祐委員 この実績の中で、この確保事業にお

いて、どのぐらいの病床を確保することができたの

かという数字は分かりますか。

○國吉聡感染症医療確保課長 病床の確保については、

入院患者数とか医療フェーズによって変わってくる

んですけれども、最大でトータルで1000床近くの病

床を計画しており、今直近では740床余りの病床を確

保しているという状況でございます。

以上です。

○島袋恵祐委員 この事業概要の中身で、この経費の

不足が見込まれるということで説明が書いてありま

すけど、それはどういった理由なんでしょうか。教

えてください。

○國吉聡感染症医療確保課長 この事業につきまして

は、感染状況であるとか、国の財政支援等について、

あらかじめ見込んでおくことが難しいため、当初予

算においては当面の３か月間、要は４月から６月分

までを措置して、その後は補正予算のたびごとに、

そのときの情勢を踏まえて、補正予算による対応と
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いうことで予定しておりました。今回、直近の予算、

９月補正の後は、11月補正というのは、感染状況を

見て見送ったんですけども、最後３月まで見込んだ

ときに、やはり流用とかをしても不足する部分が出

てくるということで、補正予算に上げさせていただ

いたところです。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。

これは先ほども話があるように感染が減少傾向に

なっていると思うんですけれども、もしまた流行し

た際には、その病床確保という事業は、きちんと速

やかに実行することができるんでしょうか。教えて

ください。

○國吉聡感染症医療確保課長 今年度につきましては、

見込みのものをそのまま準備しているところです。

それから来年度につきましても、少なくとも５月７日

までというのは、今の病床確保の制度というのが残

りますので、そこにかかる予算というのをしっかり

と確保していこうと思っています。

以上です。

○島袋恵祐委員 分かりました。引き続き頑張ってい

ただきたいと思います。

次ですけれども、23ページの95番、ワクチン・検

査パッケージ等活用促進事業ですけれども、これの

実績を教えていただけますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

ワクチン・検査パッケージ等活用促進事業は、ワ

クチン・検査パッケージ及び一般無料検査の２つの

事業から構成されており、いずれの事業においても

感染拡大時に活用できるものです。令和４年度のワ

クチン・検査パッケージは８月末で一旦終了してお

り、実績は４月から８月までの合計で、件数が１万

1687件、実績額が3917万9000円となっており、一方、

一般無料検査については、４月から12月までの合計

で、件数が100万3102件、実績額が57億8773万円となっ

ております。

以上です。

○島袋恵祐委員 県が一生懸命取り組んで、このワク

チンや、特に無料ＰＣＲ検査、本当に県民の皆さん

も大分利用されてきたものかなというふうに思うん

ですけれども、今このＰＣＲ検査なんですけれども、

１日当たりの実施数を増やしてきたと思うんですが、

現在１日当たりどのぐらいの検査が可能なのかとい

うのは分かりますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 検査能力について

は、かなり拡充してきたところです。

単純な計算でいいますと、１日当たり３万件ぐら

いまでは検査は可能となっておりますけれども、た

だ３万件フルで行けるかというとそうでもなくて、

大体検査機関が約７割の稼働状況となっていますの

で、２万5000件ぐらい、能力としてはそれぐらいな

のかなと思っています。

○島袋恵祐委員 本当に皆さんの努力が、ここまで実

施、検査できる数を増やしてきたなというふうに思

います。特にこの検査等々、やはり今後も引き続き

必要なものだと思うんですけれども、この事業の今

後の展開とはどのように考えていますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

この一般無料検査等の検査事業については、この

継続については、毎月、国と協議しながら進めてい

るところです。翌月の実施について、国と月単位で

協議して決めてやっているところなんですけれども、

３月末までは実施することはもう確定しておりまし

て、４月以降については、これからまた国と協議を

することになりますけれども、今の感染状況と、そ

れから今までの流行の状況も、例えば５月の連休ぐ

らいからまた増えてきたりもしますので、そういっ

た状況も勘案しながら国と協議をして、次の月の検

査の実施については決めていきたいというふうに考

えております。

○島袋恵祐委員 これだけ予算もつけて、検査の数も

増やしてきたと思うので、コロナの検査ももちろん

なんですけど、このＰＣＲもまた、次の活用とかそ

ういったものも含めて、これから検討していくこと

が必要なのかなというのは私も思いますので、ぜひ

その辺の考え方もやっていただけたらと思います。

このコロナに関して最後、保健医療部長に聞きた

いんですけれども、今政府が５類へ引き下げるとい

うことを決めて、コロナについてのいろいろ緩和策

が出てきている状況だと思うんですけれども、県と

しても政府の方針どおりにこういったコロナの感染

対策、緩和も進めていくんでしょうか教えてくださ

い。

○糸数公保健医療部長 お答えいたします。

国のほうが、３月の上旬、もしかしたら今週中と

も思っていますけれども、５月８日以降の方針につ

いて、ある程度示されるというふうに聞いておりま

すので、入院病床はどうなるかとか、検査費用がど

うなるかとか、様々な方針が決められると思います。

段階的に縮小していったりとか、あるいはすぐ終

了したりとかということが一旦出ると思いますけれ

ども、それを沖縄県がどういうふうに運用といいま
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すか、取り扱っていくかについては、専門家の先生

方の意見、あるいは現場の先生の意見も確認して、

そして対策本部でしっかりほかの部局とも議論しな

がら決定していくというふうに考えておりますので、

取りあえずは国の次の公表される内容について、しっ

かりと確認していきたいというのが今の状況でござ

います。

○島袋恵祐委員 ５類に引き下がったからといって、

コロナ自体のそういった感染力というか病気のその

もの自体が何か変わるということではないわけです

ので、引き続き県としても県民が不安にならないよ

うな感染対策をしっかりと講じてもらいたいと思う

んですけれど、どうでしょうか。

○糸数公保健医療部長 今、御指摘していただいたよ

うに感染力が特に弱まるということでもないですし、

リスクの高い方が感染すると、まだ一定程度、重症

化する方もいると思いますので、個人個人の感染対

策をしっかりするというふうなことはもちろん最低

限というか前提となっております。マスクの取扱い

等はまた議論があると思いますけれども、そういう

ふうに全体を緩めてもいいということではないとい

うのはしっかり県民に伝えながらも、その新しい制

度の運用を検討していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。最後ですけれども、７ページの14番、赴任旅費

支給費についてです。確認を１つさせていただきた

いんですが、先ほど別の委員からの質問の中で、実

費支給もされているということでの話の中で、実費

支給についても、この予算の当初より下回ったとい

うお話があったんですけれども、すみません、もう

一度そこを確認させてください。

○知念百代人事課長 委員おっしゃいますように、実

費支給についても、当初見積もっていた人数から下

回ったというところで補正の減となっております。

○島袋恵祐委員 前回、私一般質問でもこの件取り上

げて、特にこの自家用車を持っていけないという話

もされていて、自家用車のそういった費用もきちん

と支給してもらいたい。ましてやまた、赴任費が足

りないという話もあるという中で、この実費も支給

額を下回ったからといってそれを何かもっと――足

りないという人にきちんと支給できて、そういった

ことがなくなるような、そういう制度というんです

かね、仕組みというのを私からもちゃんとつくって

もらいたいと思うんですけれども、今実態調査もさ

れるということでこの間お話もあったんですけれど

も、それも含めてきちんと改善する必要があるんじゃ

ないかなと思うんですが、どうでしょうか。

○知念百代人事課長 今回の補正減の中には、この車

の運搬料というのは対象経費として含まれておりま

せんので、当初の計上の中には、その車の運搬料と

いうのは含めておりません。

ただ今回、本会議の中でも議論がありましたよう

に、車の移転料について自己負担があるという声が

あります。これを対象にしていくかどうかについて

は、国、それから他の都道府県等の状況も見ながら、

均衡の原則をもって図っていく必要があるというふ

うに考えております。知事部局のほうで、定額の範

囲内で車の運搬を賄えているといったような状況も

ありますので、そういった実情がある一方で、教育

委員会などでは非常に負担が重いといった声もあり

ます。そういうことからしましても、教育委員会と

も連携しながら、実際の費用負担についての実態の

把握に今努めていこうというところで、令和５年度

の赴任の状況のほうを把握してまいりたいと思いま

す。

以上です。

○島袋恵祐委員 どこの部局でも、きちんとした実費

負担で全て賄えるような、そういったものにしても

らいたいということが要望ですので、ぜひその取組

方をお願いしたいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 以上で島袋恵祐委員の質疑は終わ

りました。

休憩をいたします。

午後３時30分休憩

午後３時50分再開

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

まず１点目ですが、物価高騰の関係で、国の補正

に対応するという予算になっているかと思います。

その観点から言うと、物価高騰に関する事業者及び

生活者支援の主な事業の予算額について確認します。

お願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず、２月補正においては、国の支援の対象とな

らない県内の特別高圧受電契約の事業者に対して、

国が実施する事業と同等の支援を実施するために要

する経費として、31ページの131番のほうで、１月か

ら３月まで約4.8億、それと、25ページの101番、き

のこの事業で約700万、というふうにして予算計上し

ているところでございます。
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○瀬長美佐雄委員 移ります。13ページの45番、米軍

航空機騒音対策事業が減額となっていますが、事業

概要や、事業目的について確認します。

○渡口輝環境保全課長 お答えします。

当該事業は、沖縄振興特別推進交付金を活用し、

これまで十分に把握できていなかった嘉手納、普天

間両飛行場における夜間の航空機騒音の実態を把握

することにより、航空機騒音による睡眠障害等の健

康リスク評価を実施するものであります。具体的に

は、嘉手納飛行場周辺５地点、普天間飛行場周辺４地

点の航空機騒音測定器を航跡データが集積できる機

器に入れ替え、データを収集し、得られたデータか

ら夜間の騒音コンター図を作成して、専門家による

健康リスク評価を実施する計画となっております。

○瀬長美佐雄委員 そのデータに基づいてどういう結

果が出るのかという点では、どんな流れになるのか

お願いします。

○渡口輝環境保全課長 この健康リスク評価ですけれ

ども、本事業では、嘉手納、普天間飛行場周辺の航

空機騒音の実測データを基に作成する夜間コンター

図を用いて、夜間の航空機騒音により飛行場周辺地

域の住民が受けることが見込まれる睡眠障害などの

リスクにつきまして、欧州ＷＨＯ環境騒音ガイドラ

インなどの最新の知見を照らし合わせた評価を専門

家により行うこととしております。

○瀬長美佐雄委員 ですから、その専門家が出すそう

いった結論的なのをどう活用するか。

○渡口輝環境保全課長 県は、これまで国に対し、騒

音測定結果を基に夜間騒音に係る環境基準の設定を

求めてきたところですが、進捗が見られない状況と

なっております。健康リスク評価を行うことにより、

夜間の航空機騒音が基地周辺地域の住民に対して睡

眠障害などの健康に及ぼすおそれがあるかを明らか

にし、その結果を基に、国に対し環境基準の設定を

強く求めていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 分かりました。

14ページの49番、積立金という形になっています

ので、この事業実績というか、事業概要、どのよう

に活用されるのかということでお願いします。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

当該事業につきましてですが、地域医療介護総合

確保基金積立金については、地域における医療及び

介護の総合的な確保を推進することを目的とした、

同基金への積立てを行うための歳出事業であります。

地域医療介護総合確保基金は、国３分の２、都道府

県３分の１の負担の下に設置し、介護従事者の確保

や介護施設等の整備に関する事業に活用しておりま

す。さらに、介護事業者等が感染対策のために行う

介護従事者の確保に要する経費や、施設内療養等に

係るかかり増し経費を補助する新型コロナウイルス

感染症対策事業についても、当該基金を活用して実

施しているところであります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 積み増し、かかり増し経費で、補

正後は24億余りですかね。要するに、どこがこの事

業に、必要なところに出すという点ではどんな流れ

になるのか教えてください。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。

今のかかり増し経費についても、令和４年度の当

初予算で3300万余り計上した後、６月補正、11月補

正と増額をし、今回の２月補正で13億余り、先ほど

来答弁させていただいておりますが、そういった積

立てを行いまして、その基金を繰り出して、かかり

増し経費の補助のほうに充てるという流れとなって

います。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 次は、19ページの73番、保育士確

保対策強化事業について、事業概要、減額の理由、

あるいは実績についてもお願いします。

○下地努子育て支援課長 お答えします。

保育士確保対策強化事業は、待機児童解消に向け、

保育士の新規確保や離職防止を図るものとなってお

ります。具体的には、保育士試験対策講座の実施、

県外保育士の誘致、保育士の正規雇用化の促進、年

休等を促進しやすくするための代替保育士配置を支

援するとともに、沖縄県保育士・保育所総合支援セ

ンターによる保育士確保の包括的な支援を行うもの

となっております。減額の主な理由は、代替保育士

の配置支援について補助対象となる代替保育士の確

保が困難であったこと等の理由から、市町村の補助

金申請が見込みを下回ったことによるものです。

○瀬長美佐雄委員 補正後３億6000万余りが活用され

ているんだろうという点で、実績として待機児童解

消にどう効果があったのかという点ではどうでしょ

うか。

○下地努子育て支援課長 これは事業を使いまして、

保育士さんの休みやすさでありますとかそういうこ

とを確保することによりまして、その処遇改善を図

ることにより保育士の定着が図られ、そのことによっ

て待機児童の解消に結びついたものと考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
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続きまして、21ページをお願いします。

81番、こども医療費助成事業、中学校まで拡大し

たということですが、これの状況をお願いします。

○古市実哉保健医療総務課長 こども医療費助成事業

につきまして、まず、事業概要について御説明しま

す。本事業は、市町村が実施するこども医療費助成

の２分の１を県が補助することで、子供の疾病の早

期発見、早期治療を促進し、子供の健全な育成を図

るとともに、保護者の経済的負担を軽減するもので

ございます。県におきましては、令和４年４月から

県内全ての市町村において通院対象年齢の中学校卒

業までの拡大と現物給付――いわゆる窓口無料化が

実施されております。これにより、これまで経済的

理由で受診を控えていた世帯の受診につながったの

ではないかというふうに考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 増額になった要因は、今言う医療

にかかりやすくなったというふうなことと分析して

いるのか。あと歯科の治療が具体的に増えたのか、

個別に調べているのであればお願いします。

○古市実哉保健医療総務課長 まず、増額理由ですけ

れども、令和４年度上半期の実績というのがもう出

ておりますので、それを使いまして上半期を含めた

年額を試算しましたところ、当初予算編成時の見込

みを上回っておりますので、先ほどお話ししたよう

な理由もその影響にあるのかなというふうには考え

ているところです。

また、歯科の受診につきましてですけれども、歯

科受診の増減につきましては、今回の制度拡大が今

年度からということから、過去の実績との比較とい

うのは難しいところであると考えております。今後、

令和４年度の実績を含めまして、歯科の受診の状況、

そういった推移を注視していければというふうに考

えております。

○瀬長美佐雄委員 医療にかかりやすいようにすると

ともに、健康な状態をつくっていくという点に対す

る効果も期待できるわけで、そういうことの視点と

して、子供たちの健康管理も追跡して分析するとい

うのも必要かなと思うんですね。例えば、歯科検診

して経済的な理由でなかなか歯科にかからなかった

という皆さんもどれだけ増えて、実際それが虫歯も

減ってと、健康状態を維持してと、そういった視点

からの分析も必要だと思うんですね。そういったふ

うな視点での見方、それを考える部署についてどう

なるのか伺います。

○古市実哉保健医療総務課長 まず、児童生徒の健康

増進の分析ということでございますけれども、いろ

いろなデータというのはあるかと思います。ただ今

回こども医療費助成事業で、令和４年４月から中学

生までの現物給付化というのが図られましたので、

この事業によって医科あるいは歯科、調剤、そうし

た診療区分、あるいは年齢、そういったものの実績

を踏まえて、分析評価をすることで児童生徒の健康

増進の取組に活用することができるのかな、活用し

ていければというふうに考えております。そこら辺

は関係部局と連携、データの共有をしながら、取り

組むことができればというふうに考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 現物支給に伴ってペナルティーが

発生するということとの関係で、国保――３年後ぐ

らいにその額の支給と。ただ計算上は一定判断でき

るのかなと思うんですよね。そこで言うと、ペナル

ティー分についても、今回増額になっているという

ことの関係でも増えるのか、どれぐらいの額になり

そうだということになるんでしょうか。

○古市実哉保健医療総務課長 ペナルティー分の見込

みということでございますけれども、御承知のとお

り県では市町村の現物給付の実施に伴い使用する国

民健康保険の国庫負担減額調整措置――いわゆるペ

ナルティーの措置を補助するこども医療費助成現物

給付支援事業を令和４年度から実施しているところ

でございます。本事業は、当初予算額で4599万円、

２月補正予算額で229万3000円、計4828万3000円とな

る見込みでございます。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり本来は国の制度であるべ

きだということと同時に、このペナルティーは速や

かに解除してもらうと。そうすれば３年後にそこの

額を収めなくてもいいという関係もあるので、強力

に働きかけるべきだと思いますが、その取組につい

て伺います。

○古市実哉保健医療総務課長 ペナルティーの廃止に

つきましては、県としましてもやはり国民健康保険

の国庫負担金減額調整措置の廃止につきまして、こ

れまでも全国知事会ですとか、全国衛生部長会を通

して国に要請してございます。引き続き国に強く要

請してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、30ページの127番、

漁港漁場災害復旧事業費、これについて、説明に軽

石との関わりもあるので、この事業の概要で、結果

をお願いします。

○久高直治環境整備課長 先ほどの答弁とも重なるん

ですけども、港湾・漁港・海岸における国、県、市
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町村等における軽石の回収量は、令和５年１月31日

現在で約10万4000立方メートルとなっています。こ

のうち市町村による回収は約２万立方メートルと

なっております。県では市町村とも連携しながら軽

石問題に対応しておりまして、情報共有、回収費用

の補助、県広域仮置場の確保、市町村が回収した軽

石の処理などを行ってまいりました。現在の状況に

つきましては、波や風の影響で軽石が再漂着するこ

とが時折見られるものの、以前のように大量に漂着

して影響が生じるような状況にないものと考えてお

りますが、状況を注視している状況でございます。

○瀬長美佐雄委員 先ほどこの軽石の活用について

は、アイデアがあって、それに基づいて動いている

状況がありました。県としてストックしているわけ

にもいかないので、速やかにこれを活用するという、

ある意味では積極的な働きかけが求められると思い

ますが、そこら辺の動きはどうなっているんでしょ

うか。

○久高直治環境整備課長 おっしゃるように、そういっ

たまず民間のいろいろなアイデアを活用しながら、

県でも活用するということをしておりまして、年末

に募集をかけましたところ、88のアイデアがござい

ました。そのうち、県のほうで４つのアイデアにつ

いて実証事業をしているところです。例えば環境部

のほうでは軽石を赤土のろ材として使うための栗石

として活用する実証試験だとか、あと、農林水産部

で農業のポット栽培用の軽石に使うとか、そういっ

たもののアイデアの検証をしているところでござい

ます。それと同時に、農家の方とか一般の方々から

この軽石が必要だということで、350トンほど無償譲

渡をしているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 アイデアとともに事業化をして、

これを再利用というか、今の環境問題に寄与すると

いう点では、やっぱりそれだけの量があるので、き

ちんと活用できれば有効かなと思うんですよね。こ

れについて展望が見えるような状況はまだまだ難し

いのか、あるいはもう芽生えているということなの

か。今言う実証実験との関わりでもどんな状況かお

願いします。

○久高直治環境整備課長 今、回収した軽石について

は、ほとんどが鉱山跡地などへの埋め戻し材として

活用されております。それを今進めているところで

す。それ以外に、民間からアイデアがありましたも

のを、またいろいろと応用してできないかどうか、

県も検討しながらこれも活用していただくというふ

うに考えております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、31ページの131番、

特別高圧受電契約事業者支援事業についてですが、

この事業の対象になる業種といいますか、それにつ

いて確認したいと思います。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

今年１月から実施されている国の電気・ガス価格

激変緩和対策事業において、低圧及び高圧の受電契

約は支援の対象でありますが、特別高圧受電契約事

業者については、価格転嫁の可能性や企業の規模、

事業構造などを勘案して、支援の対象外としている

ところであります。

○瀬長美佐雄委員 それは国の観点と。ただ、現実的

に事業者としてはなかなか大変ですという関係から

言うと、これは国がやらないので県がという積極的

な対応ですが、本来は国に求めるという点では働き

かけは必要じゃないのかなと思いますが、どうでしょ

うか。

○比嘉淳産業政策課長 国に求めるというのは、玉城

知事を筆頭に、今年１月に要請を行っております。

その中でも、国との意見交換であったり、それから

今後の国政の議論であったり、そういうのを注視し

ながら、今後とも適正に事業ができるように検討し

てまいりたいと思います。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 34ページの148番、ＧｏＴｏおき

なわキャンペーン、マイナスと。理由は確認できま

したが、実績について、やっぱりよく頑張ったと思

いますし、それがどう生かされたのかという点で確

認ですが、お願いします。

○大城清剛観光振興課長 観光事業者への支援状況に

ついては、おきなわ彩発見キャンペーンＮＥＸＴの

参加事業者は、２月７日時点で旅行事業者ＯＴＡ

3783事業者、県内宿泊施設1435施設、地域クーポン

加盟店2390施設・店舗が参加しております。令和４年

10月11日から12月27日宿泊分までの第１期分の利用

実績について、まだ最終確定ではありませんが、利

用人泊数約276万7000人泊、利用金額約234億円となっ

ており、事業効果については475億円以上と試算して

おります。

○瀬長美佐雄委員 昨年12月、あるいは１月、２月と

いう点では、コロナ前に一定回復しているという情

報と、あるいは３月もされるであろうという活用状

況を踏まえても、これだけは減額ということなのか。

現在進行形等の関係で活用状況とか分かればお願い

します。

○大城清剛観光振興課長 今年度当初予算の377億円に
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ついては、国の令和２年度補正予算の予算でありま

して、これは国の予算で、事故繰越ということで、

繰越しができない予算になっておりまして、今年度

中に使い切らなきゃいけないというのがありまして、

利用状況とかを勘案してもやはり残が出るというよ

うな状況であります。どうしてこの残がこれだけ出

ているかということでありますけれども、これにつ

いては、当初、国は７月前半から全国旅行支援を開

始する予定でありましたけれども、新型コロナウイ

ルス感染症の全国的な感染拡大により、開始日が10月

途中からと後ろ倒しになってしまいました。また、

国の開始日の発表が直前となりまして、開始月の利

用が伸びなかったというような状況もありまして、

そういう理由からキャンペーンの利用率が想定より

も低く推移したものと認識しております。

以上になります。

○瀬長美佐雄委員 観光業者支援と同時に、観光が今

右肩上がりで増えてると。皆さんは、この状況はずっ

と続きそうだというふうな見立てなのか、入域観光

客の状況に対する見解というか、どんな見立てでしょ

うか。

○大城清剛観光振興課長 この事業を実施するに当

たって、様々な事業者の方と意見交換をする中で、

沖縄はこの回復が最も早かったというふうに聞きま

して、やはり全国で沖縄に旅行に行きたいという方

々の非常に強い需要がありまして、それが戻ってき

ているんだというような話を聞いてます。沖縄は様

々な独自の歴史・文化、あと観光コンテンツが豊富

ですので、まだまだこれから、もっともっと伸ばし

ていけるというふうに私たちは思っております。

○瀬長美佐雄委員 最後に、同じページの次の149番

ですね。おきなわ事業者復活支援金について、事業

概要、実績について伺います。

○平田いずみ観光事業者等支援課長 お答えいたしま

す。

おきなわ事業者復活支援金につきましては、国が

実施した事業復活支援金を受給した事業者を対象に、

売上規模等に応じた県独自の支援金を給付する事業

でございます。令和４年５月末から令和４年８月末

までを当初申請期間としたおきなわ事業者復活支援

金事業におきましては、令和４年７月末時点で、国

より提供の受給者データ２万1140件のうち、約

52.4％、１万1067件の申請がございました。沖縄県

より先行して国の事業所復活支援金の上乗せ事業を

実施している５県に聞き取り調査を行ったところ、

国の受給者データに対する申請率は平均約87.6％で、

５県中３県は90％台で、最大値は約95％でした。当

県としても、誰一人取り残さない社会の実現のため

に、他県の申請率を参考に、国の事業復活支援金受

給者データの約95％に当たる個人事業者１万2960件、

法人7137件の合計２万83件を見込み、積算し、一般

財源を活用して４億5776万5000円を９月補正で増額

いたしました。事業期間も、当初３か月間と、他県

平均の５か月間と比べ短かったため、８月31日から

11月11日までの２か月半延長いたしまして、ラジオ、

新聞での広報や、市町村メルマガ、関係団体に対す

る協力依頼等、広く周知を行いました。結果として、

９月補正時に予定していた95％ではなく、２月補正

積算時点、約71.4％の１万5098件となりました。報

償費の見込みが19億3052万9000円となったことから、

９月補正後の25億2251万3000円から、差引き５億

9198万4000円が不用額となり、２月減額補正が必要

となっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 県独自に対応された事業でもあり

ますし、効果はあったんだろうと思います。

ただ、別の事業に回すというふうな判断とか対応

がかなわなかったのか、この仕組み上厳しいという

ことなのか、そこら辺の確認をしたいと思います。

○又吉信財政課長 お答えします。

まず例年、２月補正については、事業の進捗を見

ながら1000万以上の不用が確実に見込める経費につ

いては、減額補正をするということを基本としてお

ります。県では、その歳出予算の減額補正、それと

県税等の上振れによる歳入予算の増、この収支差を

財政調整基金と減債基金に積み立てて、次年度、令

和５年度の当初予算の収支不足の財源として活用し

ているというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○比嘉瑞己委員長 瀬長美佐雄委員の質疑は終わりま

した。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

資料４の３ページからお願いします。

財源の内訳ですね。先ほども質問ありました、県

税についてちょっと伺いたいんですけども、先ほど、

令和元年度からですかね、1362億、1329億、1402億

という答弁がありましたが、これ決算額ですか。

○前本博之税務課長 そのとおりでございます。決算

額です。

○國仲昌二委員 私が普通考えたら、このコロナ禍で

かなり影響があって、県税は落ち込むかなって思っ
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たんですけども、令和元年度から増になっていて、

今年度も増になる見込みで、来年度の予算額もたし

か増になっていたと思うんですけども、このコロナ

禍でも県税が増えているというのは、どういうふう

に把握しているんですか。

○前本博之税務課長 お答えいたします。

確かに、令和２年度に関しましては税収の落ち込

みはございましたけれども、令和３年度につきまし

ては、いわゆるコロナ需要で一部の業種は――例え

ば医療品ですとか、マスクですとか、医療機器関係

とか、そういった部分に関しましては逆に収益が上

がった事業者もおります。一方で、御承知のとおり

観光業に関しましてはかなり落ち込んでおりまして、

それをプラスマイナスして、昨年度はプラスのほう

が大きかったというところでございます。

今年度につきましては、昨年度好調でした法人２税

につきましては、ちょっと減少する見込みでござい

ます。昨年度好調でした建設業ですと、公共事業が

減少したというのもありまして、あと建築資材の高

騰等によりまして今年度はちょっと減少を見込んで

おります。ただ、観光業に関しましては、度重なる

行動制限の緩和に伴いまして、あと国の全国旅行支

援等もございまして、観光需要の伸びに応じて運輸

業ですとか、宿泊業関係は伸びている状況でして、

あと、それと円安に伴いまして輸入品目に係る消費

税が伸びている関係で、地方消費税も伸びている状

況でございます。

以上です。

○國仲昌二委員 分かりました。

業種によっては、伸びるところもあるし、落ち込

むところもあるということですね。

じゃ、次行きます。同じ３ページです。歳出のほ

うで補助費等が補正で約100億あるんですけども、そ

のうちの68億程度が一般財源というふうになってい

ます。これの説明をお願いしたいんですが。

○又吉信財政課長 お答えします。

生活福祉資金貸付事業のほうで33億の増、それと

地方消費税の交付金、これは市町村に配る分ですけ

どもそれが32億、地方消費税清算金これは他府県の

ほうに配るものですけどもこれで19億、となってお

ります。

○國仲昌二委員 なるほど、この清算金とかそういっ

たのが一般財源扱いということでの財源内訳という

ことですね。

○又吉信財政課長 生活福祉資金については、これは

国庫ではあるんですけども、地方消費税清算金と交

付金については、これは一般財源扱いということで

ございます。

○國仲昌二委員 分かりました。

ありがとうございます。

それでですね、２月補正後の予算額で、令和３年

度と４年度をちょっと比較してみたんですけれども、

国庫支出金のほうで1600億以上減額になってるんで

すね。これはやっぱりコロナ関係の補助金の影響が

大きいんですか。

○又吉信財政課長 委員おっしゃるとおり、コロナ関

係なんですけど、特に臨時交付金のほうで約1396億

の減ということで、臨時交付金の減が主な理由となっ

ております。

○國仲昌二委員 同じく補正後予算の比較で、人件費

ですけども、補正では25億のマイナスで今回補正が

出てるんですけども、補正後の額を３年度と４年度

で比較したら逆に25億程度増になっているんですね。

この辺はどういった理由なんでしょうか。ちょっと

聞き取りのときに、僕これ言ってなかったので、後

で資料がもらえたらよろしくお願いします。

次行きます。同じく補正後の予算額で、普通建設

事業費の補助事業が180億以上減になってるんですけ

ども、この辺の説明をお願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

各事業いろいろあるんですけど、まずハード交付

金、沖縄振興公共投資交付金の土木の道路事業で約

20億、農林の水利施設整備事業で約19億という形で、

ハード交付金の減のほうが主な要因となっているの

かなと考えております。

○國仲昌二委員 同じく物件費ですけれども、物件費

がかなり増えているんですよね、324億余りですね。

これについての説明もお願いします。

○又吉信財政課長 お答えします。

物件費については、ＧｏＴｏおきなわキャンペー

ンの計上のほうが約332億、去年が377億という形で

ですね、その要因が大きいということでございます。

○國仲昌二委員 ＧｏＴｏキャンペーンについては、

今度の補正で90億減になっていますよね。それでも

やっぱり、補正後の予算額としては320億以上増えて

いるということですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

たしか当初予算で377億、それと11月補正で40幾ら

かはちょっと補正して、今回マイナス計上ですので、

それを総合したら、そういう結果になるというとこ

ろでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。
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それで、３ページですね。下のほうに減債基金あ

りますけれども、減債基金は今年度の取崩しはあっ

たんでしょうか。

○又吉信財政課長 今年度、予算上は100億取り崩す

という形で当初予算には計上したところです。

○國仲昌二委員 分かりました。

じゃ、個別の事業にちょっと行きたいと思います

けれども、13ページの44ですね。電動車の件ですけ

ども、これ説明の中で電動化に向けた基盤整備に要

する経費というのがあるんですけど、この基盤整備

というのはどういうことを指しているんすか。例え

ば充電器とかというのも、これに入ってるんですか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

電動車の導入に併せて、充電設備も必要数を整備

するということで予算に含めているところです。

○國仲昌二委員 これは先ほどの答弁では、64台から

16台になるという話だったんですけども、この車の

台数分の充電器ということですか。

○與那嶺正人環境再生課長 お答えします。

単年度ではなくて、長期スパンで見ていて、最終

的には600台の普通乗用車を全て電動化する予定です

ので、それに合わせて工事計画を組んでいるところ

です。

○國仲昌二委員 例えば県の施設辺りには充電器を設

置するという考えというか、この事業でそういう事

業はできますか。

○與那嶺正人環境再生課長 そうですね、公共施設に

必要な数を設置していく事業となっております。

○國仲昌二委員 一般の県民が自由に充電器が使える

ような、そういったその充電器の設置というのは計

画とかはないですか。

○與那嶺正人環境再生課長 一般の人が利用している

充電器については、民間の事業活動の中でコンビニ

エンスストアだったり、観光ホテルだったり、整備

されていますので、この事業の中では当面は公用車

で使うものだけにして、その辺については、また将

来的にどういうふうに扱っていくか検討していきた

いと考えております。

○國仲昌二委員 宮古島市では、エコアイランドとい

うことで、電気自動車の普及を図ろうということで、

中速充電器、高速充電器を市内各地に設置したんで

すね。ところが、ちょっと予算がかかり過ぎるとい

うことで、有料化にしたんですよ。そしたら途端に

電気自動車の普及が頭打ちになって、それが今、滞っ

ている状態なんですね。ですから、やっぱりこういっ

た充電器の設置、また、その普及というのがエコア

イランドと言いますかね、この電気自動車の普及に

はかなり大きいと思いますので、ぜひその辺は検討

していただきたいなと思います。

次26ページ、109番、６次産業化支援事業。これは

申請が見込みを下回ったということですけれども、

この６次産業化に向けての取組というのは各市町村、

結構取り組んでいると思うんですけども、この辺の

申請が見込みを下回ったということについては、ど

ういうふうに考えているんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 今回の減額の中身で

すけれども、これは農林水産省の食料産業・６次産

業化交付金及び農山漁村６次産業化都道府県サポー

ト事業というのを活用した、国庫を活用した事業の

ほうになっております。このハード整備のための補

助事業を使うに当たりまして、事前に総合化事業計

画といったものを農林水産大臣の認定を受ける必要

がございます。今回、農林水産大臣の認定を受けた

事業者に需要調査を行って、それで予算化をしたと

ころだったんですけども、今年度は、当初補助事業

を受けたいという事業者が、ほかの人材育成ですと

か、企業の体制整備を優先させたいというところで

今回見送りになったということで減額になっている

といった状況でございます。

以上です。

○國仲昌二委員 宮古島市のほうでは、結構この６次

産業化に向けての機運が盛り上がっているという感

じですけれども、この辺はどういう周知の仕方です

か。

○久保田圭流通・加工推進課長 先ほど申し上げたよ

うにこの補助事業を使うに当たりましては、国の総

合化事業計画といった認定を受ける必要がございま

す。現在、その認定を受けた事業者は県内に61ござ

いまして、その全ての61事業者につきましては、意

向調査ということで、ハード整備の補助を受けるか

どうかというのは毎年度、意思確認を行っていると

ころになっております。また、その市町村との連携

といったところで申し上げますと、その要望調査に

当たりましては、市町村の担当課に文書で依頼をす

るですとか、また、農林漁業者向けのウェブサイト

で公募しているといった状況でございます。

以上です。

○國仲昌二委員 2700万予算が計上されて、結局

2000万が減になると、何かもったいないなという気

がしますので、ぜひそこら辺はまた取り組んでいた

だきたいと思います。

次、43ページお願いします。193番、校内自立支援
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室事業ですけれども、これは事業委託の実績減に伴

う減額補正というふうになっています。事業として

は、不登校及び教室に入れない児童生徒への支援体

制ということですけども、これ学校現場で職員が不

足しているとかいう話がありますけれども、この事

業についてはどうですか。

○宮城肇義務教育課長 今の委員の教員の不足につい

てですけど、この事業を立ち上げたときには、各市

町村のほうにお願いをして、支援員の確保について

当たってもらいました。なかなか難しいというとこ

ろもありましたけど、今年度はほぼほぼ配置をして

いただいて、この事業を進めることができておりま

す。この事業の内容を少し説明させてください。こ

の事業は、公立小中学校における不登校児童生徒や、

教室に入れない児童生徒などへの支援体制を確立す

るため、校内の空き教室を利用して、校内自立支援

教室を設置し、配置する支援員が教職員などと連携

しながら、学びの保障に取り組む事業であり、市町

村への委託により実施しております。今回の減額の

理由は、一部の市町村で事業化が遅れたことにより、

契約期間が短くなってしまったということと、空き

教室の確保ができなかったことなどにより、契約を

辞退した市町村があったことなどから不用額が生じ

たことにありました。

○國仲昌二委員 ということは、各市町村とも、この

支援員が探せなかったということの減ではないとい

うことですね。

○宮城肇義務教育課長 そのとおりでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

最後に、54ページ、特別会計の繰越明許費で下地

島空港の特別会計、４億5000万程度の繰越しとなっ

ていますけども、中身を教えてください。

○奥間正博空港課長 下地島空港特別会計における繰

越しの主な内容としては、空港の進入灯火及び航空

灯火電力監視制御装置の更新工事について、世界的

な電子部品の需要増に伴う原材料の仕入れ遅れなど

により、一部、資材の納期遅れに伴い、繰越しを行

うものです。

以上です。

○國仲昌二委員 以上で終わります。

○比嘉瑞己委員長 國仲昌二委員の質疑は終わりまし

た。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 教育長、お願いします。

42ページの教職員給与費に関連してお尋ねいたし

ますが、この減額の理由は、支給対象人員が当初見

込みを下回ったということですよね。当初見込みそ

のものの数を知りたいんですけれども、義務教育だ

けでいいです、小中だけでお尋ねいたします。教員

のそもそも、当初の見込み数というのは、何名を計

上していたんでしょうか。いわゆる確保しようとし

ていた人数、そもそもの定員の問題です。

○安里克也学校人事課長 小中学校合わせまして、１万

863人が定数となっております。

○仲村未央委員 そのうちの正規職員というのは何名

ですか。

○安里克也学校人事課長 申し訳ございません、今、

詳細な数字を手元に持っておりませんので、後ほど

資料で提出させていただきたいと思います。

○比嘉瑞己委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲村委員から、当初見込みの全体

数とそのうちの正規、非正規職員数が分から

ないと、質疑ができないとの指摘があった。）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

安里克也学校人事課長。

○安里克也学校人事課長 教職員の休職ですとか、定

数の配置につきましては、月の途中であったりです

とか、いろいろ数字が動くものですから、大変申し

訳ございません、何人でというところでは、ちょっ

と今お答えしづらいところであります。

○仲村未央委員 すみません、当初予算で何人の正規

職員を採用する予定で予算を組んだかということで

すけれども、途中で動く前の最初の予算の話をして

るんですね。

○安里克也学校人事課長 先ほど定数ということで、

１万800人余りの数字をお答えさせていただきました

が、年度当初に配置予定の人数といたしましては

9653人で、これは令和４年５月１日時点の数値であ

ります。正規任用職員数といたしましては7838人と

なっております。

○仲村未央委員 では、この予定していた最初の

9653人から7838人を引いた数が、いわゆる非正規、

臨時等々であるという認識でよろしいですか。

○安里克也学校人事課長 差引き全てが臨任、非正規

ということではなくて、非正規職員といたしまして

は1656人となります。

○仲村未央委員 じゃ、この1656人のうちの定数内の

臨任というのは何名になりますか。聞きたいのは、

いわゆる臨時というと、病休とか産休・育休の代替

という形で入るというのが通常の臨時職員ですよね。

ただ、そうではなくて、そもそも担任でとか、その

ことを想定して定数内で臨任とした数というのは何
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名ですか。

○安里克也学校人事課長 小中学校を合わせまして

757人となっております。

○仲村未央委員 757名の方々というのは――例えば

先日の本会議で聞いたときに、学級の担任での正規

率が75.6％、特別支援学級で63.9％、それぞれ４人

に１人が臨時、あるいは３人に１人が臨時というよ

うな状況ですけれども、こういった学級担任で、そ

もそも正規で採用していない人たちというのは、こ

の757名と理解してよろしいんですか。

○安里克也学校人事課長 担任、それから担任以外を

含めて、合計が757人となります。

○仲村未央委員 もともとこの全ての担任教諭、これ

を正規でやらないというつもりでこの予算を組んで

いるというのは、どういう理由なんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 当初予算における職員の給

与費につきましては、定数で積算をいたしておりま

す。

○仲村未央委員 もう一度聞きますね。皆さんは、最

初9653人を採用していて、それで、そのうちの正規

が7838人ですと、臨時が1656人ですと。ただ、いわ

ゆる産休・育休代替とか病休代替ではない正規の担

任――正規のというか、本来の担任として757名ぐら

いの方がいわゆる定数内の臨任、本来は担任とか、

常時その場所におられる方々が757名いるということ

で、この方々は、そもそも誰かの代替でいるんじゃ

なくて、学級担任として求められている757名ですか

ら、なぜこの人たちは最初から正規で採用すること

にならないんですかということを聞いているんです

けれども。

○半嶺満教育長 今お話のあった、必ずしも担任とこ

ちらが指定してるわけじゃなくて、学校の中で教員

の配置はしていきますので、こちらがそもそも担任

の臨任ということで想定してやってるわけではない

んですね。基本的に、採用された方々が学校に配置

されたら、校長がその配置をしていきますので、そ

ういった状況がございます。

○仲村未央委員 もう一度聞きますが、この間の本会

議の答弁の中では、学級担任で４人に１人が臨時、

それから特別支援学級で約３人に１人が臨時という

ことだったんですね。だから、圧倒的に今言う、恐

らく757名に相当する方々が、本来ここに入っていく

担任として、正規の職員でね、担当すべき場所に収

まる人たちだと理解をしてるんですね。それがさっ

き言った定数内の臨任に相当する757名だと思うんで

すけれども、その方々は、どうして初めから正規の

職員として、教員として採用しないんですかという

ことを聞いています。

○半嶺満教育長 今、採用計画に基づいて我々、毎年

300名から350名を採用しておりますけれども、採用

してもまだまだこの定数を満たすまでには至ってな

いという現状があって、今の定数内臨任の数がある

わけですね。それで、基本的には採用数を増やして

いって、その定数内臨任を正規の職員に置き換えて

いくということをしなければ、学校に定数内欠員が

ありますので、どうしても――例えば、特に小学校

は担任の先生方が多いですので、担任の先生方が臨

任で仕事をしなければいけない状況が出ているとい

う状況です。

○仲村未央委員 本来は定数内臨任の方々というの

は、本来正規で採用したいけれども皆さんが求めて

も、その正規の人たちが来ない、採用できないとい

う、そういう意味の757名が定数内臨任という立場に

今あるということですか。

○半嶺満教育長 今、正規率を高めるためにですね、

今言ったこの欠員をできるだけ減らしていくと。そ

のためには正規の職員を採用していかなければいけ

ない状況がありますので、その採用がまだそこに追

いついてないので、その定数内臨任がまだ存在して

いるという状況です。

○仲村未央委員 追いついてないという理由がよく分

からないんですね。つまり、皆さんが採用試験をし

て合格に至らないから、757名も定数内臨任が生じて

しまうのか。それとも最初から、さっき言った9653名

中7838人がいわゆる正規の採用ですよね、皆さんの

正規の配置。本当はそれにプラスして757名来たら取

ろうと思っているんですか。どういう状況がこの

757名の定数内臨任なんですか。

○半嶺満教育長 今、例えば700名の欠員があるとい

うことでそれを埋めるために採用試験をやるわけで

す。採用試験をやりますけれども、一気に700名を採

ることができなくてですね、それはもう不可能です。

例えば、その年に700名を採用するというのは非常に

不可能な状況があります。つまり350名採用してもで

すね、退職者もいますので、その分に行きます。

350名が純粋に増えるわけではありません。350名採

用しても退職者がいますので、実際に増える数は

350名から減るわけですね。そうするとそれを採用し

ても、700名に行くためにはある程度の年数がかかる

わけです。ですから、今、欠員が700名いますのでこ

の年に一気に700名を採用するということは、非常に

難しい状況があります。
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○仲村未央委員 沖縄県はこの間やったとおり、少な

くとも文科省が調査して13年間ずっと正規率がワー

ストなんですね。全国平均よりも10ポイント以上下

回って81％とかなんですよ。だから、皆さんの人事

採用計画はもちろん退職者を補って、途中退職もあ

るかもしれないというのを見込んで、本来は正規の

職員をつくっていくという計画になっていればです

ね、こんな13年も――あるいはもっとそれ以上前か

らだと思っているんです、調査で明らかになってい

るのが13年間ですから。こんなに長いこと、この757名

もの規模のね、本来は担任をすべき先生たちが非正

規のままであるということの事態は非常に長くこの

採用計画がうまくいってない、かかり過ぎなんじゃ

ないですか。

○半嶺満教育長 御指摘のとおり、平成23年度に我々

は改善するための計画を立てて、採用をしてまいり

ました。それが350名の数であります。これが本会議

で申し上げましたとおり、この間にですね、我々の

想定を超えた生徒が増えているという状況と、特別

支援学級が増えている状況がございまして、それを

見越してさらに改善計画をしていかなければいけな

い状況です。ちなみに、この特別支援学級は平成28年

度に条件を緩和しました。１人でも１つの学級がで

きるように緩和しました。平成27年度と令和４年度

を比較すると、1000クラスの特別支援学級が増えま

した。つまり、1000クラス増えたということは1000名

の教員が必要なっていきます。ですから、我々当初

350名で毎年採用していくと――厳しかった正規率を

改善していこうということで計画をつくって、マッ

クスの350名を毎年採用しているんです。ところが、

今話したようにそれを超える特別支援学級1000クラ

スという需要が出てきたものですから、それをなか

なか今埋め切れないという厳しい状況があります。

それで、今改めてこの特別支援学級の増加も踏まえ

て、新たな採用の改善計画をつくらないといけない

状況にあって、目下取り組んでいる状況であります

が、我々が想定してこの350名のマックスを採用すれ

ば埋められるだろうというふうな改善計画が、この

特別支援学級がこれだけ増加したことによってなか

なか達成できていないという現状が今ございます。

○仲村未央委員 今おっしゃるマックスが350名とい

うのと、先ほどの明らかに担任なり、定数内臨任で

足りてない757名との間でも２倍ぐらいの違いがある

んですけど、これはどういうことでしょうか。なぜ

マックスが350人なんですか。

○半嶺満教育長 例えば、採用しますと１年間初任者

研修というのがございまして、その初任者研修を実

施するためには、ある一定の学級数がないといけな

いという制限がございます。その方に指導教諭をつ

けないといけないんです。さらには非常勤講師もつ

けないといけないという状況が生まれてきます。そ

うしますと、実は採用しますと、さらにまた、補充

の教員が必要になってくるという現状が生まれます。

今、教員不足ですので、採用すれば、それにその研

修を補うための代替の臨任が必要となってきますの

で、さらにそれを埋めないといけないという厳しい

状況もあります。いずれにしても採用するためには、

その初任者研修を受けるそのためには、ある一定規

模の学校が必要であると。したがって、それを考え

たときに我々が採用できるのは350名がマックスです

と。これを超えて400名も採ると逆に学校現場に負担

をかけてしまいます。初任者研修をしますので、そ

の方は授業を抜けて研修をする。その際にその抜け

たクラスも見ないといけない状況があります。様々

な状況が出てきて、それをあまりにも多くの採用を

してしまうとですね、逆に学校現場に負担をかける

という状況もありますので、我々が採用できるのは

350名だということで想定して、その人数を採用して

きたというのが今の現状であります。

○仲村未央委員 では350人が皆さんがおっしゃる今

マックスだということになるとですね、大体今の先

ほど担任でも最低、定数内臨任で757名規模足りない

ということが改善される見通しというのはあと何年

後ですか。

○半嶺満教育長 申し訳ありません。

目下ですね、そういう様々な新たな状況も踏まえ

て、改善計画をつくっているところであります。

昨年度に比べて、今年度は60名増やしました。そ

の増やすためには、いろいろ工夫をしないといけな

いと思います。例えば話ししました初任者研修の在

り方ですね。つまり、ある程度学校規模であったり、

その体制を整える必要があるということがあります

ので、その辺も少し改善しながら、できるだけ採用

者が増やせるような状況をつくりながら、今後は今、

計画しているものよりもさらに採用数を増やしてい

くということをしなければいけないかなというふう

に考えて、目下その辺の改善計画を策定中でありま

す。

○仲村未央委員 その計画はいつまでに策定されます

か。

○半嶺満教育長 申し訳ございません。

今即答はできませんが、確認をしているところで
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ありますので、でき次第またお答えをさせていただ

ければと思います。

○仲村未央委員 ぜひ、これから当初予算はまたこの

後の議論であると思いますけれども、やっぱりこれ

だけ長いこと、全国こういうのは断トツとか言わな

いと思うんですけれども、かなりの、ちょっと次元

が違うというぐらいの低さで、ワーストでこの間、

何十年と正規率が低いという中で、やっぱり計画的

な採用がどうなっていくのかというところが、この

時点でもなかなか出てこないというのは、非常に深

刻だなと思っているんですね。ですので、先ほど研

修の話もありましたけれども、現場の先生たちの話

を聞いていると、初任研の補充もいない。それから、

先生たちの研修所に出かける研修を補う、本来は教

員が必要なんですけれども、その補充も確保できな

いまま、研修もしながら担任も持ってということで、

もう１人で２倍もの業務量を抱えながら、もう疲弊

をしているという状況がどんどん聞こえてきますよ

ね。ですので、通常以上の研修――今採用を増やせ

ば、もちろんその補充も必要だということで、また

さらに必要だということが今教育長のおっしゃるこ

とですから、当然それも見込んで、見込んで、見込

んでっていうことで、やっぱり見通しを持ってつくっ

ていただきたいし、今まさに、この補正の減額になっ

ている部分ですけれども、次の予算の中で、その辺

の対応がどう出てくるのかというのは、非常に大き

なことかなと。予算の問題ではないということが、

この間の教育長の認識のようですので、であればな

おさら、そこを――大学生の辺りからはなぜ足りな

いのにたくさん採用してくれないんだ、落とされる

んだという声のほうがよっぽど大きいので、そこら

辺分かるような説明も含めて示していかないといけ

ないのかなと思いましたので、ぜひそこはスピード

アップして取組をしていただきたいと思います。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 仲村未央委員の質疑は終わりまし

た。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 もう最後のほうですから、ほとんど

出尽くしておりますけど、聞けるところを聞いてい

きます。

補正予算の説明資料全体版からですけど、５ペー

ジ、基地対策調査費。韓国の調査がコロナの影響で

11月に行ってきたということでありますけど、これ

までの調査――いわゆるヨーロッパ、ドイツ辺りも

行ってきていると思いますけど、何か国行ってきて

いるのかな。国名を言っていただきたい。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県のほうでは平成29年度と平成30年度におきまし

て、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスのヨー

ロッパ４か国の調査を行い、令和元年度はヨーロッ

パ以外の地域におきまして、米国と地位協定を締結

している国の状況を確認するため、フィリピン、オー

ストラリアを調査しております。

以上でございます。

○平良昭一委員 各国をいろいろ調査をしております

けど、今後どういう調査をしていくのかな。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 平成29年度から関係

国の調査を行ってきたわけですけれども、新型コロ

ナの影響を受けまして、さっき午前中の質疑でもあ

りましたけれども、韓国の調査だけが実施できてお

りませんでした。できるだけ早期に調査をしたいと

いうことで考えていったわけですけれども、昨年11月

にようやく調査をすることができたということであ

りまして、県の他国の地位協定の調査というのは韓

国の調査で一旦終了ということで考えております。

○平良昭一委員 これまでいろんなところ行ってき

て、韓国である程度は調査を終了すると。今後どう

する。ただ行ってきただけか。地位協定の調査に基

づいてどういうような対応を今後やっていく予定で

すか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 平成29年度からヨー

ロッパの調査を開始して以降、いろんな面で日米地

位協定の問題点というのが明らかになってきたと

思っております。今後は、地位協定の問題点をさら

に明確化した上で、もちろん県のホームページ等々

で調査結果を公表しながら、それからいろんな資料

を公表しながら、地位協定の見直しの必要性につい

て、全国に理解を広げるための行動につなげていき

たいということで考えております。

○平良昭一委員 当然この調査を中心にしながら、新

しいステージに移っていかないといけないわけです

よね。当然、知事がそのものを全国知事会、あるい

は国等への調整をしていかないといけなくなるわけ

ですので、今後はその予算もしっかり取りながらやっ

ていくおつもりではあるんですよね。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

午前中もちょっと答弁させていただきましたけれ

ども、今回我々はドイツ、イタリア、ベルギー、イ

ギリスの調査、韓国も含めて調査をしまして、まず

国内法の適用はどうかですとか、管理権、訓練、演

習、航空機の事故の扱いといったようなところまで、
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かなり突っ込んだ調査をしております。この間、全

国知事会においても、この問題点というのは取り上

げていただいておりますし、それから日米地位協定

の問題というのは沖縄県だけの問題ではなくて、基

地が所在する県においては、管制圏とかいろいろ問

題を抱えております。そういった問題点を引き続き

全国知事会、それから渉外知事会のほうでも取り上

げていただくと同時に、知事がトークキャラバンと

いうものをやっております。沖縄における基地問題

だけではなくて、この地位協定の問題についてもこ

のトークキャラバンで取り上げまして、国民に対し

て訴えていきたい、引き続きそういった取組をして

いきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 恐らくこれだけ調査したのは沖縄県

だけですよ。そういうしっかり調査をしたものを実

現させていくような努力を今後していただきたいと

思っています。

続いて６ページの県有施設整備基金積立金、約15億

円積立てする理由を聞かせてください。

○又吉信財政課長 お答えします。

県営施設整備基金は、県有施設の整備資金に充て

るための財源を確保するために、県有の土地または

建物の売払い代金の全額及び県有の土地または建物

を貸し付ける２分の１以内の額を積み立てることと

しております。今回の補正の15億なんですけども、

与儀にあります旧那覇市民会館敷地を那覇市へ売却

したことで約11.8億円。それと名護にあります旧森

林資源研究センター――前回、一部ですね、先に名

護市のほうに売り払って、今、最近の報道では博物

館がプレオープンしたというふうに伺っていますけ

ども、残りの土地をまた名護市のほうに売り払うと

いうことで2.5億円を計上しているところでございま

す。

○平良昭一委員 今回、那覇市民会館の売却というこ

とでありますけど、ここ３年間、どれぐらい実績あ

る。いろいろ本会議の中で県有地の売払いは積極的

にやるべきだと、利用されてないところはやるべき

だというような議論もしていたので、ここ３年間の

ある程度の実績を知りたい。

○又吉信財政課長 お答えします。

最終予算で申し上げますと、令和４年度２月補正

後ですね、24億5800万、令和３年度が13億6300万、

令和２年度が８億9500万というふうになっておりま

す。

○平良昭一委員 今後、県有地をある程度売り払うと

なると、そこの基金に積み立てるという考え方でい

いのかな。

○又吉信財政課長 お答えします。

先ほど申しましたけども、基金条例で、県有地を

売り払った場合、建物もそうなんですけども売り払っ

た場合は、全額ここの基金に積み立てるというふう

になってございます。

○平良昭一委員 分かりました。

次に８ページ、これちょっと聞き漏らしたんです

けど高等学校等就学支援金事業の概要と、この６億

円の減額というのは一体どういう理由なの。

○山内昌満総務私学課長 高等学校等就学支援金事業

についてですが、こちらは私立高等学校等に通う年

収910万円未満の世帯に属する生徒を対象に、保護者

の収入に応じた授業料の支払いを行う事業となって

おります。生徒の人数につきましては、当初予算の

見込みで約２万5000人の生徒さん、それの授業料、

原則的にほぼ全額という金額になりまして、当初予

算ではその総額として45億余り計上しておりました。

今回の補正の内容につきましては、対象者数が当初

見込みを約4600人下回るということに伴いまして、

それに見合う授業料、今後の所要額を確認しました

ら、今回の補正で６億4750万1000円の減額補正を計

上しているところです。

○平良昭一委員 これ私学だけで、これだけが減額な

るというのは相当見込みが甘かったと言わざるを得

ないと思うけど、どんなね。45億の中の６億も。

○山内昌満総務私学課長 対象につきましては、全日

制の高校以外に広域通信制高校ですとか、あるいは

専修学校の中でも高等課程、中学卒業で進む課程が

ありまして、そちらのほうも対象になっております。

今、人数が多い部分については、例えば、沖縄県に

本校を置きます広域通信制高校の生徒数で言います

と、令和３年度が２万3455名、令和４年度が見込み

ですが２万1891名ということで、その生徒さんの数

が多いと、その数に応じた授業料の額が多いという

ことでこの額になっております。

○平良昭一委員 確かにこの通信高校というのは最近

増えているからね。計算しづらいことは分かるんだ

けど、しかし、45億の中で６億を当初予算から見込

みが甘かったというのは、今後もこれが続いていく

となると、予算を立てるときに大分困るんじゃない。

どんなですか。抜本的に見直すような状況も必要に

なるんじゃないかな。

○山内昌満総務私学課長 おっしゃいますとおり、大

変、通信制高校の見込みというのが難しいのがあり

ます。例えばで言いますと、令和元年から２年にか



－64－

けて5000人プラスになって、令和２年から３年にか

けて2700人ということで、大きい数から減ってきて

おります。令和４年度については、見込みですが令

和３年度に比較して1500人減という見込みで、今、

これまでかなり増えてきた状況から、だんだん伸び

幅が小さくなっていくというところで、その推移を

見ながら、当初予算については――授業料の支援と

いうことで不足があってはならない額ですので、当

初予算ではまた不足が生じないように、かつできる

だけ不用が少なくなるような額でということで、しっ

かりと慎重に予算計上してまいりたいと思います。

○平良昭一委員 大変、計算しづらいような――

5000人だったところ、また2700人になったり、それ

だけ半減されるような状況になるというのはかなり

苦しいような状況だと思うけど、しかしこの辺やっ

ぱりきめ細かにしないといけないし、通信高校だか

らといって無視するわけにもいきませんからね。今

後また検討していきましょう、これも。

24ページの農業集落排水事業。補助金相当額を国

に返還、どういうことですか。

○島袋進農地農村整備課長 お答えします。

事業主体は金武町だったんですが、平成28年度か

ら平成30年度にかけまして、農業集落排水において、

資源循環施設と言っているんですけど、これ堆肥を

つくる機械です。堆肥をつくる機械の中に汚泥量調

整機構という、これも一つの機械の名前なんですが、

汚泥量を減量する機械があるんですが、それを設置

することとしておりましたが、会計検査の結果、こ

の汚泥量調整機構を設置する必要性がなかったとい

う判断がありまして、金武町はこれに係る補助金を

返還するということになり、総額で8321万9131円、

国庫及びこれは県費も含まれていますので、今回計

上したのは国庫分の7133万685円となっております。

以上です。

○平良昭一委員 余分なものをつくったということ。

○島袋進農地農村整備課長 余分なものというよりも

必要性はあったんですが、設計上見つかった仕様と

かですね、そういった設計上の考え方がやはり適切

ではなかったという指摘を受けています。

以上です。

○平良昭一委員 それで国庫負担分だけを返還して、

機能的な問題というのは維持されているわけね。

○島袋進農地農村整備課長 今、事業がまだ完成した

ばかりで、まだ動いていないんですが、今後使うと

いうことで金武町とは調整しております。

○平良昭一委員 金武町の返還分と、これは県の返還

分だよな。金武はどれぐらいあるの。

○島袋進農地農村整備課長 補助率が国が75、県が

12.5、町が12.5ですので、町も県に返還する同額の

1188万446円となります。

○平良昭一委員 分かりました。

次に、31ページ。これも先ほど出たんですけど、

この特別高圧の契約者の問題でありますけど、この

事業概要はある程度分かりましたけど、国の支援対

象外を県独自で支援したこと、これは非常に評価し

ていいと思います。ただですね、４月からまた電気

料金が上がるということがもうある程度確定をして

おりますが、この業者に対してその後の対応はどう

する。

○比嘉淳産業政策課長 今回の本補正に上げている事

業については、１月から３月までを２月補正で上げ

ているんですが、４月以降は、令和５年度の当初予

算の中で事業を進めていこうというふうに考えてい

ます。

○平良昭一委員 これ、39．何％と沖縄電力が上げる

というような状況の中で、相当な高額のまた負担に

なるわけですよね。それを、今のような状況の中で

同じようなサポートをできるかというと、どうかなっ

て、ちょっと僕も自信ないんですけど、皆さんの考

え方としては、いわゆる国の対象外だったものをサ

ポートしてあげたということは、一時的なものであ

るのか、今後も同じような支援の策をやれるのかと

いうのは、やっぱりちょっと気になるわけよ。その

辺を、県の総合的な考え方としてどう思っているか

なと。

○松永享商工労働部長 お答えいたします。

今回補正、そして令和５年度の当初で上げており

ますのは、委員おっしゃるように、国の支援の対象

とならない特別高圧受電契約への県独自の補助事業

ということで進めてございます。あわせまして、今

年１月には、緊急的な対策としまして内閣府の担当

大臣、あと経済産業大臣のほうに、さらなる支援の

要請というものも行ったところでございます。それ

を見ながらということになりますけれども、今後の

対応としましては、まずその現在の電気料金の高騰

につきましては、ロシア・ウクライナ情勢の影響で

ありますとか、あと為替レートの円安の進行という

ところが、その世界的な燃料価格の上昇に起因する

ものとなってございますので、まずはここの推移を

注視していくというところで考えてございます。

あわせまして、先ほどおっしゃっていた39％余り

というところは、沖縄電力さんの値上げの申請とい
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うことでございまして、そこはまた経済産業省のほ

うで審査をしているという状況ですので、そこの審

査の推移を見守る、注視をしていくということにな

ります。さらにということになりますが、県から、

先ほど申し上げました国に対する要請がどのように

なるのかという対応を見極めるということと、あと

国政の場におきましても追加支援の議論がなされて

いるということもございます。

あと、国の激変緩和措置が１月から入っています

ので、そこの状況も見極めていくというような、こ

のようなことをいろいろと注視をしながら、県民、

そして県内産業に与える影響を見極めながら、把握

しながら、あと支援ニーズも把握しながら今後どう

していったほうがいいか、さらなる支援が必要かと

いうところも含めて検討していきたいというふうに

考えております。

以上です。

○平良昭一委員 こういう方々を参考人招致というこ

とでお呼びをするような予定にもなっていますので、

やっぱり、皆さんが独自にやってくれたというのは、

声を聞いてみると非常にありがたかったということ

でありますけど、これはあくまでも１月から３月ま

でのものですから、今後、国がどういう支援をして

くるかどうかも分からない――全くやらないかもし

れない、今のような状況かもしれない。そうなると、

これまで皆さんがやってきたことに対して、業者の

皆さんが頼ってくる可能性もあるわけですよね。だ

から、そういう面では、議会もそういうことを聞き

ながら今後の対応をしていかんといけないなとは

思っていますので。これはよく分かりましたので、

今後の課題としていきたいと思っています。

最後に、37ページ。先ほど出ていましたけど、高

規格ＩＣアクセス道路整備事業。これは2026年に完

成ということでありましたけど、前に聞いたかどう

か分かりませんけど、このインターはスマートイン

ターなのかフルインターなのか、この辺は決定して

ますか。

○砂川勇二道路街路課長 インターチェンジの形式と

しましては、フルインターチェンジでございます。

○平良昭一委員 この沖縄自動車道のインターチェン

ジの問題は、いろんな地域から要望があるわけです

よね。そういう面では、このフルインターというこ

とになりますので、今後のインターチェンジの構想

とかは、県のほうで今の段階で考えているか。

○砂川勇二道路街路課長 今のところ、ハシゴ道路ネッ

トワークに位置づけられているというインターチェ

ンジがございまして、まず沖縄市の池武当インター

チェンジについては今年度、周辺道路も含めて都市

計画決定をいたしておりまして、令和５年度に連結

許可申請を国土交通省に対して行っていくというこ

とで今、取組を進めているところでございます。そ

のほかで言いますと、中部東道路――普天間基地を

横断する道路なんですけども、普天間基地にかから

ない部分、中城側にインターチェンジも計画されて

おりまして、その辺りにつきましては今、新しいデー

タで交通量推計等を行っているという状況でござい

ます。そのほかで言いますと、104号線に関しても要

望がございますし、あと喜舎場のスマートインター

チェンジのフル化等も地元市町村から要望がござい

ます。この辺りにつきましては米軍基地用地も絡み

ますので、慎重に検討していく必要があると考えて

いるという状況でございます。

○平良昭一委員 やっぱり、この自動車道の沿線に関

しては、非常にこの市町村というのは関心を持って

いるようなものがありますので、取りあえず今、４つ

は県の中で構想があるということでよろしいですね。

○砂川勇二道路街路課長 今申し上げました４つに関

しましては、地域からの要望等もあるというもので

ございまして、それ以外にも要望自体はあるにはあ

りますので、うるまインターチェンジとか、その辺

りは今後の検討課題として取り組んでいくことにな

ります。

以上でございます。

○平良昭一委員 終わります。

○比嘉瑞己委員長 以上で平良昭一委員の質疑は終わ

りました。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 それでは、27ページの111番、そし

て、ついでに115番をお願いしたいんですが、よろし

くお願いします。

まず、111番の産地パワーアップ事業、これが２億

余りから補正後290万で、２億余りが今回補正減とい

うことになっていますけれども、まず内容をお聞か

せいただけますか。

○久保田一史園芸振興課長 事業のほうの説明から少

しさせていただきたいと思います。産地パワーアッ

プ事業は、園芸品目などの産地が高収益な作物、栽

培体系への転換を図るための農業機械のリース導入

や生産資材の導入などを支援する事業であります。

これは２分の１の支援となっております。この事業

につきましては、国において毎年度補正で計上され

るハード事業予算と、全国団体にそれぞれ都道府県
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枠として基金に積まれておりますソフト事業の予算

の２つがあります。今回の減額補正につきましては、

既に沖縄県枠として全国基金に積まれていますソフ

ト事業予算の受入れに係るものでございます。当該

事業の予算については、事前の市町村、団体などへ

の事業要望調査に基づき計上しているところでござ

います。令和４年度につきましては、要望調査に基

づき、補助金として２億608万5000円を当初予算とし

て計上しておりましたが、事業計画の調整を進めて

いく段階で新型コロナウイルス感染症の感染拡大、

また、資材高騰などの影響による農家の先行きの不

安、また、地域での事業として成果目標の達成とい

うのがありますので、その成果目標の達成に向けた

調整が整わなかったことなどから、次年度以降への

先送りや取下げなどがありました。また、事業化の

調整も進めるに当たり、事業規模だったり、産地が

要望する事業メニュー、また目標を考慮して、採択

要件が合致するのであれば、より補助率の高い、事

業への変更を行ったこともありまして、今回減額補

正という形になっているところでございます。

以上です。

○仲宗根悟委員 こちら、聞き取りで聞きましたら、

資材購入費には２分の１の助成をされるというよう

なお話でした。今の答弁の中には、補助率がいいメ

ニューがまた別にあるのかな、それに移行して、こ

のパワーアップ事業そのものが使われなかったのか

なというような印象なんですけれども、それでよろ

しいのかな。

○久保田一史園芸振興課長 施設整備、資材導入等と

いうことで、ほかに事業の近いものがありますが、

ただ目的等、いろいろその事業メニューで違います

し、規模要件等が違いますので、その辺は関係団体、

農家さんと意見交換で事業調整を進めながら選択し

ていくという形になります。もちろん、委員のおっ

しゃったとおり、２分の１ということで、少し厳し

いかなという農家の意見もあることは聞いていると

ころでございます。

○仲宗根悟委員 本会議の一般質問の中で、農家の燃

油高騰、あるいは電気料の高騰を受けてどういうふ

うな対策があるかというふうな答弁の中にも、この

電照菊辺りの花卉農家の電気料金か、そういう影響

ではこのＬＥＤ電球などの購入資金にこのパワー

アップ事業を活用しているというような答弁もあっ

たんですけれども、ただ、残念なことに、この300万

もないような状況で、果たして農家さんはこういっ

た電気料金の影響でパワーアップ事業を活用してい

ますよと言えるだけの金額なのかなと思ったりもし

たもんですから。ただ、ＬＥＤ電球でいいますと、

花卉栽培ですよね。花卉栽培のところは、今は二大

組合なのかな、花卉園芸組合ですとかありますよね。

そういった形で組合で支えているとかいうようなこ

ともあるのかなと思って、それだとしたら、もっと

タイアップして使い勝手のいいような、２分の１を

もっと緩やかにできるのかなと思ったりもするんで

す。その辺のもっと活用できるような方法っていう

んでしょうか、構築すべきじゃないのかなと思うん

ですが、その辺はいかがでしょうか。

○久保田一史園芸振興課長 事業を有効活用していく

段階で、２つほど課題があって、１つは、おっしゃっ

た周知の部分ということで、まず我々としては、周

知ということで説明会の実施であったり、この事業

に関しては、実は去年の３月から毎月、関係団体、

市町村等に要望がないですかというのを告知をして

いる状況でございます。そして、もう一点というの

は、やはり成果目標をしっかり達成できる計画をつ

くることになると思いますので、この辺りに関して

は事業実施団体――例えば、花であればＪＡさんと

か花卉農協と、また連携を取りながら、その地域が

しっかりと達成できるような目標を選択していくと

いうことは、連携を取りながらしっかりやっていく

予定としております。

○仲宗根悟委員 情報提供も少し不足なのかなと思っ

たりもしたんですけども、今のように連携を取りな

がら説明会も行っていると。そして、組合辺りから

も農家には伝わっているんだけども、まだ使い勝手

が悪いのかなと思っていますので、その辺のところ

は先ほども申し上げたように、使い勝手のいいよう

な仕組みづくりも必要ではないのかなというような

思いがしました。頑張っていただきたいと思います。

すみません、あと115番お願いします。特殊病害虫、

ウリミバエ、ミカンコミバエの事業なんですけれど

も、以前も聞きましたけど、根絶しているんじゃな

いの、そんなまた事業が必要なのと言ったら、必要

だというようなお話でした。このウリミバエ、ミカ

ンコミバエ、これはたしか復帰と同時にスタートし

た事業だと思うんですよね。これが、20年かかって

根絶にこぎ着けたというような内容だったのかなと

記憶をしているんですけども、その辺のところの経

過ですとか、根絶した後の今日までどういった予算

の使い方がされているのか、ちょっとその辺説明で

きますか。

○能登拓営農支援課長 お答えいたします。
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ウリミバエ、それからミカンコミバエにつきまし

ては、復帰後、園芸品目を本土に出荷をする非常に

大きなネックになっておりまして、これの根絶に県

を挙げて取り組んでまいりました。その結果、ウリ

ミバエ、ミカンコミバエともに根絶は達成をしたと

ころなんですが、やっぱりこの東南アジアなり、大

陸に非常に近いというこの地理的特性、かつ、亜熱

帯気候ということで、ほぼ毎年、ウリミバエなり、

ミカンコミバエの海外からの侵入というのが継続を

してございます。これがまた再定着してしまいます

と、マンゴーですとか、ゴーヤーですとか、沖縄の

主要な園芸品目の県外出荷ができなくなってしまい

ますので、これを防ぐために、ウリミバエにつきま

しては不妊虫の放飼を継続をしております。それか

ら、ミカンコミバエについては、テックス板と言い

まして、誘引剤と殺虫剤を混ぜた板を、県内にかな

りの数を配置しまして、誘殺、それからトラップで

回収をして、再侵入の状況を常にモニタリングをし

ているというような状況でございます。定期的にこ

の侵入はあるんですけれども、最近で申しますと、

昨年来、石垣島のほうに侵入したミカンコミバエの

根絶にかなり時間を要して、地元のほうには大変御

心配もおかけしたところですけれども、何とかこの

対応もできたというようなところです。またこういっ

た状況が各地で継続もしていますので、この事業に

ついては再侵入防止といった観点で継続が必要だと

いうふうに考えております。

○仲宗根悟委員 この根絶事業によって、県外への出

荷が可能になった作物があると、それでの事業効果

としては物すごい効果を上げてきたというのは私た

ちも思っています。ぜひ頑張っていただきたいと思

います。ただ、この特殊病害虫特別防除事業そのも

のというのは、このウリミバエやミカンコミバエに

特化した事業なのか、あるいは、まだまだ根絶しな

くちゃいけない病害虫、アリモドキゾウムシですと

かいうようなものがあるんですけれども、それとは

違うのかな。

○能登拓営農支援課長 本事業で、ウリミバエとミカ

ンコミバエの継続の対策を行っているという部分と、

あとは紅芋などの重要な害虫でありますイモゾウム

シ、アリモドキゾウムシの根絶に向けても取り組ん

でいるところでございます。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。終わります。

ありがとうございました。

○比嘉瑞己委員長 以上で仲宗根悟委員の質疑は終わ

りました。

上原章委員。

○上原章委員 お願いします。

ちょっと再三同じようなところで恐縮ですけど、

31ページの131番、特別高圧受電契約事業者支援事業。

この対象の事業所というのは、業種をちょっと教え

てもらえませんか。

○比嘉淳産業政策課長 今回の本事業の対象となるの

が、商業施設、工場などを含めて55件を見込んでお

ります。今回の事業は、１月から８月までの電気使

用量に対して、１キロワット当たり3.5円、それから、

９月以降は1.8円を予定にしているところなんです

が、業種については製造業であったり、それから小

売、卸売業、それから宿泊飲食業、それから医療福

祉、それから企業局等も含めて今回の支援対象とし

ております。

○上原章委員 県内の大きなデパートとかいったとこ

ろまでも入るわけですか。

○比嘉淳産業政策課長 委員おっしゃるとおり、デ

パートとかそういう特別高圧を使うところに関して

は、例えばモールであったりとか、そういうところ

も対象としております。

以上です。

○上原章委員 分かりました。

今回、国の対象外ということで、４月以降もしっ

かりやっていこうということを、先ほど来質疑を聞

いて、国にも求めていると。それで今回、この電気

・ガス価格激変緩和対策で、特に各個人の世帯や企

業も、電気料、またガス等を、国も今年９月までしっ

かり軽減していきたいと、そこまでに物価が収まれ

ばいいんですけど、その後はまたしっかり支援して

いく形にもなろうかと思うんですが、ＬＰガスにつ

いては対象外になっているんですね。また、沖縄県

はＬＰガスが、プロパンガスの世帯が多いんですね。

その辺の支援については、県はどう考えていますか。

○比嘉淳産業政策課長 お答えします。

まずＬＰガスの料金高騰につきましては、国の総

合経済対策において、ＬＰガス事業者のコスト低減

及び経営体質の強化を図る小売価格低減に資する石

油ガス配送合理化補助金というのが国の支援であり

ます。他方、県では、昨年６月からの補正予算編成

及び11月補正によってＬＰガス料金を含む物価高騰

の影響を受ける事業者に対して、原油物価高対策緊

急支援事業を行うことで、社会経済活動の下支えを

する支援策を現在実施しているところであります。

以上です。

○上原章委員 臨時交付金でやっているということで
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すか。

○比嘉淳産業政策課長 おっしゃるとおりです。

○上原章委員 具体的に県内は何割ぐらいがＬＰガス

ですか。

○比嘉淳産業政策課長 何割と即答はできないんです

が、我々が調べている中では54万1000世帯がＬＰガ

スを使用しているということを把握しております。

○上原章委員 ですから、54万という数字があるとい

うことは――都市ガスは沖縄県はまああることはあ

りますが、何割、これ数字はないですか。

○比嘉淳産業政策課長 申し訳ございません。

今、手元に資料がないので、後ほど必要であれば

提出いたします。

○上原章委員 ぜひ、また教えてください。

全国では４割ですかね、ＬＰだというのをちょっ

と聞いていますので、県内はどうかなと。それと具

体的にどのぐらいの支援を今、県はされているか教

えてください。

○比嘉淳産業政策課長 ＬＰガスの支援なんですが、

国の総合経済対策でＬＰガスの原料となるプロパン

については、ＬＮＧという液化天然ガスに比べて価

格が安定している、それから今後の大きな上昇も見

込んでいないことに加えて、現在１万7000社あるＬ

Ｐガス事業者に通じた直接的な料金軽減対策の執行

は難しいというふうに考えております。

ＬＰガス料金の上昇抑制に向けて、国がやってい

る配送合理化支援を講じているところではあるんで

すが、県としましても国の動向を注視しつつ、県民

及び県内産業に与える影響や支援ニーズ等を把握し

ながら対応していきたいと考えております。

○上原章委員 国はＬＰガスの配送合理化補助金等の

公募というのを今月スタートしているんですね。そ

れは、この２月28日から３月31日まで、第１次、第

２次と受け付けています。こういう情報はぜひ県か

ら関係業界にしっかり発信していただきたいんです

が、いかがですか。

○比嘉淳産業政策課長 おっしゃるとおり、関係する

ＬＰガスの組合であったりとか、そういうところに

ですね、情報を発信してできる限り国の事業を活用

してもらいながら、県民の支援となるように努めて

まいりたいと思います。

以上です。

○上原章委員 全国、多くの都道府県がこのＬＰガス

に対しての国の支援をしっかり求めていると聞いて

いますので、沖縄県はやっぱりＬＰガス世帯が多い

んでですね、これはぜひしっかり実現してほしいと

思っております。

次に21ページ、85番、新型コロナウイルス感染症

受入病床確保事業。この病床受入れの予算、大きな

額でこれまで242億、各医療機関に手当てされている

んですが、今回約８億5000万余りの内容を見ると経

費の不足が見込まれると。結構大きな額をこれまで

――今回第７次補正予算ですけど、それでもこの経

費の不足が見込まれるというちょっとその辺説明し

ていただけないかなと思います。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

これまで当初予算では、国の感染状況であるとか、

国の予算の支援の状況とかがうまく見込めなかった

ところでもありましたので、当初予算においては６月

分までということで３か月分を措置していたところ

です。それから６月補正、９月補正において、それ

ぞれ、その時々の感染状況を見ながら、増額の補正

をお願いしてきたところでございます。これまで９月

補正では12月分までを見込んでいたところなんです

けども、再度３月分までを見込んだときに、この８億

5000万余りというのがやはり不足してくるというと

ころですので、今回補正の予算として計上させてい

ただいているというところでございます。

以上です。

○上原章委員 分かりました。

これまでコロナウイルス感染症対策の当初予算、

約1475億からスタートして、今回第７次、これまで

の予算措置、総額幾らか分かりますか。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和４年度については当初予算で1281億、これま

での７次に係る補正予算を加えますと、令和４年度

は1804億円となっています。令和２年度からの累計

で言いますと、7101億というところでございます。

○上原章委員 現時点で分かる範囲でいいですけど、

執行率はどうですか。

○又吉信財政課長 お答えします。

令和４年度、補正含めた1804億円についてですけ

ども、１月末時点、支出ではなくて負担行為ベース

で申し上げますと、約87％となっております。

○上原章委員 これ執行率が87％ということは、最終

的にこの数字は県としてはしっかり推進してきてい

るということでいいんでしょうか。

○又吉信財政課長 お答えします。

執行率は各部によってちょっと違ってくるもので

すから、子ども生活福祉部がちょっと執行率が低い

のかなと思います。子ども生活福祉部のほうも執行

率が上がってくれば、全体も上がってくるだろうと
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いうふうに考えております。

○上原章委員 具体的な事業名分かりますか、今の子

ども部。

○又吉信財政課長 子ども生活福祉部のほうで、約

50億ぐらい、執行率は21％となっておりますので、

それが増えてくるともっと上がってくるのかなと

思っております。

○上原章委員 21％という……。すみません、子ども

生活福祉部、担当部長、ちょっとその辺の背景が分

かれば教えていただきたいんですが。

○宮平道子子ども生活福祉部長 すみません、ちょっ

と今、数字の確認をさせていただいた上で、御報告

をさせていただきます。

執行率の向上に努めてまいりたいと思います。

○上原章委員 分かりました。

いずれにしても、このコロナが今後しっかり収まっ

ていくことを願うばかりですけど、予算一つ一つが

非常に重要だと思いますので、しっかり頑張ってい

ただきたいと思います。

終わります。

○比嘉瑞己委員長 上原章委員の質疑は終わりまし

た。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。この４番、

私立専修学校の授業料が今度6300万増額になってい

るんですが、皆さんの資料で126名増加ということで

のものがあるんですよ。この事務の流れをちょっと

教えてほしいんですよ。この対象者の皆さん４月に

入学すると、保護者は学校に授業料を納付するとい

うのがあるんですけど、これ納付して後に保護者に

戻るような形の事業になるんですか、どうなんです

か。

○山内昌満総務私学課長 この授業料等減免につきま

して、入学金と授業料の部分の減免の制度となって

おります。世帯年収に応じて減免率――380万以下と

いうことがあります。例えば、新年度になりまして

新入生の方の入学金の支払い対象になりまして、入

学金と授業料を学校に納めるということが出てきま

す。まず、４月当初については保護者の方が学校に

授業料、入学金が必要であれば入学金を支払うとい

うことで支払っていただいて、その後は世帯年収

380万未満が対象になりますが、これは前年度の所得

の証明ができるような時期にならないと分からな

かったりという事情がありますので、一旦学校のほ

うへ納付していただくと。それから、学校のほうが

県のほうに当初の交付申請をしていただいて、県が

その要件確認をして学校に概算払いをすると、その

時点で対象の保護者の方には県から交付があった分

はお返ししていただくという流れになっております。

以上です。

○當間盛夫委員 その流れなんだけど、これ保護者の

経済的負担の軽減を図るということで、270万未満は

結局全額というね、上限はあるんですけどね。そう

いうことになっているんだけど、これやっぱりそれ

だけの270万以下の皆さんが授業料59万で入学金16万

だとか、学校によってまた違ってくると思うんです

けど、それを払えなくて入学ができないという、そ

の学生さんもいらっしゃるんじゃないですか、その

辺はどうなんですか。

○山内昌満総務私学課長 実際、対応としましては学

校側の対応としましても、対象となる方には一旦払っ

ていただいた上でお返しというよりも、最初から取

らないほうが負担が少ないということで、例えば、

２年次、３年次の場合には前年度対象世帯であった

ということで、もう明らかに対象になるだろうとい

う場合については、一旦納めていただかないで、県

のほうに手続をして県のほうから支払われるものに

ついて、学校のほうが代理受領という形で受け取る

ということで、その辺学校のほうでも工夫されてい

るということは確認しております。

○當間盛夫委員 これどこの事業だ、総務部か。

総務部長、最初が肝心じゃないの。保護者の皆さ

んはね、その軽減策というかこの減免事業というの

があるわけですよね。行かせたくてもやっぱりそれ

だけの準備ができないということになってくると、

やっぱりね、保護者も本人も行きたいということに

なっても、払わないと入れないという事業というの

は、やっぱりちょっと違うんじゃないかなと思うん

ですけど、その辺はちょっとやっぱり学校側も含め

ながらの改善が必要じゃないですか、どうですか。

○宮城力総務部長 今、この事業については一定の所

得以下の方が対象になるということで、その所得要

件を満たしているかというのは新年度に入ってしば

らくしないと分からないという状況がございます。

対象の適否についてほかにどのような手法があるの

か、これは学校も含めて少し研究してみたいと思い

ます。

○當間盛夫委員 ぜひ、その辺は検討してください。

それで断念するという子供たちが出ないようにです

ね、ぜひこの事業があるわけですから――国２分の

１、県分２分の１ということで。ぜひ検討してです

ね、対応していただければというふうに思っていま
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す。

次に移ります。この生活福祉資金貸付事業なんで

すけど、これ見ると償還管理事務費に対する経費、

先ほども言われたように、これはもう去年の９月で

その貸付けの事業は終わっているということなんで

すよね。これから償還に向けての、この事務的な費

用で34億もかけるという、この事務的な内容をちょっ

と教えてもらえますか。

○榊原千夏福祉政策課長 お答えいたします。

生活福祉資金の特例貸付けにつきましては、据置

期間が終了した方につきましては早い方から令和

５年１月より償還を開始しているところです。国に

おきましては、生活に困窮されている借受人に対し

てアウトリーチによる相談支援ですとか、生活困窮

者自立相談支援機関などの関係機関との連携を含め

たきめ細かい支援体制の構築に向けて、今後償還期

間――十数年間分ございますのでその間のですね、

債権管理事務費等の費用としまして各都道府県に追

加配分を行ったところでございます。今回の２月補

正におきましては、債権管理事務を行う県社協にお

きまして地区の担当者を増員しまして、市町村社協

や関係機関と連携した相談支援体制を強化する費用

等に主な費用として充当することとしております。

○當間盛夫委員 だから、この内容的なものが34億で

すよ。ほぼほぼ人件費なのか、何かそういう返済す

る分での、またそのシステム的なものに行くのか、

その辺ですよ。社協にそのことがあるにしても、ど

ういう振り分けなのということです。金額的に３億

という話じゃないから。桁が違うから。

○榊原千夏福祉政策課長 ２月補正の内訳でございま

すけれども、主なものとしまして債権管理事務費の

うち、県社協の人員の加配に伴います増としまして

11億1000万――現在15人であります対象職員を16人

増やすということでございまして、令和５年度から

令和17年度に向けて配置するということです。こち

らの人員増の理由といたしましては、市町村社協等

とともに、よりアウトリーチによる借受人への支援

体制を充実させるためと考えてございます。

また、それに伴いまして、業務委託費の増で８億

1164万8000円などが主な内容となってございます。

こちらの業務委託費につきましては、償還免除の申

請件数が当初積算で考えておりました25％から、実

績が40％を超えてございますので、こちらに変更し

たことによる増ですとか、償還残額に応じまして償

還免除の申請のお知らせ等を送付する回数のほうを

増やしたということで、このお知らせを送る際に返

信用の郵送代等を想定してございます。この文書郵

送料の増ですとか、また償還猶予などの制度が入り

ましたことに伴いまして、こちらの周知に係る費用

などを考えてございます。

○當間盛夫委員 人数をどれだけ増やすと言ったの

か。15から16。

○榊原千夏福祉政策課長 15人から31人に、16人増を

予定してございます。

○當間盛夫委員 分かりました。

いや、私は評価するんですよ。この減免の部分を

もう43％こういう形でね、沖縄がこれだけ県民所得

も低いという中でこの貸付けは本当に助かっている

と思うんですよ。そういう形での減免率が上がると

いうのは僕は沖縄にとってはいいというのがあるけ

ど、やっぱりこれからまた償還ね、返せる人はやっ

ぱりちゃんと返さないといけないということはこれ

は大事な部分があると思っていますので、しっかり

とお願いをしたいと思います。

次、あと２つぐらいですので、お願いします。

先ほど上原委員からもあったんですが、この85番

の病院に対するこの８億5000万というのがあるんで

すけど、これ事業的に皆さんからいただいたもので

見ると令和２年から始まっているんですよね。令和

２年から始まってこの令和４年までの累計と、その

医療機関ってどれだけの医療機関があって、どれだ

けこの病床確保に支出をしているのか、ちょっと教

えてください。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

病床確保量の実績についてですけれども、令和２年

からスタートしております。令和２年につきまして

は、実績として約211億5900万円余りで、令和３年度

が約293億8000万円余りとなっております。医療機関

の数につきましては、重点医療機関が27にプラスし

て各年度によって違うんですけれども、クラスター

が発生した医療機関につきまして、令和２年度は７医

療機関、令和３年度は14医療機関がプラスになって

おります。

○當間盛夫委員 病床確保事業でどれだけの医療機関

の数があるかという部分と、これまで２年から４年

までのトータルどれだけの支出があるかということ

を聞いている。

○國吉聡感染症医療確保課長 令和２年度から４年度

につきましては、今年１月末時点までの合計でござ

います。年度ごとに申し上げますと、令和２年度約

212億円、令和３年度約294億円、令和４年度は１月

まででございますが212億円、合計で718億円となっ
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ております。医療機関の数につきましては年度によっ

て違いますが、これまでのトータルの数として――

すみません、医療機関の数についても年度ごとに申

し上げます。令和２年度が29医療機関、令和３年度

が41医療機関、令和４年度が64医療機関になってお

ります。

以上です。

○當間盛夫委員 この64医療機関で、赤字になってい

る病院ありますか。把握しているの。

○國吉聡感染症医療確保課長 申し訳ありません。

赤字などについては、ちょっと数として把握して

おりません。

○當間盛夫委員 県立病院のほうも、この医療機関の

いろんな入院の手続のもので、10億ぐらいでしたか、

その返還がありましたでしょ。

これちょっと内容的なものを教えてください

○與儀秀行病院事業経営課長 この空床確保料のほう

につきましては、各県立病院で自主点検を行いまし

て、それに基づきまして６病院合計で14億2000万円

が過剰請求というふうになっております。

○當間盛夫委員 保健医療部のほうで、じゃ、その他

の県立病院以外の分は、これ該当したところはなかっ

たという認識でいいんですか。

○國吉聡感染症医療確保課長 今、各病院で自主点検

を行ってもらった結果、実数で、県立病院も含めて

延べ31病院が、過大の交付があったということで報

告を受けているところです。

○當間盛夫委員 これ、31となると、これはもう返還

を予定しているのか。返還済みなのか。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

今現在、各病院が自主点検をやって、それから県

のほうでも実地調査に入っております。今後の手続

としましては、実績報告をもう一度出してもらって

再確定をすると。その上で、その差額について返還

を求めるということになりますので、実際の返還を

行うのは令和５年度ということになります。

以上です。

○當間盛夫委員 ありがとうございました。

よろしくお願いします。

では最後、もう一度、これ病院事業局の補正の土

地売却の話なんですけど、今回、皆さんの資料を見

ると、この財産の区分でいろいろとあるらしいんで

すけど、昭和54年に松下電器さんのほうから無償で

受けたわけね。無償で受けたのに、何で糸満には４億

近くで売却するのかが理解できないんですけど、そ

の辺はどう考えていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今委員おっしゃるとおり、この旧南部病院の跡地

につきましては、昭和54年に当時の松下電器産業の

ほうから無償譲渡という形で県のほうに土地の譲渡

があったわけですけれども、これにつきましては一

旦、県のほうの財産ということでありますので、県

の公有財産管理規程等に基づきまして、譲渡のほう

をさせていただいたというところです。

○當間盛夫委員 当初は、この豊見城中央病院さんで

すか、友愛さんがこの建物の撤去をして本来は県に

返さないといけないという事業だったんですけど、

結局この建物を糸満に売却するわけですよね。これ

は、友愛さんから皆さんに相談があったんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 この建物売却につきま

しては、医療法人友愛会のほうから、県に対しても

報告はございました。

○當間盛夫委員 これは契約上、何も問題ないという

認識でいいんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 この報告というのは、

委員が先ほどおっしゃいましたけども、建物につい

ては旧県立南部病院ということで、友愛会のほうに

売却を行ったんですが、その下の土地につきまして

は、友愛会のほうとは、沖縄県病院事業局が、平成18年

から向こう30年間ということで賃貸借契約を結んで

いまして、その賃貸借契約の中で建物を売却すると

か、そういった場合については土地の貸主である県

のほうに協議するという形のもので、そういう報告

があったというところです。

○當間盛夫委員 じゃ、友愛さんが、糸満ではなくて、

ほかの民間業者にこの建物を売却したときには、皆

さんこの県有地の払下げのときには、まずは県での

使い道がないかということをやるわけですよね。そ

れが、県がないということであれば、その地元市町

村にという形になってくるんですけど、もし民間に

この建物が売却されていたら、改めてまた県はどう

するのかという――僕はね、その矛盾点が出てきた

んじゃないかな。今回、あくまでも糸満が買い取っ

たという流れの中で、こういう形になってよかった

なというところもあるんですけど。マイナスという

のは本来この南部医療、友愛が取ったんですけど、

当初は250床ですよ。県が、もう経営ができないとい

う中で250床の病床を友愛さんにやるわけですよね。

ところが、友愛さんは188でやるんだけど、結果的に

友愛さんもそこをできないということで、実際もう

この南部医療ということで、糸満市に病床がなくな

るわけですよ。友愛会が持ったのは、今のこの与根
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にある豊見城市が新たに造ったものに持っていくわ

けですよね、そのことは。糸満で新たにまた病床と

いうのは、なかなか難しくなってくるという現実も

あるわけですよ。だからね、私からしたらもう少し

やっぱり糸満に、その土地の配慮を含めてもあるべ

きだったんじゃないかなと思いますが、これはもう

意見として終わります。

○比嘉瑞己委員長 先ほど、上原章委員の質疑に対す

る答弁で、榊原福祉政策課長から答弁を訂正したい

との申出がありますので、発言を許します。

榊原千夏福祉政策課長。

○榊原千夏福祉政策課長 すみません、先ほど、上原

章委員の質問の中で、令和４年度のコロナ対策関連

予算につきまして、その執行率についての御紹介が

あったかと思います。その中で、子ども生活福祉部

の執行率が１月末時点で21％ということで、その原

因はというお問合せだったかと思います。こちらに

つきまして、生活福祉資金のほうが、11月補正で御

対応いただきました約30億円余りが、国の交付決定

が１月末時点ではまだでございまして、対応ができ

ていなかったと。本日時点ではもう決定が下りまし

て、現在、執行率は８割になっているというところ

でございます。

以上です。

○比嘉瑞己委員長 以上で、甲第25号議案から甲第

36号議案までの補正予算に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

次に、参考人招致についてを議題といたします。

３月２日の理事会で協議した結果のとおり、予算

特別委員会においては、さきに決定した沖縄電力株

式会社代表取締役社長、本永浩之氏に追加して、公

益社団法人沖縄県工業連合会関係者を参考人として

招致することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 御異議なしと認めます。

よって、公益社団法人沖縄県工業連合会関係者を

参考人として招致することを決定いたしました。

日時については委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉瑞己委員長 異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から参考人招致の実施方法

について説明があった。)

○比嘉瑞己委員長 再開いたします。

次回は、明３月７日火曜日土木環境委員会終了後

に委員会を開き、補正予算に係る議案の採決を行い

ます。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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